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緑丘にて学ぶ

副学長片桐由喜

大学とはいかなる場所か
新入生のみなさん、入学おめでとうございます。受験勉強から解放され、今は安堵感と大学生

活に対する希望で胸がいっぱいのことと思います。「大学は最高学府」といわれます。最高学府の
意味は最も程度の高い学聞を学ぶ学校という意味です。いわば、教育課程の頂点に位置するのが
大学です。その場に身を置くことのできる自分に誇りを持ち、そのような恵まれた環境にいるこ
とに感謝してください。また、jJlJの視点からいえば、大学は教育双六の「上がり」で、多くの人
にとって、その先はありません。落ち着いて勉強や好きなことのできる最後の4年間といっても
過言ではないでしょう。

大学で何ができるか、何をすべきか
大学と高校の太きな違いの 1つは、履修科目をかなり自由に選べることです。本学は単科大学

であるにもかかわらず、多様な教養科目、語学科目を用意しています。加えて 4学科制をとりな
がら、学科の枠を越えて学習できる機会を提供しています。このように本学では幅広い学習の機
会を提供し、皆さんの知的好奇心・探求心に応えています。

また、学内には多くの部活・サークルが存在し、これらに参加することで皆さんは充実した大
学生活を送ることができるでしょう。勉学と部活・サークル活動を両立させ、実りある大学生活
を送ってください。
大学生になった皆さんに太学時代にすべきこととして伝えたいことは読書です。その理由は、

第1に社会科学系の大学生として活字に親しむことが必須であること、第2に読書によって得ら
れる知識、メッセージがこの先、困難に直面した皆さんを救い、進むべき道を示してくれるから
です。本学の図書館は豊富な蔵書を有しています。ぜひ、積極的に活用してください。

大学で修得するものは何か
これから 4年聞かけて皆さんは多くのことを学んでいきます。しかし、受験勉強中に暗記した

歴史の年号や化学式をすっかり忘れてしまうように、大学で学んだ教科書的な知識もまた試験終
了後には忘却の彼方へ去ることがしばしばです。では意味がないのかというと、決してそうでは
ありません。勉強したこと 1つ1つは忘れても、これらは目には見えないところで血となり肉と
なり、皆さんの生きる力となっています。

最後に

大学時代は高校生までの時代に比べて格段に自由です。遣う側面からいうなら、自主的である
こと、自ら責任を取ることが求められます。本書はそのような大学時代をサポートします。皆さ
んにとって、この緑丘での時聞が実り多いものとなることを願っています。
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|l大学の概要 目
1 沿革

小樽商科大学は、昭和 24年5月に国立学校設置法(法律算 150号)により、新世l大学として発
足し、平成 16年4月目立文学法人小樽商科大学に移行し、令和4年4月には帯広畜産文学と北見
工業文学との経営統合により、目立文学法人北海道目立文学概構小樽商科大学に移行しました.
その起源は、遺〈明治44年5月全国の官立高等商業学校のうち第5番目として開校された小樽高
等商業学校の設立にはじまります.

以来、今日に至るまでに、車掌の匪卑Iま実に 111年の永きにわたっており、産業の興隆並びに学
術・文化の発展に貢献してきました.

平 16.4(設立)
目立文学法人
小樽商科大 学

開叩A (司U~)
4・・器専門学畿

」ー----， r附;ム段 | 
1平 8.3.Jt.
I 'j・商縄文学短期末字 l 

明 岨 '.. 置
明44.'闘技

小槍高.商.字綾

昭 24.5
小樟商科大事

令 4.4(股立)

国立文学法人
北海道目立束事樋構
小樽商科大学

帽 24.5!t置
甫掌櫛

平 3.10ilt組
帽24.511置 笹蔚挙事略

経榛隼事時 {昼間ョース 夜間主ョース}

聞 24.5l1li:置 闘 53..霞置 平 3.10改組
商象学科 商業学科商学コース 商字斜L 直一如刊

剛 53..殴置 平 3.10改組

商調院阜桝 ーーーー一企集2医学科
鍾曽法学コース (昼間コース劃問主コー久}

平，.叩改組
祉会情儒掌桝
(昼間コース宙開主コー久)

開40....置

管理視学桝

11!i128.4_寸
?平 16.3鹿止
l商..員重量属関程

ーーーー一昭輔A殴置
商学研曳拠

「百帽A函ー-1

11川 ii宮・理司 k

開崎A叡置

夫掌 院

平 3唱， .. 置

冒爾センター
平叩...置
現代商掌専攻
{修士幌担)

平 19.41!t置
ーー現代菌学専攻

{博士{前期後期).車種}
平 12..聾置

i寧 掴 S廃止 ; 

I t:!~ネえ創量セシ，- I 
平 16.411:置
7川11;1"11←ν"専攻
〈専門・学位餌橿〉

平 27.411:置
グローカル.略推進センター

放

置
止
噂

晴
晴
醐

掴
組
咽
園

町
聞
鍾

副
骨蔵事



�

2 歴代校長・学長

10年 11月 IlIl辺龍聖

IJ、樽高等商農学校 13年6月|伴 房次郎

9年 |苫米地英俊

俊

IJ、樽経済専門学校

小樽商 科大学

10年 山 田 家 E 

2年 秋 山 轟 聞

4年 秋 山 韓 昭

l至 平成 26年叩計
6年 山 '* 11樹去

国立文学法人

小樽商科文学 |自 平成 26年04月01 6年 和 田 健 夫

2年 穴 沢 民
z ~刊 V'+""t-U，"，'官、"~ 

国立大学法人北海

令和 04年04月01日 1年 穴(文学沢統括理事民) 道園立大学機構 自
小樽商科大学
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英語・英文学

民法

商法

生物学

監査論

管理会計学

社会思想史

統計学

ドイツ語

財務会計酋

健康スポーツ

マヲロ経済学

産業組織前

革礎教学・経済数学

英悟・英文学概酋

英語・比較文化

経済分析輪

憲法

財務会計歯

企業形態論

フランス語

フラ〉ス語

銀行愉

情報処理

英語

統計学

中国語

教育制度

歴史学

計画数字

意志決定論

数理統計学

生物学

国際金融

英語

国際経済学

哲学・倫理学

日本語

マーケ子ィング

正

三

宏

訟

薫

譲

夫

洋

秀

教

牧

功一

洋一郎

民樹夫

福男

純

修

夫

志

稔

彦

師

耕三郎

富士夫

和重

常幸

茂

樹

浩

雄

樹

干

.'J 

i
出

夫

孝

夫辛

E
憲

良

普

和

有

瞳

龍

暴

繁

隆

春

宏

久

秀

顕

寿

朝

和

3 

氏
一
山

原

園

田

竹

田

中



�

令和 02年 4月 8日

令和 02年 4月 B日

令和 02年 4月 8日

令和 02年 4月 B日

令和叫年 4月 20日

令和倒年 4月 20目

令和倒年 4月 20日

令和 04年 4月 20目

令和叫年 4月 20日

健康スポーツ

マウロ経済学

経済法

金融経済学

行政法

涜通システム諭

ペンチャー経営

組織的意思決定

経営職略

一

司

夫

介

入

一

篤

淳

民

啓

賢

健

且

匡

輪

車

回

目

黒

藤

戸

川

花

山

和

和

石

伊

漕

出

李
済

組織・機構図

イ 値済単科

4 商牢科

寸 商事部 トH.. 企量法学科

4 祉会情報事科

4 (一般教育噂)

現代商学専攻(博士(前期・後期)隈程)I 
寸 大牢院商事研究科

わトレフ・叶拘7・専攻(車門職事位回程)I 

4 附属園書館

rーーー『
吋 置語セシター

小

4 保値'理セシター | 
樽

商
吋 情報総合センタ | 

ーH 71'ミッションセンター l 
科

大 4 ずローカル戦略推進セシター l

学 叶 企画総務陣
寸 園 際連携本部|

一 → 菅直輝

4 事務部 教務隈

4 牢生支揖標

叶 学術情報隈

4 
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5 施設所在地

名 称 郵便番骨 所 在 地 電恒番号

事務部

商学部

文学院

言語セン豊一

保健管理セン者一 干倒7-8501

情報総合セシ事一 IJ、幡市緑3丁目 5番 21号
電話(代表)

(0134)27-5206 

7ドミッションセ〉事一

グローカル戦略推進セン聖一

国際連携本部

大学会館 干倒7-8503

附属図書館 干倒7-8502

札帳市中央区北5条西5丁目

札幌サテライト 干060-0005
7番地 電話

sapporo55ピJレ3F
(0刊)218-6377

輝光寮(学生寮) IJ、幡市緑4丁目 4番 14骨
t電01話34127-5239 

干倒7-0034

国際交流会館 IJ、幡市緑4丁目 4番 15骨

体育館
{電01話34127る460

合宿研修施霞 干047-8501 小幡市緑4丁目 4番 14号 電(話内線16539

サ-'.})レ共用施設 電(話内線)6536

山上グラウン F 干倒8-2672 IJ、樽市塩谷3丁目 104番地

ヨット艇庫(共同利用艇庫) 干047-0047 IJ、幡市祝津3丁目
{電01話34132-6928 

ポート艇庫(共同利用艇庫) 干061-3362 石狩市生振367
電話
(0133)64毛457
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6 小樽商科大学配置図
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Hl学園生活 目
1 学園生活

1.1 行事予定

2023年度の行事予定は本学ホームページ(以下、『本学HPJという.)Etぴ履修の手引きで確認
して〈ださい。行事予定は毎年変わります.翌年度以降の行事予定は、本学HPで確臨してくださ

12 授業時間

昼間コースの学生は、原則 1-5講目を置修し、夜間主コースの学生は 6-7講目及び夏学期に開
請する授業巷履修することになります.昼間コ ス・夜間主コ ス共に、一部通常の曜日・時限と
は異なる日時に実施する場合がありますので、酔細は、行事予定衰を確隠して〈ださい.
夜間主コースの学生は、決められた範囲肉で 1-5講自の捜業科目を履修することもで曹ます.

13 学修・修学

新入生オリエンテーションが終わると捜業が始まります.授業形態は高校とは全〈異なります.
学聾・修学在計画的に進めるためには、「履修の手引き」と「シラパス」を熟観することが太切で
す.不明な点、問掴等が往じた場合は、履修指噂教員又は、学部教務係に相醸してください.
※ 履修指導教員については、履修の手引きを確認してください。

-学集成績

前期科目の成績については9月初旬、後期・通年科目の成績については3月初旬に学務情報シス
テム (CampusSqua陪)で閲覧可能になりますので、 CampusSqua陪のマニュアルを参照し、各
自確隠して〈ださい.
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14 学生関係の窓口

・学生関係の窓口配置園

学生セシター案内図

」孟
【教楊標】 【入国宣】

一 -大学院係

大学院教務事務担当

-教務企画係
利用時間

力
学籍関係・各種証明書発行担当 月吐 |131t172

ワ -学部教務係

学部教務事務・教員免許全般{教育実習・介護等体験)担当
:;， 

~ 【学生支蝿 謀 】

-キャリア支援室
授業等のある時

車j
就職支援・就職講座・就職相談担当

月ωあ金る土、捜曜寒日 || 830~1200 
用 の 13:00-19:30 -国際交流室
時 授業等のない時 留学・国際交流担当
間

月四金 13凹 -17:15 -学生支援係

一
l入 口 l

授業料免除・奨学金・疎外活動・障がい学生支援担当
l 入 ロ l

-学生関係の窓口等の開放時間

学生センター
図書館 2階 キャリア支援 鴎‘棟 情‘棟

掲示コーナー センター (2.3号館) (4・5号館)

月曜日~ 8:30-12・00 8・00- 8目00-

金曜日 8・30-12目。。 13・00-17目15 23・00 22目。。

土曜日
13:∞ -19目30 3.4号館のみ 8:00-22∞

(授業あり)
閉鎖

5号館のみ 7:00-21:30

土曜日
図書館 3.4号館のみ8回日日-22目。。

閉鎖 閉鎖
(授業なし) 開館時聞に 5号館のみ 7:00-21:30

準ずる

月曜日~ 8:30-12目∞ 8:30-12・∞ 8:∞~  8目00-

金曜日 13目00-17:15 13:∞ -17目15 23:00 22目。。

土曜日 閉鎖 閉鎖 3.4号館のみ8:00-22∞

※日曜、祝日は、附属図書館を除き太学は全て閉鎖されています。また、授業のない期間とは、夏
季、冬季、春季休業や臨時休業及び定期試験期間のうち夜間主コースの試験のない日などです。
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-学生関係の手続等の担当部署

部署名 担当係 内容

①学籍関係(休学・退学・復学を含む)

教務企画係 ②改姓・改名等変更届

③各種証明書発行(学生証・通学定期券の購入方法等)

①講義関係全般

②試験関係

学部教務係
③成績関係

教務課 ④履修登録関係

⑤科目等履修生・研究生

⑥教育実習、教員免許、介護等体験

①講義関係全般(休講・補講等を含む)

②試験・レポート関係

大学院係 ③成績関係

④履修登録関係

⑤科目等履修生・研究生

①奨学金に関すること

②学生の集会・掲示に関すること

③課外活動に関すること

④遺失物・拾得物

学生支援係
⑤入構許可証(学生・サークル・臨時)

⑥大学会館に関すること

⑦学生寮に関すること

学生支援課
⑧学生教育研究災害傷害保険等の申し込み

⑨入学料免除・授業料免除

⑩障がいのある学生の支援

①外国人留学生の支援

国際交流室 ②学生の派遣に関すること

③短期留学プログラムに関すること

①就職支援

キャリア支援室 ②就職ガイダンス関係

③インターンシップ関係

①学肉無線凶N(学内Wiイi)就職支援

情報総合センター 情報処理係 ②SSL-VPN就職ガイダンス関係

③Microsoft Office 365 (学内メールアドレスを含む)

入試室 入学試験係 学部・大学院等の学生募集に関すること

管理課 経理・予算係 授業料に関すること

※上記の内容について問い合わせをする場合は、

専用の問い合わせフォームをご利用ください。

【問い合わせフォーム】

襲撃
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-太学からの竃脂連絡等

大学からの電話連絡には緊急かっ重要な事が多いので、必ず電話に出てください.
また、携帯電話のメールアドレスを学務情報システム(CsmpusSqua陪)に登録してお〈こと。
学務情報システムの個人情報は法の下に安全に管理されており、外部に遺漏されることはありま

せん。

15 学生への連絡について
掌生へ由遭盤・圃姐I主意畢 HPJl.I主阻n曲aによって特います.

通知には学生呼出・授業・鼠取・レポート 修学指事・奨学金・授業料免除等、その他の重要な
事項がすべて含まれています.通知豊里ないための不利益はすべて草生個人の責任止なH室す.大

切な情報を見遣さないようにして〈ださい.
休講情報等については、各科目の manabaコース等にて、担当教員から通知されます.なお、電

話での休講等の問い合わせへの対応はしておりません.

1.6 福利厚生施設設備等

・大学会館

文学会館は、学生及び轍敵員の福利厚生に寄与することを目的に股置されているものです.会館
の中には、小梅商科大学生活協同組合が運営する食堂や売庖、コピーコーナー、北洋銀行の ATM、
証明写真自動撮影機等があります。

-グローカルラウンジE

3号館2暗中央付近にある、多様な学習ス事イJレで利用するζ とを目的としたラウンジです.睡
でも自由に串l用できるので、学習や、休憩するスペースとして活用してください.室内には自動販
売樋も霞置してあり、飲食可能です.窓側の小上がりスペースは土足禁止です。

17 自動車・自動=輪車等での通学
『学生入構許可恒」を交付された学生以外の自動車による通学は、禁止しています.
無許可車両の構内駐車場への入構及び市道への違法駐車I立、許可車両及び近隣住民の迷惑となり

ますので、絶品オにしないようにしてください.
構肉及び市道への違反駐車車両は、支通指導員及び警務員による巡回点検により、注意または警

告し、悪質なケースについては、学生懲戒処分の対象となることがあります。
なお、自動二輪車及び原動機付自転車による通学は、特段ゆ許可を必要としませんが、専用駐輪

場以外の駐車は禁止しています.(1V r学則及び関係障規程」の 5.1r小樽商科大学構内交通規制に

闘する実施要項」を'腐のこと)

-学生入構許可E
『学生入構許可IiEJの申請・支付時期は、年2固 (4月、 10月)を予定しています.詳しい日程・

手続き方法については、本学 HPr在学生』または manabaの学内掲示板でお知らせします.
以下の入構許可証交付基準に基づき、施股委員会の審査を経て、交付します.
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対象 入構許可恒吏付基皐

①昼間コース
公共交通樋聞による通学時聞が、片道 1.5時聞を超える者(徒歩による

移動、公共交通機関の待ち時間を除()

②夜間主コース 自動車通学を希望する者

③共通 身体の障害又は疾病等のため、自動車によらなければ通学が困斑な者

※交付基準は申請状況によって変動することがあります.通学時聞は最短経路で計算します。

申爾時自民柑必要書掴

①の場合|免許Eコピ一、車検証コピー

②の場合|免許匝コピ 、車検Eコピ

③の場合|免許証コピ一、車検証コピ一、医師の診断書等

18 キャンパスマナー

・太学肉での喫煙

2019年度より太学敷地肉は屋内外豊岡わず全面禁煙となっています.

-ゴミの分jJlJ
学肉から排出されるゴミは、産業鹿棄物の扱いとなり、一般家庭のゴミの分別方法とは違います.
学肉のゴミの分別方法は下記のとおりです.環境保庫、経費削織のためにもゴミの分別にご協力

〈ださい.また、小樽市でもゴミを分別収集しています.市内のアパート・下宿に住む学生は、分
別方法、回収日について小樽市が配布するパンフレット等を参照して、ル ルを守ってゴミを出す
ようにして〈ださい.

-ゴミの分jJlJ方法

ペットボトル「
あ曹ぴん l 

〉飲料水関係のゴ草分類
スチールかん 「
アル暑かん J 

産農廃棄物…田・プラスチッ0・ピニール類・発泡スチロール等
一般ゴ昌一ー一分類ゴミ以外全部

-自動車の迷惑駐車

太学周辺、底の駐車場に駐車することは、地域で生活している住民に多大な迷惑をかけるばかり
でな〈、緊急時の通行障害になります.
特lこ冬季聞は雪で道幅が挟くなり、救急車、消防車、除雪車、ゴミ回収車等の通行に大きな支障

をきたします。迷惑駐車は絶対にしないようにしてください。

-商太生の迷惑駐車に対する苦情の例

業全て輿降、近隣住民や警察からあった昔情です.
1 商夫前の地獄坂に駐車したまま、捜業に出ているようだ.車両の通行の妨げになってい
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る.
2 旧小樽商業高校下の道路に駐車して通学しているようだ.除雪の妨げになって大変迷惑し

ている.
3 買い物もLないでスーパーの駐車場に駐車して文学に通学しているようだ.常臓が疑われ

る。

-捜集中のマナー

(私冒}
捜集中のおしゃべりは、授業を行う教員に対して文変失礼ですし、なによりも捜業を真面白に受

けている学生にとって太変迷惑です.文学では高校と違って、文教室で200四 300人で捜業を受け

ることもあります。二人ぐらいで話をしていてもかまわないだろうと思うかもしれませんが、皆が
そう思って教室のあちらこちらでおしゃべりをし始めると次第に大騒音になってしまいます.授業
中は各自が私語を慎み、また、おしゃべりをしている学生lこ対Lては男気を持って注意し、みんな
で快適な捜業環壌を作品ょう努力しま Lょう.
(揖帯電話}
今は殆どの学生が携帯電話を持っていると思いますが、授業中は必ず電源を切るか、又はマナー

モードl二設定して〈ださい.授業中に携帯電話に出るため教室から出ていく、机の下に携帯を隠し
てメールや SNSでやり取りすることなどは、周りに不愉快な思いを与え、授業を妨害する行為で
すので決してしないようにして〈ださい.
なお、大学から学生個人に緊急の連絡をすることがありますので、捜業中等、携帯電話に出られ

ない時は、必ず留守電の設定をしておくようにして〈ださい.
(帽子}
帽子をファッションとして楽しんでいる学生もた〈さんいると思います.ただし、授業中は、あ

なたが被っている帽子のために鳳板が見えづら〈なっている学生がいるかもしれません。また、帽
干を被ったまま授業を聴〈学生を不愉快に思う教員もいます.怪我をしている等の事情で帽子を被
らなければならないζ ともあるかと思いますが、ファッションとして帽干を被っている場合は、捜
集中は脱いでください.

業オンライシ授業の受講にあたっての注意事項については問問加をご確認〈ださい.

-環境保全に協力を

以前、学内において学生のいたずらと恩われる悪質な施設破壊が稿者、トイレや玄関、エレベー
告 での破壊にとどまらず、水道をあ~させ建物全体豊水浸しにするなどされて、末学は書太な
被害を受けました。そのための補修費負担は、結局は学生サーピスの低下に繋がりかねません.そ
の事を十分承知して、学肉の施設等を破壇しないよう注意してください.また、このような破壊行
通を見かけた場合l立、至急、学生支援課学生支援係 (0134-27-5245)へ連絡して〈ださい.

また、最近は教室に弁当ガラやベットポトル等のゴミを置きっぱなしにする学生が書〈見受けら
れます.授業を受ける他の学生の迷惑になりますので、ゴミは必ず各自で始末して、教室の美化に
ご協力〈ださい.

-節電・節水に協力を

学肉の水道・電気等は無料ではありません.全て皆さんの授業料から賄われています。水道・電
気等を無駄に使用しないよう、普段から心がけてください。なお、授業終了後は、教室・ゼミ室等
の消灯にご協力〈ださい.
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1.9 注意事項

・落し物・忘れ物

学肉では落し物や忘れ物が詐常に書いので、自分の所持晶、特に教科書や辞書、ノートには、必
ず学生番号と名前を記入するようにして〈ださい.落し物をした場合には、まず、自分で心当たり
のある所を探すこと、それでも見つからない場合には、学生支援課学生支援係に問い合わせて〈だ

さい.
また、学肉での落し物・忘れ物と恩われる物を見つけた時は、学生支援謀学生支援係へ届けて〈

ださい.
なお、陸監時には‘草生匝幸量璽に置曹忘れないよ号注量して〈ださい.

-盗躍に注意

教室、図書館、体育館等では、残念なことですが盗雄事故が起こりがちです.文学構内といえど
も財布や貴重晶は絶対に身の回りから障さないようにしましょう。

-カンニング
本学はカンニングについては、大変厳しい処分をしています.カンニングをした場合は、その期

にとった単位が全て臨められませんので、決してしてはいけません.

-学生の懲戒

文学では、学校の規律ないしは秩序を維持し、その教育目楓を達成するため、本学の規1'1に違反
し、又は学生の本分に反する行為があった学生に対して懲戒処分を行います。学生が学外で起こし
た悪質な支通事故、刑事事件等についても、社会的な法的処分とは~'Iに教育的措事の観点から、大
学の懲戒処分巷行いますので、〈れぞれも事件・事故等を起三さないよう十分に注意してください.
(酔L..<は、 1I、樟商科文学学則第43条、小樽商科大学学生憲戒規程等を参照。)
{懲戒処分の具体的対象行畠}
(1 )定期試験等における不E行轟
(2)恵質な交通事故・交通違反
(3)刑事法上の処罰の対象となる行為
(4)その他、本学の規則に違反し、又は学生の本分に著L..<反する行ゐ
{懲戒処分の種績と肉容)

退学学生としての身分を奪い、放学すること.
停学無期又は有期とし、三の閣の畳掌を禁止するζ と.
劃告注意を与え、将来を戒めること.

-郵便物
サーヲル・団体あての郵便物は、学生セン事ーのメールポッヲスに入っています.各団体は確認

するようにして〈ださい.
学生個人あての郵便物等は大学では取り扱いません。自分の住所(下宿・アパート等)に送付す

るよう家族その他に連絡して〈ださい.

1叩 その他

・学園だより

本学でI立、学生及び保護者向けの広報憶として「学園だより』を年2回発行し、文学からの連絡
事項や各種情報を掲載しています。文学会館 T暗ロピ一等にも置いてある他、本学 HPr広報誌翻
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介』で学園だよりをご覧いただくこともできますo h世間目/品川w.o回目ーuc.ac.jplsummary/publicityl

-ホームページ『学生へのお知らせ』

この roucガイドヲッヲ』の内容は、本学 HPにも掲載されています。
また、本学 HPr学生へのお知らせ」には、学生支援課・教務課からのお知らせ等を掲載していま
す。 h世ps:/IY剛 V同 国間 ーuc.ac.jp/student_ne嗣 I

-学生表彰

成績優秀者や課外活動において全国レベルで優勝した場合等には、教員からの推蘭に基づき学生
表彰をする制度があります.皆さんも太いに各方面にチャレシジして〈ださい.群しくは.N. r学
則及び関係諸規程』の4.2r小樽商科大学学生表彰規程』をご覧ください。

-学生の声

学生からの大学に対する意且・要望等を広〈聴取し、今後の大学改革の参考とするため投函ポッ
ヲスを学生セン者ーに置いています.備え付けの用紙『学生の声』に何でも記入して投画してくだ
さい.なお、施置・陵情の修理・修繕については、直接、学生セン9ーまで申し出てもらった方が、
迅速に対臨することが可能です。

2 諸手続

2.1 届け出

・住所・電話番号等の変更

学生本人の住所・電話番号・メールアドレスの変更、保聾者の変更及び保障者の住所・電脂番号
の変更があった場合は、速やかに学務情報システム (CampusSqua闇)により、学生自身で変更し
てください。入力画面については、『履修の手引き」に掲載している『教務システム利用の手引き」
の学務情報システム rCampusSqua問」をご覧〈ださい.

-欠席眉

病気、けが、事故等やむを得ない事情によって捜業又は定期院験を欠席する場合は、授業担当教
員に欠席眉を提出して〈ださい.詳し〈は、 manabaをご確認〈ださい.

-改姓・改名届

婚姻等により氏名を変更した場合I主、学生セン事ーの学籍担当窓口に申し出るか、本学HPから
様式を取得L、お問い合わせフォームから、必要な書類を添付して提出してください.

-旧姓使用について

旧姓使用を希望する学生は、学生セ〉事ーの学籍担当窓口に申し出て〈ださい.様式をお渡しし
ますので、戸籍抄本を添えて担当窓口に提出してください。様式を受け取りに窓口に来られない場
合は、お問い合わせフォームから、問合せをして〈ださい.
※旧姓使用の取扱いについては、 N r学則及び関係暗規定」の 1.6r小樽商科大学学生の旧姓使用
の取扱い等に闘する要項」を確認してください.
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2.2 願い出

・休学願

病気その他特別の理由により、 3ヶ月以上修学が困難な場合は、所定様式の願い出により許可を

得て.休学をすることができます(学則第 33 条)。休学期間中は、授業料~:!I'.除されます.休学に
関する注意事項は以下のとおりです.

1 保種者とよく相蹟1...聞置を得ること.諜社会人掌生直ぴ外国人掌生l志、適用されません.

2 捜串輔自未舶がある場合、休学扇lま畳理されないこと.また、ー鹿納入した慢車料については、遍量され主

いこと.

3 前期・聾期の当初方ら休学を希望する場合は、前月の 25目(土目視に当たる堀合はその前回)までに休学鳳

を提出し、月末までに承寵される必要があること.

4. 5月又は 11月から体学する場合は、前月白 25日(土日祝に当たる唱告はそ由曲目)までに体学鳳周提出が

必要であり、提出前に、 4月卦又は 10月分(1IJ月分]由捜轟軒を納付し怠ければなら主いこと.揖酔個は、 2

ペ一世田豊確寵して〈ださL、.
5 休学期聞は、当融年度限りで晶る己とから、年置を跨いで由体学鳳は畏理できないζ と、また、盟年度も引

き篇いて体掌する堀合l志、所定由時期に再度体掌闘を担出しなければならないこと.

6 休学した場合1;1:.当融期lW.祖年科目白単位l孟全て寵定きれないこと.

7 学留学生においては、不可(0点を除<)となった単位散に応じて40単位を超えて置修することができるのは、

畳年度に眠られるため、 1年間休学した場合は醸当しないこと.

s 掌部 1、2、3年寓由章生I志、当融年置に体事置Eがある場合、翌年車も閉じ辛年を1年間修撃しなければ

量級できないこ1:.

a ぜミに所属している堀合は、事前に指事轍且に休学することを伝走、園修について相践すること.

10. '1ローカルョースに所属している場合は、事前に置修指事教員(アドバイザー)に休学することについて相

醸する己と.

廿 学生生活うえ由不安がある埴合は、学生帽でも相霞室に相献すること.

12 特別修牢茸橿室に所属している場合出、特別修牢茸橿室に相蹟すること.

13. 休牢により圃年した場合、日本学生宜撮櫨構噛村奨学生以外については、特別な事情があると極められない

限り、捜量料負除由封車とはならないこと.

諜詳細及び日本学生支援梅構給付提学生については、章生支撮課学生支援憶に確認して〈ださい.

14. 日本学生支援樺構又は居間企車等由奨学生である場合は、学生主橿標牢生主擾慣に申し出たうえで、所定申

手績を行わなければなら主いこと.(現在、豊牢金が休止・骨止中で、量込が司Zされてい主い場合を含む}

恒 休学理由が「私費留学』、『嵩外研修』、「海外ボランティア』、『嵩外インターンシッブ」等、海外へ渡航する

場合は、事前に学生支援標国際韮藷童に出発眉、留学中における圏内且ぴ圏外由遺骨先等並びに目程轟且ぴ書外

旅特慣害保険に加入したことを示す書顕在届け出なければならないこと.

惜 件国人圃学生白堀合は、事前に学生支撮開園障吏涜室に届け出怠ければならないこと、また‘休学期間中iι
『圃牢』国賓格由まま日本国向に在留できないこと.

不明な点がある場合は、学績担当(教務課教務企画係)へお尋ね〈ださい。

(手鍋方法)

学生セン事ー窓口で『休学相識票」に相談内容を記入し、「休学鳳」及び『確認書{休学)Jを

受け取って、教務企画係に提出して〈ださい.

様式を受け取りに窓口に来られない場合は、お問い合わせフォームから、休学相陣内容を明記

のうえ問合せをして〈ださい.肉容を確認し、折り返し必要な書類をお送りします。
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-復学鳳

休学期聞が終了すると、自動的に復学しますので、手続きは不要です.ただし、休学期間中に休
学理由が消滅し、復学在希望する場合にI主、所定の様式により願い出て許可を得なければなりませ

ん.
(手続方法)
・学生セン事ー窓口で『復学願」を受け取って、執務企画係に提出してください。
・様式を受け取りに窓口に来られない場合I立、お問い合わせフォームから、復学相酸内容を明阻
のうえ問合せをしてください.肉容を確思し、折り返し必要な書類をお送りします.

-退学厩

やむを得ない理由により退学しなければならない場合は、所定の様式により願い出て許可を得て
ください.ただし、授業料を完納していなけれIt、退学はできませんo 4月以降退学する場合は前
期分の授業料在、10月以降退学する場合は後期分の授業料を支払わなければ退学できませんので、
前期分の捜業料、後期分の授業料が発生する前の、所定の期限までに手続きを行って〈ださい。群
し〈は学籍担当(教務課教務企画係)へお尋ねください。

(手続方法)
・学生セン事ー窓口で「退学相醸票」に相酸内容を記入し、『退学厩』及び『確認書(退学)Jを
受け取って、教務企画係に提出して〈ださい.

・様式を受け取りに窓口に来られない場合は、お問い合わせフォームから、退学相蹟内容を明肥
のうえ問合せをして〈ださい.内容を確認し、折り返し必要な書翻をお送りします.

-他大学編入学院験受験許可鳳

本学に在学のまま他大学の編入学院厳等を受けるときは、学長に受験の許可を得なければなりま
せん.願いの用紙は、学生セン事ーの学錨担当窓口でお渡しします.

-教室使用許可願

現在、貸出可能期間及び申請受付期間を制限したうえで、部活・サーヲルへの教室貸出を行って
います.詳細は~ manabaにてお知らせします.

2.3 各種註明書

・各種直明書の鎗行

各種E明書(在学匝明書、学業成績E明書、卒業見込E明書、健康惨断E明書、掌割匝)は学生
セン事ー肉の匝明書自動発行機から発行します.匝明書自動発行機Iま学生旺がなければ使用できま
せんので注意してください.使用のためのリtスワードは、学務情報システム(GampusSqua間)と同
です.
詳細については各種証明書の項目を参照して〈ださい.

-掌生匝

学生IiEI立以下の場合等に必要となりますので、常時携行して〈ださい.
①証明書自動発行樋を使用する時
②定期試験及び半期制科目試験を受験する時
③図書館を利用する時
④ JR.地下鉄パス等の通学定期券を膚入する時
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⑤学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)等を使用する際に変通機関等職員の請求があった時

※入学時に発行した学生柾は卒業するまで使用しますので、紛失しないよう注意してください.
※紛失した又I孟過年度生で有効期限が切れた等で学生匝巷再発行したい場合は、有料(文学生協に
1 ，叫5 円支払い)となります。学生セ~11ー窓口に備え付けの「学生匝申込用紙」にて手続きを行
ってください.なお、再発行までに7自由10日程度かかります。
※卒業・退学・除籍等、学生の身分を失った場合には、直ちに処分してください.

【通学定期券の購入方法】
通学定期券を購入する際には、駅、事ーミナJレ等に備え付けの定期乗車券申込書に、通学匝明書

の代わりに学生liE(JRの場合、裏面に「通学定期乗車券売行控」シールの貼付必須)を添えて提
示し、各駅等の定期券購入窓口で申し込んで〈ださい.
なお、通学定期券は原則として通学の目的でしか購入できませんが、 部例外となる支通様聞も

ありますので、購入条件については各公共支通機関にお問い合わせ下さい.
また、期限切れの定期券を使用したり、定期券を他人に使用させたりなど、温掌定期券を不正使

用した場合にI立、酢欺罪に問われ、学生処分の対象となる可能性も晶りますので十分に注意して〈

ださい.
【「通学定期乗車券発行控」シールの申込方法】

学生セン事ー窓口に備え付けの申込用艇を提出して〈ださい.住所を変更している場合I立、学務情
報システム (CampusSqua陪)の住所巷修正のうえ、申込用紙の提出時に住所確臨書頬(運転免許
匝、住民鳳等)も提示して〈ださい。その書類をもって窓口で現住所在確臨します.現住所在確毘

で曹ない場合は、シールの発行はできませんので、ご注意〈ださい。

-仮学生E
定期試験は、学生匝が無ければ受験できません。試験時に学生匝を忘れた又は紛失した場合は、

学生セン事ーの学鯖担当窓口で申し込んで〈ださい.その場で仮学生匝を発行します(有効期限
発行から一週間)0 なお、仮学生IiEI主、学内の定期鼠験受験時に有効なもので晶り、定期券蹄入等

に活用することはで曹ません.

-学校学生生徒旅客運賃割引匝{学割匝) (JR 0 フェリー)

学校学生生徒旅客運賃割引寵(以下『学割証』というJは、 JRが、修学よの経済負担を軽減し、
学校教育の振興に寄与するζ とを目的として発行するものですoJR線の乗車区聞の距離が片道100
キロを超える場合に利用することができ、普通運賃の2割引となります.学割証の 1人当たりの交
付枚数に制限はありませんが、学割証の発行は以下の使用目的の範囲に限られます.
(使用目的の範囲)
制度の趣旨に鑑み、学割匝の発行は、原買IJとして次の目的をもって旅行をする必要があるとIIIめ

実験自習並びに通慣による教育を行う学校の面接捜集車ぴ賦酸などの
正課の教育活動

なりません。使用済みの学割証は、 JRで厳密に監査され、不E使用があった場合は本人に追徴金
が課せられるぽかりでな〈、ときには本学での学割匝発行が停止処分に付されることもありますか
ら、特に次の事項については十分注意して〈ださい.
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他人名葺の学膏UIiEを使用しないこと.
学割Eで購入した乗車券を他人に自由渡しないこと.
無効の学割証で乗車券を購入しないこと。有効期聞は発効目から 3ヶ月以内です。
発行年月目その他大学が記載している事項を勝手に改訂しないこと。
学膏UIiEによる乗車券使用中l孟、学生匝を必ず所持すること.

ア
イ
ウ
エ
オ

{先行方法}
学生セン事ーに設置してある証明書自動発行棒をご利用ください。なお、証明書自動発行機は学

生証がなければ使用できませんので注意して〈ださい。

-学生団体自慢行割引 ωRのみ)

8人以上の学生が同一行程で煉行する場合は、学生団体割引の取扱いを受けられます.主主主i

|率する場合に限ります.利用する学生は、駅の旅行セン事ー又は JR指定の旅行会社に

'いる『団体(グループ)旅行計画表」に、団体名・申込人員・列車名等必要事項を記入
し、学生セン事ーの課外活動担当窓口で押印匝明(土・日・祝日豊除昔、翌日交付となります0)

を受けて、旅行セン書一等に提出して〈ださい.なお、運賃の割引率は次のとおりです.

l 掌生・・・・・・ 5割引

引率者・ ・・・・ 3割引

学生・・・・・・ 2割引

引車者・・・・・・ 2割引

鉄道又I立航路利用の場合

パス利用の場合

4年次学生で、年度肉

掌生セン事ーに設置してあるE明書自動発行機をご利用〈ださい.なお、匝明書自動発行機は学
生Eがなければ使用できませんので注意してください.
※1 厳封を必要とする場合は、学生セシ$1ーの学鯖担当窓口に申し出て〈ださい。
※2 健康診断証明書は、就職活動の目的で使用する場合については、証明書自動発行機から発行

されます。ただし、学肉で行われる定期健康診断を受診している 4年次の卒業見込みの学生に
限ります。それ以外の利用目的で健康惨断柾明書の発行を希望する場合l立、保健管理セン事ー
にお申込み〈ださい.

-その他の恒明書
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3 経済生活

3.1 授業料

・授業料額

捜業料観は、次のとおりです。

前期分 後期分|計(年額)

商学部昼間コース・文学院 267.900円 267，900円| 日5，800円

商学部夜間主コース 133，950円 133，950円 267，9∞円

※なお、授業料は、在学途中で改定することがあります.改定する場合は、掲示等によりお知らせ
します.

・授業料の納付方法

授業料は、口座振替{銀行口座引落し)により半期ごと(前期及び後期)に納付していただきま
す.なお、口座振替日I立、前期分I立5月24目、後期分は 11月24日(口座振替日が銀行の休業日
に当たるときは、直後の営業日)となります.前固までに口座に入金して〈ださい.
※振替口座は、届け出していただいた北洋銀行またはゅうちょ銀行の学生本人名醸の口座となりま
す。

-授業料に闘する通知

口座振替目、捜聾料頓等について、上回から変更となる場合にI立、本学 HPでお知らせいたしま
す。

-捜襲料を滞納した場合

上記の期目に授業料の納付を怠って滞納状態となった場合、大学から学生又は保障者の方に対し
て、書面や電話による督促を行います。督促を受けても納入されない状態がZ期続いた場合I主、本
学学則第36条第2号の規定により除籍処分となり、本学学生の身分を失ってしまいます.除籍l主、
その期の末日 (9月末目、 3月末日)をもって行います.群l-<は、 N r学則及び関係簡規定』の
2.4 r授業料滞納を理由とする除籍に関する申合せ』をご覧ください.また、本学では、必要な単

位を全て修得していても、授業料の滞納がある場合は卒業が認められません.
なお、昼間コースの学生で、保護者等の家計状況が厳し〈授業料を滞納しており、夜間主コース

に移って自分で働いて捜業料を支払い、卒業をしたいという学生l立、コ ス変更の制度もあります
ので、経済的困離が予想される場合は、早めに掌生セシ告ーへ相献に来て〈ださい。

-免除申情者の授業料納付期限

捜業料免除申請書については、審査結果を通知するまで捜業料の徴収を猶予します.一部免除又
は免除不許可となった場合I立、 ~II途送付される納付用紙での振込みとなります.納付期限(予定)
は、前期分は8月31目、後期分は2月28日となっておりますが、前後する場合があります.

3.2 高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)

高等教育の修学支援新制度は、日本学生支援極構の給付奨学金と本学の入学科免除、授業料免除

が一体となったものです。操用には家計墨準と学力墨準による審査があり、操用された場合は家計
基準に基づいて、下衰のとおり 3つの支援区分に分けられます.

この制度による支援を受けるには、まず日本学生支援様構 (JASSO)の給付型翼学金に申惜し、
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採用されることが必要です.なお、高等学校等を初めて卒業した自の属する年度の翌年度の末日か
ら大学等へ入学した固までの期聞が2年を超過した学部生、大学院生、私費外園人留学生は本制度
の対象外となります。

支援肉容

支援区分
給付奨学金(月額) 入学料および捜業料

自宅通学 自宅外通学 免除{年額)

算 I区分 29，200円 (33，300円) 66，700円 全額免除

第E区分 19，500円 (22，200円) 44，500円 3分の2免除
第E区分 9，800円 (11，100円) 22，300円 3分の 1免除

支援区分なし・廃止 支援なし 減免なし

-生活保障世帯(扶助の種類を聞いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び児童
養護施設等から通学する人は、上表のカッコ肉の金額となります.
ーまた、給付曇学金に採用された場合、日本学生支援機構第一種奨学金の貸与月額に上限がありま
す.

-日本学生支援梅構給付奨学金の支援区分と授業料減免橿が連動していますので、給付奨学金受給
者対し実施される適格認定(学業・家計)楽により支援区分が変更した場合は、授業料の減免額も

併せて変動します.
業「適格毘定(家計)J

毎年 10月に日本学生支援櫨構が収入状況を確毘l...支援区分の見直しが行われます.収入慣
が一定の基準を超えた場合、「支援区分なし」となる場合があります。その場合においても給付
奨学生としても身分は継続され、毎年叩月に支援区分の見直しが行われます.
※『適格認定{掌業)J
毎年度末に給付奨学生に対L、学業成績等の学修状況を確躍し、奨学金の支給が適格かどうか

を判定します.判定の結果、「廃止J(警告が2固続いた場合も同様)となった場合は、奨学生と

しての身分を失います。

2 対象者
(j)j由付奨学金の予約採用候補者

予約探用候補者として、日本学生支援樋構から通知を受けた学生で、入学手続時に『文学等にお
ける修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に闘する申請書 (A様式り』を提
出した学生が対象となります.
②猶付要学金の在学採用申込予定者

①以外の学生で、入学手続時に「文学等における修学の支援に聞する法律による捜業料等減免の
対象者の認定に闘する申請書 (A様式 1)Jを提出した学生が対象となります。
4月上旬(予定)に日本学生支援機構給付奨学金在学採用の募集を行いますので、希望者は申込

を行って〈ださい.採用I孟7月頃に決定しますが、 4月にさかのぼって操用されます.

3 申込方法
本学 HPに申込方法の詳細について記載していますので、ご確認のうえ申込を行って〈ださい.

区 分
申込時期 認定結果発表

(掲示でお知らせします) (掲示でお知らせします)

①給付奨学金の予約採用候補者 入学手続時 5月中旬(予定)

②給付奨学金の在学採用申込者
前期 4月上旬(予定) 前期 7月頃(予定)
後期 10月上旬(予定) 後期 1月頃(予定)
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3.3 授業料の徴収猶予
捜業料は原則として半期毎に一括納入することとなっていますが、経済的理由及び本人又は学資

負担者が災害等を受け納付期限までに納付が困難な場合には、申請により授業料の徴収猶予を受け

る己とができます.申請を希望する場合は、掌生支援課学生支揖係に授業料支払猶予願署提出して

〈ださい。

区 分
申間受付期間

揖事でお知らせします
猶予期限

前期分

4月四9月分
4月上旬 B月末固まで

後期分

10月四3月分
10月上旬 2月末固まで

3.4 奨学金

奨学金制度としては、日本学生支援機構奨学金と民間及び地方公共団体の奨学金があります。こ

れらは、いずれも人物・学業ともに優れ、かっ健康であって、経済的理由により著しく修学困難な

者であることとなっております.

募集時期は、 4・5月に集中していますので、申請を希望する学生は、掲示を見逃すことのない

よう注意して〈ださい.

-日本学生支援機構奨学金{貸与型)

①種績及び貸与月額

区 分 貸与種別 貸与月割

第一糧費学金 自宅通学者 2万円、 3万円又lま4目5万円

学部

末学院

②採用の種顛

a定期採用

(無利子貸与)

第種奨学金

(有利子貸与)

第一種奨学金

(無利子貸与)

第一種奨学金

(有利子貸与)

O 予約採用候補者の本採用

自宅外通学者 2万円、 3万円、 4万円又は 5.1万円

2万円四12万円のうち 1万円単位で申情者が選択

修士・博士前期限程及び
50，000円又は 88，000円

専門蔵文学院の課程

博士・博士後期課程 80，000円又は 122，000円

5万円、S万円、10万円、13万円‘15万円から申請書が選択

文学入学前に採用肉定を受けている学生は、「文学等奨学生採用候補者決定通知」を学生支

援課学生支援係に提出して〈ださい。

O 在学操用
全学年対象・・・・ 年2回 (4月・ 10月)

b.定期外採用

O 緊急採用(第種)・臨急採用(第二種)

主たる家計支持者の失職、破産、会社の倒産、病気、死亡等又は、火災、風水害等による家

計勉衰のため緊勉に喪掌金貸与の必要が生じた場合は、その事由が発生した時から 1年以肉で

あれば、随時応事することができます.
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-民間・地方公共団体の奨学金

募集団体一覧 (2022年度実績分)
0札幌市 O福島県 O交通遺児育英会 Oあしなが育英会 O栗林育英学術財団
。三蔓UFJ信庇翼学財団 O山口正栄記念奨学財団 Oエ麗育英会 O戸部民紀財団
0似属国際奨学財団 O?ロサワ育成財団 0池田育英会トラスト 0さ〈らマネジメントグループ
O北海道慣用金庫奨学財団 O杉村先生記念奨学財団 O唐神基金 Oカナモト財団 O闘宵奨学会
。パロッヲ村井博之財団 O岡本育英財団 Oコ力・コーラ教育・環境財団 O地域育成財団
。日本国際教育支援協会 O中村財団 OLPCFoundalion 0杉山奨学財団 Oオーヲネット財団

3.5 修学支援基金事業
学生の保護者、本学教職員等による寄附金「小樽商科大学修学支援基金』を原資とした修学支援

事業を実施しています。実施事業は以下の4事業のうち、当該年度の基金額を勘案のうえ決定しま
すが、基金額によってはいずれの事業も実施せず、翌年度に組り越しとなる場合もあります.詳細
については学肉掲示等により別途お知らせします.
①給付型奨学金事業

返還不要の奨学金を支給する事業
②授業料免除事業

授業料の一部を免除する事業
③学内スチュ デシト・ 7シス聖ント事業

学生査本学の授業補助業務に従事させ、手当を支給する事業
④「輝光寮』寮費免除事業

寄宿料の全部又は一部を免除する事業

3.6 奨励金

-小樽商科大学学術研究奨励事業学生論文賞

本事業は、株式会社北洋銀行の協力のもとに、本学学生の優れた研究成果を寝賞することにより、
自主的な学術研究活動を奨励し、創造性及び自主性豊備えた人材の育成幸図るζ とを目的に実施し
ています.
応募には年次による制限はありませんo 3、4年生には独創的な着眼を文事にしつつも学術論文

の作法を守って、質の高い論文を執筆してほしいと思います.また、 1、2年生には、早い段階で
懸賞愉文に応募する ζ とで良い輸文の書き方を学ぶζ とができますので、意欲的な応募を期待して
います.
1応事資格 本学学生(大学院生を含む)

2論文テーマ 自由論題 各自が自由に論題を設定し論述して〈ださい.

3 研究奨励金 へJレメス貰(最優秀賞 6万円

優秀賞 (2等 3万円

奨励賞 (3等) 自千円

特別賞 6千円

ベスト・プレゼンテーション賞 6千円

楽研究奨励金の金額は目安であり、入賞者数等で変動することがあります。

4 審査方法、審査項目(評価項目)及びウエイト
審査は第1次審査(プレぜンテーショシ)&ぴ第2次審査(論文審査)の=段階方式で行います.

審査項目(評価項目)は、次のとおりです.
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①研究の目的・テーマ設定、 ②研寛の手法・分析方法、
③研究の肉容・輸理性、 ⑨研究の独創性・新奇性、 ⑤その他
最終的な評価を決定するにあたり、第 11)(審査及び第 21)(審査の審査結果を利用しますが、その

ウエイトは第 1次審査40軸第2次審査 60怖です.
5.募集・審査時期
スケジュールの詳細は、本学 HPrグローカル戦略推進セン聖一教育支捜部門」でお知らせしま

す.
(参考令和4年度の実施方法・スケジューJレ)
・募集開始 (11月上旬)
-第一次審査(引月下旬)
-第二次審査 (1月上旬から 2月上旬)
・審査結果公表 (2月中旬)
6 お問い合せ先 グローカル戦略推進セン事一教育支援部門事務

tel: 0134・27-5240 e-mail: k-shien@州国o旭川ーuc.ac.JP

3.7 アルバイトの紹介
アルバイトの紹介は、大学生協が行っています.求人票は、大学会館2階の生協亮居前の掲示板

に貼り出されます.求人については、求人票により各自で連絡を取って〈ださい.家庭教師の紹介
在受けるには、生協への畳録が必要ですo (詳し〈は生協でお尋ねください)
商大生協事務室 TEL 0134-23-2298 (車通)

紹介レないアルバイト

3.8 国民年金

20鼠以上の学生は、全員国民年金に加入するζ とになっており、原則として毎月国民年金保険
料を納める必要があります.
在学期間中の保険料を後払いできる学生納付特例制度がありますが、この学生納付特例制度の適

用を受けるためには、学生本人の申請が毎年度必要です。この制度を利用することで、将来の年金
受給権の確保だけでなく、万ーの事故などにより障害を負ったときの障害革礎年金の受給資格を確
保することができます.学生納付特例制度の申曹については、最寄りの年金事務所もしくは住民畳
録をしている市役所・役場の国民年金担当窓口で行ってください.
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4 健康管理

学生の健康管理は主に保健管理セ〉事ーが担当しています.群1..<は、 mr各施股の利用案肉」
の3.1r保健管理セン事ー」をご覧〈ださい。

41 定期健康診断
学校保健安全法等に基づき毎年春に実施します。この健康診断は個人の健康管理上重要な役割を

果たしていますので、すべての学生が冶ず毎年受診して〈ださい.詳細については、掲示や本学
HPでもお知らせいたします.
また、就職活動等にあたっては通常、健康惨断書が必要になりますが、本学の健康診断を受惨L

ている場合は、本学様式の「健康診断証明書』を発行する事ができます.ただし、重量」主旦皇旦
樟査項目がある場合には発行で脅ませんので注意して〈だきい。また、実習や留学の瞭に健康診断

結果の確認が必要になる場合があります.そのような活動を計画している人は必ず決の帳査項目壷
もれな〈受けるようにして〈ださいa

〈検査項目〉
① 肉科診察

医師の問診・診察を行います.
② 健康調査
健康状態を把握するために実施します.

③ 身体測定
身長、体重、視力を測定します.眼鏡やコ:..-11?ト使用者は着用して検査を受けて下さい.

④ 胸部X線撮影

結核や気胸などの肺の病気や、心臓の大きさ等を調べます.
⑤ 血圧測定、尿検査

高血圧症、精尿病、腎疾患などを早期発見するために実施します。

4.2 学生教育研究災害傷害保険(略称 学研災)・学研災付帯賠償責任保険

(略称付帯賠責)

皆さんが安唱して教育研寛活動車ぴ学生生活をお〈るためには，不慮の事故やトラブル等の様々
なリスヲへの十分な備えをしてお〈ことが重要です.
文学生向けの傷害保険且ぴ賠償責任保険商品は多数ありますが、本学では公益財団法人日本国際

教育支援協会制取り扱う「学生教育研究災害傷害保険J(略称 『学研災J)及び「学研災付帯賠償
責任保険J(略称 「付帯賠責J)を特に推奨しています。(付帯賠責よりも広範な上乗せ補償として
学明災付帯学生生活総合保険(略称 「付帯学総」もあります0)

本学は、課外活動が活発で掴女とも書〈の学生が何らかのサ-?Jレ等に加入しています。また在
学中は、「学外での正眼捜業」、「留学プログラム」、『イシ11ーンシッブJ(各々 1-4年次対象)、 4
年次には教育実習があります。これらの活動への参加は、原則として学研災及び付帯賠責の加入を
条件としておりますので、特別な事情がない限り、全ての学生の皆さんが加入いただけるようご理
解をお願いします0--'「付帯掌鍛lは俣陰料品電高掴なため‘「草明鎚・付帯賠官 l由みの加λでも

とは異なり、全国の文学の現場の声を基にした文学に
よる文学生のための教育・研寛活動に沿った互助共済的な補償制度であり、修学環壌の変化等に合
わせて補償範囲の拡大と内容の充実が園られています.また保険料も低額に設定されており、全国
の大学・短大の掌生のほとんどが加入しています.

「学研災JIま正幌中や隈外活動中のケガに対する補償であり、「付帯賠責』はイン事ーンシッブ
及び敏育実習の過程で他人にケガを負わせた場合や他人の財物を損壊したりすることにより被る
法律上の損害賠償を補償するものです.
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なお，加入申し込みの受付は学生支援課学生支援係が担当しています.保障金の簡求に聞しては
保健管理セン告 にご相陵〈ださい.

0 加入受付期間

入学手続期間及び通年にわたって加入申し込みを受け付けています.
①保験料及び保晩期間(下記金額は、学研災と付帯購買を合算したものです。)

| 4年間 3年間 2年間 年間

昼間コース 4，飴O円 3，位。円 2，430円 1，340円

夜間主コース 2，760円 2，120円 1，430円 790円

※休学、留学等により卒業時期延期の場合、延期後の期間については改めて加入が必要です.
詳し〈は、加入申込みの際にお渡しする「学生教育研涜災害傷害保陵加入者のしおり』及び『学

研災付帯賠償責任保険加入者のしおり』を参照して〈ださい.

5 各種相談

51 学生何でも相談室/特別修学支援室

・学生何でも相験室

学生の皆さんのキャンパスライフのあらゆる問題や悩み事について、気軽に相識できる『学生何
でも相臨室」を開設しています.例えば次のようなζ とに憎んでいたら相肢にお越し〈ださい.

文学生活になじめない ・?ラスやサ-?Iレでの人間関係に摘んでいる
・文学生活の目標を見つけたい ・勉学への意欲や目的意臓が持てない

-なかなか友人ができない ・将来の進路のことを考えたい
-自分のあり方や性格について考えたい ・単位が修得できな〈て不安を感じている
・性別違和や LGBTQ等について相醸したい ・遺隔授業中心の生活で孤立在感じている

O開設時間
「一福田

月
水

金

時間

14 : 30-17 : 30 
13 : 30-17 : 30 
13 : 00-17 : 00 

-特別修学支援室

• Eメール soudan@σ冊田.0旭町ーUC.8C.JP
-専用電話 0134・27.5241

小樽商科大学では、平成28年度から特別修学支援室を設け、障がい(身体障がい、発達障がい、
精神障がい等)のある学生の相瞭窓口としています.場所は、学生何でも相眼室と同じ部屋であり、
障がいのある学生の支援のための教職員が常駐し、修学や学生生活についての相韻を受け付けます。
障がいのことで困ったことやわからないことがあったら気軽に相談に来てください.

0開殴時間

「寸雇百I 時間
I_~I .___.___ ・Eメ ー ル田udan@office.o祖

月~金 10:00叶初日 | ・専用電話例3牛27.52削

業この他に夜間主学生対応の開股時聞があります.
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詳細は本学HP r保値管理セン事ー特別修学支援室』でご確認ください。
https:/1www目。祖ru-uc目ac.jp/special_supportl
0場所学生何でも相醸室/特別修学支援室 3号館4階

戸|てII I 

大学院生研究

52 ハラスメント相談室

・太学をとりま〈状況

制講義室 届記

407講揖室

3号館4階略図

413講義室

学生の皆さんの勉学・研究等は、安全で快適な環境の中で行われなければなりません。しかしな
がら、今回、大学キャンパス肉にも、一般社会がもっ様々な問題が生じています.今後、あなたが
学園生活を通じて、ハラスメントに直面しないともかぎりません。

-ハラスメントとは

他人に不快感を与える性的言動(セヲシュ71レ・ハラスメント)の他、人種、固箱、出身地、宗
教、政治的信条、年齢、職業、身体的特徴等、広〈人格に闘わる事項において、当事者の尊厳を損
ない不快となる言動をいい、大学においては就学上又は聴務上の関係において行われるものをいい
ます。
太学でのハラスメントで多いのは、いわゆるセヲシュアル・ハラスメントといわれるもので、加

害者が教職員、被害者が学生というケースです.教職員は学生を指導したり成績評価をする立場に
あります.相対的に「弱い立場』にある学生はセヴシュアル・ハラスメントにあってもそれを拒否
することができない場合があります。

さらには、教職員としての地位を利用するような形で不合理な対応をとり、学生の尊厳を否定す
る場合もあります。 また、ヲラス、サ-?Iレ、ゼミナール及び研究室などの学生同士の共同生活
の場でも、先輩と後輩、上級生と下級生などの聞においても起こり得ます.
一般に現状では被害者のほとんどが女性ですが、女性から男性に対して行われる場合や、同性聞

において行われる場合もあり得ます。

-ハラスメントにあったら

《あなたがハラスメントの被害にあった場合》
加害者にその盲動が不快であること、すぐに止めてもらいたいことを、はっきりと伝えて〈だ
さい。また、受けたハラスメントについて、記録をつけてお〈ことも大切です。
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ハラスメントを受けた場合、一人で抱え込まずに、信頼できる友人に相識したり、ハラスメン
ト相醸量に相醸するなどの方法により、必要な救済あるいは解決の方法を見いだすことが大切
です.

《ハラスメントの被害にあった友人がいた場合3
不快な場面を目撃したら、すぐ加害者に注意して〈ださい.
被害者の相識に応じ肉容によっては精神的な支えになってあげてください。
ハラスメント相醸室に相醸するようにすすめ、必要ならハラスメントが生じたことの匝人にな
ってあげてください.

-小樽商科大学ハラスメント相醸童

本学ではハラスメシトに関する相談窓口として、ハラスメシト相議室を設置しています.
相醸は、被害者本人は勿捕ですが、友人・知人を通じて、あるいは第三者からの相醸・通報にも

対応いたします.当然のことですが、プライパシーを充分に守ることはもとより、相阪によって不
利になることは一切ありませんので、どのような問題も一人で抱え込まずに安心して相醸してくだ
さい.相議員については、本学 HPにてお知らせします.
※「これはなかったことにする』という消極的な方法では問題はなくなりません.ハラスメント
の問題については、泣き寝入りせず、我慢せず、見過ごさずいつでも相醸して〈ださい.

6 課外活動

6.1 課外活動

露外活動とは、正課の捜業以外で学生が自発的に行う諸活動のことをいいます.
学生諸君は課外活動を通じて、自己を知り、自己の能力を錬成し、より豊かな学生生活を酋むこと
ができるよう.積極的にサ-?Jレに参加し、課外活動の時聞を十分に活用して欲しいものです。
大学としても、課外活動施設の整備を進めておりますが、学生暗君も要望があれば学生支援県学

生支援係に申し出てください.
これらの団体に加入を希望するときは、各サ-?Jレに直掻申し込むことになっていますが、不明

なことがあるときは、いつでも学生支援課学生支援係に問い合わせて〈ださい.
なお、学生の行轟又は学生団体の行動が本学の運営を妨げ、又は、学肉秩序を乱すおそれがある

と毘められたときはこれを禁止することがあります.また、限外活動のため捜業を欠席する学生が
見られますが、好ましいことではありませんので注意して〈ださい。

62 学生団体の肉容

・学生自治会

本学の自治会l立、小樽商科大学学生自治会と称し、学園の民主化、学聞の発展及び学生生活の向
上を図ることを目的としているもので、本学公眠10>学生団体で晶り、輔君は入学と同時に自治会会

員となっています.
本学が現在の自治会制度を公認しているのは、すべての学生諸君が、大学生活の中で民主的な自

治活動を行い、有用な経験と資質を養うことに教育的意義があるものと考え、その効果を期待して
いるところであります.また文学は、文学という一つの共同体において、学生陣君の意志が民主的
な総意として実現されることが望ましいと考えているからです.学生輔君が個々の自覚を失うこと
な〈、また総意が形式的なものにならないよう特に注意するとともに、民主的で健全な自治会を発
展させることを目標に積極的に努力することを希望します.
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-ゼミナール協腫会

本学3、4年次生の研寛指導履修者全員によって構成され、各ぜミナールから選出された各1名
の代表者を幹事とし、会の運営に当たっています。学術・文化の向上を目的とし、ゼミナール相互
聞の親陸、親密化を図るなど、本学学生の学問研賓の中心的位置を占めています.

-体育会

本学における体育系加盟国体を基礎として、競技力向上及びスポーツを過して学生聞の親瞳を図
ることを目的として結成されています。

-音議・文化団体連合会(音文連)

音楽を初めとする文化的活動豊行う各所属団体の活動と発展を支援し、交涜の場を提供して会員
相宣の規瞳をはかることを目的として結成されています.

-緑丘祭実行委員会・緑宵祭実行委員会

昭和40年以来「緑丘集J(平成4年からは、夜間主コースの学生が行う太学祭「緑宵祭」も行わ
れている)という名称で視しまれている学園祭を通じて、日頃の研究・文化活動の成果を公開し、
学生聞の観瞳を環め、更に本学の活性化を目指す全学生の有志により組織されています.

-小樽商科大学サークルー覧〔令和4年度)

(体育系サ-'7)レ)
硬式庭球部、軟式庭疎部、硬式野球部、準硬式野王宮部、ラヲピ一部、サッカ一部、男子バスケット
ボール部、男子バレーポール部、男子ハンドポール部、トランポリン競技部、剣道部、柔道部、伝
統空手部、合気遣部、弓遭部、陸上競技部、漕艇部、ヨット部、水詠部、ゴルフ部、基礎スキ一部、
ワシFーコォーゲル部、男干ラヲロス部、車球部、慮揖圏、 Be-Pal(テニス)、昼間パドミ〉ト〉
部、Liberョ1(フットサJレ).clu恒h(パスケットポ-)レ)、ヲイッヲ(バレー)、トレーニシグサーヲ
ル BeSlrong、ヨガストレツチ部、 CROT(パドミシトン)、 Mixeds岡市 cricle(スポーツサーヲ
ル)、混合バレ一部、 Inc.(夜間主スポーツサーヴJレ)、相撲研究会

(文化系サ-'7)レ)
演劇戦線、軽音楽部 ECHOES、室肉管弦集団、ジャズ研覧会、フオーヲソシグ部、プレヲトラム
アンサンブル、 7力ベラサーヲル AIRS、潮来舞{よさこい)、 IJ、樽笑唐、 AXCEL(ストリートダ
ンス)、小樽商大ポケモンサーヲル、美術サ-'7)レ地メロコトン、放送サ-'7)レたるもじゅ、合唱
サ-'7ルグリー&カン告-)1，.創作活動部、茶道部、国際安涜サーヲル Apri田 .1.写真部、録法会、
将棋師、ヲーツサ-'7)1，.アナログゲーム研究会、数学研究会、椋式投資サ-'7)1， STOCK.小樽
商科大学ポーカーサーヲル品、咲(廓雀)、'7イア部、ポードゲームサ-'7)1， Anaken.小樽商科
大学ヲイズサーヲル、ボランティアサ-'7)仏吹奏楽サ-'7)仏小樽商科大学問窓会組織学生広

報部緑輝星

6.3 各種届出

限外活動を行うなかで、太学への眉け出が必要となることがあります.これらの届け出は、学生
の自主的な活動を支援するため，または安全を守るためのものです。届け出を怠った場合、活動中
に事故等があった時に保険が適用されない等の不利益を生じることが晶るため、注意してください。

[届け出が必要となる場合]
・サ-'7)レを結成するとき
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-サ-'JJレの活動を翌年度以降も継続するとき(毎年の手続きが必要です)
・サ ヲルの構成員等に変更があったとき
-文会や合宿等、学外で活動を行うとき
-演奏会や対抗戦等、学肉において特別な行事等を行うとき
.学内にポス事一等を掲示するとき
-印刷物の配布を行うとき
・活動中に事故があったとき
.サ-'JJレを解散するとき

-ボランティア活動を行うとき

届け出の書式等I立、その時々の実態に沿うよう変更するζ とがあります。詳細I立本学 HPr在学
生J-rサーヲル・露外活動J- r課外活動提出書類・貸出物品・施股予約』を確認してください.
亨ウシロ-1'もできます.

SA 学生の行事

・対北大定期職 (6月)

体育会主催の行事で、学生の書L、北海道大学を相手に長い歴史と古い伝統をもった各種運動部の
定期職です.

-文学祭 (6月)

昭和 40年以来『組丘祭J(平成4年からは、夜間主コースの学生が行う文学祭「練宵祭」も行わ
れている)という名称で行われています.

『緑丘祭Jr緑宵祭」は目頃の研究、文化活動の成果を公開し、また、勉学から離れ学生聞の親
睦巷環め、大学生活在意義あるものにするよい様舎でもあります.
企画等は学生が組織する「緑丘祭実行委員会Jr緑宵祭実行委員会」によって行われていますの

で、全学生の協力により『緑丘祭Jr緑宵祭』を是非成功させまLょう.

7 海外留学

本学では、現代に必要な国際感覚を身につけ、典文化を理解できる真の国際人を育成するために、
留学制度の充実はもちろん、学内における国際化を進めています.学生や研寛者の交流事業の他に、
外国からの交換留学生と共に英語で履修する『園際交流科目』を開設しています.留学生や外国人
研究者が入居できる国際支流会館も充実しています.

なお、留学についての相蹟等は、学生支援課国際支流室で受け付けています。

米詳しい情報は、本学 HPもご覧〈ださいo https抑制剛。担問ーuc.ac.jp/in恒mationall

7.1 交換留学(1年以内)制度

本学と外国の太学とが学生支換協定を締結して、相互に学生を変換する制度です.この制度では、
留学中の授業料は本学に払わなければなりませんが、派遣先太学の検定料、入学科及び授業料が免
除となります。本学からの派遣学生は、小樽商科大学学則等の規定により留学期聞は卒業に必要な
年数(在学期間)に算入され(留年扱いではな〈、学年進行します)、留学中に外国の末学におい
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て修得した単位は、審査のうえ、認定することができます(単位敏には他大学との単位互換等と併
せたよ隈があります)0

この制度では、年次や所属学科に関係なく離でも応事できますが、学肉での選考があります。選
考は本学での学案成績、面接鼠験等により総合的に判断して決定されます.特に英語圏への留学で
は、派遣先太学によってT口EFL[ITP/PBη550点(iBT79-80点)以上のスコ7が要求されること
がありますので、留学前の定められた時期までに取得してお〈必要があります.
選考の結果、優秀な学生には本学後援金助成金による翼学金が支給されることがあります相。

※1奨学金等の情報は、令和4年度までの実績に基づいていますが、予告なく変更となる可能性

があります.

協定太学椿名

ベルギー 3名以内

いことが

あります.

7.2 語学研修制度

夏季休業期間及び春季休業期聞を利用し、主に簡単能力の向上を目的として、本学が選定した海
外の大学や語学研修機関等が実施する語学研修プログラムに参加する制度で、英語圏(アメリカ合
衆園、カナ智、オーストラ 1)7、イギリス等)のほか、ドイツ連邦共和園、フランス共和園、スペ
イン、ロシア連邦、中華人民共和国、台湾及び太韓民国の末学や語学研修槍関等があります。

この制度では、年次や所属学科等を問わず離でも応募・参加で曹、参加プログラム修了後の聞学
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検定の結果に基づき、審査のうえ、本学の価学の単位として限定することができます。
週考の結果優秀な学生には、本学後援会助成金等から奨学金が支給されることがあります.

※奨学金等の情報I立、令和4年度までの実績に基づいていますが、予告な〈変更となる可能性があ

ります.
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英国
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烹車北す百北京京十語財勾経雷事圃文太圃一目
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7.3 海外研修プログラム『事情科目」

『専門共通科目』の捜集科目で、特に英聞や地域事情等を集中的に学習します.

『アジア・オセアニア事柑』、『アメ 1):力事情」、「ヨーロッパ事情」の 3つの科目が現在霞置されて

います。
どの科固とも、商大本枝における事前・事後授業+夏季または春季休業中の海外協定大学等での

短期留学(約 2四 4週間程度)に'加する ζ とで、卒業所要単位(専門共通科目)として 2単位修

得可能です(キャップ外).対象者の年次等については、募集プログラムごとに指定されます.

7A 本学の海外留学制度以外で海外渡航する場合

休学若し〈は休業期間中を利用して学生個人の理由により海外濠航する場合、本学への海外渡航

中の連絡先等の提出及び不測の事態を想定しての海外旅行傷害保険等への加入を指導しています.
休学により海外渡航する場合は、教務際へ休学願を提出すると共に、国際交涜室(学生セン聖ー

肉)において関係書類を受領し、手続きを行って〈ださい.また、休業期間中華利用して海外漉航

する場合は、置接、国際支流室において関係書類を受領し、手続きを行って〈ださい。

75 海外留学相談

本学では、短期留学コーディネ-~ーによる留学相識オフィスアワーを設け、本学ゆ制度による
留学の他、休学による留学、海外大学への進学等、留学に聞するあらゆる相談を受け付けています.
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希望する場合にI主、学生支擾陣国際交涜室へ申し出て〈ださい。
また、 3号館2階グローカルラウンジ Iには、学生交換協定締結枝の概要や留学報告書などの各

種資料も備えてありますので、気軽にお立ち寄りください。

7.6 グローカルラウンジ I
3号館 2階に設置された、外国人留学生と日本人学生が交涜することを目的としたラウンジです。

飲食可能なスペースで、睡でも自由に利用できます.
国際交涜や留学に関するパシフレットを殴置しており、また、留学に闘する脱閉会や、園陸交流

イベントを開催することもありますので、国際支涜に興味のある学生はぜひ活用して〈ださい.

8 就職

本学は、 19刊年の開学時から一貫して実学重視の理念を掲げていますo r就職に強い文学』と冒
われるのは、この理念のもと、社会に適用する力を備えた学生の育成と充実した就職支援に取り組
むことにより、各方面で活躍する卒業生を輩出してきているからに他なりません.
近年、コロナ禍の影響により就職活動の早期化・多様化が進み、就職活動を取り巻〈環境I立、め

まぐるしく変化していますが、勉強はもちろんのこと、課外活動やボランティアなどにも積極的に
参加し、健全でより充実した学生生活を送ることにより、社会人としての人間形成に努めることが
重要です.

S.1 キャリア支援セン事ー

キャリア支援セシ事ーでは、学生生活の4年聞を通じて、学生が描いたキャリアプランを実現で
きるよう全力でサポートします.

【キャリ支援セン書ーからのお知らせ】
キャリ7支援セン事ー主催のイベシト藁肉、各企業の説明会・イン事ーンシップ等情報、卒業生

の就職活動体験記等、就職・キャリア支援に関する情報は、学内教育支援システム manabaの「キ
ャリア支援セン事 」コ ス豊中心にお知らせしています.

【求人情報】
本学学生向けの求人・イン事ーシシップの情報は、全てキャリア支援ヲラウドサービス『キャリ

事ス UCJで検察できますo 10 >>.ぴパスワ一戸は、 manabarキャリア支援セン聖一」コースに掲
載しています。

【就職相識】
専門家の就職7"パイザー及びキャリアカウンセラー由電就職相識に応じますo Z∞mを利用した

遠隔相慨も可能です.希望者I立、キャリア支援セン宮ーウェフサイトから予約して〈ださい.

書頬 (ES等)の添剛、槙擬面接、内定辞退・内定先絞込み、その他進路に関すること

【資料閲覧・図書貸出】
キャリア支援セン事ーでは、企業概要や人事担当者に直接お伺いした簡のファイ 1)ング、先輩方

の肉定アンケ-~.企業に役立つ四季報などの資料を開架しています。 OB ・ OG 訪問の際に参考に
なる OB'OG名簿もあります.
また業界や職種研究、エントリーシート・面接・マナーの対策本といった実用書豊中心に、就職

関連の図書の貸出も行っています。自宅から閲覧することのできる eBookもあります.
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【キャリア支援セン事ー開室時間】

B時30分-17時 15分 (12時∞分自13時∞分まで昼休み)

※土日 祝日及び年末年始は1II1用できません.

8.2 就 職 支 援 ス ケ ジュール

キャリア支掻セン告ーでは、各種ガイ事r:-ス・講座を年開通じて開催しています.

2022年度就職支援スケジュール

時期 支援肉容

4月
第 1固就敵ガイIy::-ス、イン事ーンシップ入門ガイ苦ンス、 1・2年生のため

のキャリア講座、面構・グループディスカッシヨシ直前封筒講座

イシ事 ンシップに参加する際の業界研究と企業の探し方、イン告 〉シッ

5月 プ参加に役立つエントリーシートの書き方講座、公務員入門ガイダシス、無

料公務員入門講座

B月 聞大サテフイト公務員講座説明会・札幌市業務説明会、公務員試験面接対策

7月 3大牢イシ事ーンシップ合間企業説明会

B月 商太サ子フイト公務員講座ス書 ト

9月 第2固就職ガイダンス

ミー公務員ガイザンス、 SPI対策鴎庫、公務員ガイIy:ンス・目立文学法人等

10月 職員ガイザンス、エントリーシート対策・志望動機、面接で差が付〈伝え方

講座

刊月
業界研究セミナー(金融・北海道のまちづ〈り・イシフヲ)、公務員座瞭会、

面接対康講座

ワ ヲ ル ルセミナ、 3文学イシ事 ンシップ合同企業韻明会、固ま公務

12月 員業務説明会、エントリーシートの書き方実践講座、 3太学グループディス

カッション講座①

1月
まだ間に合う!I賦活ガイずンス、 2年生向け就職ガイ亨シス.3太学グル

プディスカッション講座②

2月 緑E企業等セミナ 、東京緑E会館『東京就活支援重』開室 (-5月末)

業2023年度就職支援スケジュールは、 manabarキャリア支援セン聖一」コースでお知らせしま

す.

8.3 産業別就職状況

産業別就職状況(商学部)

平成31・令和元年度 令和2年度 令和3年度
区 分

男子 女子 計 男子 女子 計 男子 女子 計

鹿襲!林聾
。。E 2 。2 。。。

渦華 D D E 。。。。。。
鉱業I 採石業，砂利探取業 。D E 。。。。。。
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建設章 18 5 

製造量 28 15 

電気・ガス・艶供給ー水道業 1 1 

情報通信章 63 28 

運輸車，郵便章 8 8 

卸売業・小売業 25 27 

金融轟・保険量 42 40 

不動産..物晶賃貸難 4 11 

牢術研究，車門・技術サービス華 18 14 

宿泊量，飲食サピス量 5 5 

生活関連サービス集，援農業 1 1 

教育，牢冒支援輩 6 7 

匡癒，福祉
。 1 

複合サービス事業 6 4 

サービス量 15 g 

蛙務 46 35 

就職者数 284 209 

進学者数 6 1 

その他 21 10 

寧難者数 311 220 

8.4 令和3年度卒業生の就職先

《就職先例》

【道内】
・穴花亭製菓
.北海道ガス
・北海道電力
-北海道新聞社
・リウルート北海道じゃらん
.北海道旅客鉄道

【道外】
・アサヒピール

・凸版印刷
-パナソ=ッ0
.トヨ事自動車
・旭化成
-富士通
. NTTドコモ

23 

43 

2 

91 

12 

52 

82 

15 

32 

10 

2 

13 

1 

10 

24 

81 

493 

7 

31 

531 

10 10 20 

19 13 32 

自 B 12 

46 36 82 

5 4 9 

34 25 59 

39 38 77 

4 7 11 

18 20 36 

1 1 2 

1 3 4 

5 2 7 

。3 3 

10 1 11 

18 14 32 

38 20 58 

256 203 459 

4 3 7 

35 19 54 

295 225 520 

-イオン北海道
・北洋銀行
・北海道銀行
・札幌国税局
.北海道庁
・札幌市役所

-日本オラヴル

11 

30 

3 

36 

自

36 

43 

7 

21 

1 

1 

8 

。
自

14 

32 

255 

12 

37 

304 

.ニトリホールデイングス

5 

20 

3 

33 

3 

29 

36 

B 

10 

1 

D 

7 

1 

6 

15 

21 

19自

3 

16 

218 

・みずほフィナンシャルグループ

.東京海上自動火災保険
・日本生命保険
・7':1センチユア
.楽天

16 

50 

6 

自由

9 

65 

79 

15 

31 

2 

1 

15 

1 

12 

29 

53 

454 

15 

53 

522 
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過去5年聞の障しい就職先は、 manabarキャリア支援セン事ー」コースでご確認〈ださい.

85 イン9ーンシップ
イン事 ンシッブとI立、在学中に就業体験の構会を与えることにより、高い職業意識と職業遺択

に必要な能力を養うとともに、学習意欲を向上させ、以って、創造性や自主性を備えた人材の育成
を困ることを目的としています。官公庁その他の組織でイン事ーンシップを行い、条件を満たした
場合、正規授業科目として単位が与えられます。
本学以外の組織等が行う研修等を受けた者で、下肥の条件が満たされた場合に、「社会連携実践

IalIIalill'J (各2単位)を履修したものとして単位の限定をおこなう制度が晶ります。

【条件】

・イン事ーシシップの事前、事後に必要な書煩等を提出すること
・本学イン事ーンシッブプログラムで特われる事前教育プログラムを受講すること
.受陣予定の研修が所定の時間数以上実施されるものであること
・受院予定の研修肉容が本学のイン事ーンシップに相応しいものであること(肉容審査)

業単位認定の条件は、年度によって変わることがあります.詳細は、シラパス~ manaba及び社会
連携実践ガイダンスでご確毘ください.

9 関係施設等

大学の施設には、本来教員の学術研究のための施設、カリキユラムに沿って使用すべき施設(教
室入図書館施障とその他に使用する施設に太~IIできると考えられます.本学としては支障のない
限り諸君に施置を開放していますから存分に利用して〈ださい.しかし、これらの施眠、股備を使
用するに当たっては、当然使用する場合における最小限の制約があります.これらを守ることは論
を待たないことですが、多数の中には他人に迷惑をかけ、また、後の行事に使用できないような使
い方をする者もいます.公共施段使用の精神に基づいて使用するよう、特に注意して〈ださい.

9.1 文学会館

大学会館は、文学正門を入り左側に晶る 2階建ての建物です。
この会館は、学生及び教職員相互の人間関係を緊密にし、かつ学生の課外活動の発展を助けると

共に.学生且ぴ教職員の福利厚生に寄与することを目的に設置されているものですから、大いに利
用して〈ださい.

また、開館時間、休館日及び施設等は次のとおりです。

，月曜日から金曜日まで
開館時間

|土曜日

※休館日 日曜日、祝日、年末年始

1 生協の営業時間

9:00-21:00 

10:00-19:30 

営業時聞については、生協HPをご覧ください。
ht旬.:1品川w.hok岡ido田 ikyou.ne.jp/o岡山Ibhou陪I
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【太学会館平面図】

1階

。 。
向的ト.

圃

。 。

•• 

2階 。 。 。

•• 
。 。

1階 食 堂 (380 J庸・生協が曽藁)

書目的ホール(使用については学生支援課学生支援係に申込みが必要です)

和 室 (使用については学生支援陣学生支援係に申込みが必要です)

2階 亮 庖 (生協が営業)

談話ホーJレ
甑話室 (使用については学生支援課学生支援係に申込みが必要です)

集会室

喫茶室



��

92 輝光寮(学生寮)

創立百周年阻念事集の一環として建設された5階建ての建物です.
空曹状況により、追加事集を行いますので、在学中に入寮を希望する場合は、学生支揖隈学生支援
係まで申し出てください.

【入寮定員 93人(男子 57人、女子 36人)
【寄宿料等】 (令和4年 12月現在の料金)

区分 1人部屋 4人部屋

寄宿料{月額) 20，000円 15，000円

寄宿料等
共益費{月額) 500円 500円

官十 20，500円 15，500円

30，000円
入寮時預り金(清掃費，補修費等)

※退寮時に精算されます.

【夏季】 月平均 約5，000円

[4季】 月平均 約10，000円
光熱水科(共用部分・居室)

※光熱水料金は使用量に応じて
光熱水料等

個人差があります.

π回線使用料(個別契約)
月約3，000円

NTT'インボイス

9.3 体育施設

る0)

-第一体育館

第一体育館は.バレーポールコート 2面、パトミントンコート B面、バスケットポールコート 1

面等が取れる7リーナがあり、ロッカ一室、シャワ一室等も完価されています.
2暗にはウォーキングトラツ昔、多目的室があります.

-第二体育館

第二体育館には、 1・2階にトレーニング室、 2暗にバレーポールコート 1面、バドミントンコー
ト3面が取れるアリーナがあります.
己のアリーナの床下には各期間でも土のよで練習のできる床下トレー=ング場があります.

-グラウンド

グラウンドは、講轟棟の裏山にあり、第一グラウンドとして串l用されています.正障の屋外体育
はもちろんのこと、硬式・準硬式野球部・ラヲロス部等の活動場所となっています.
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-山上グラウンド

山上グラウシドl主、本学より徒歩 15分の山の上を切り拓いたところにあり、第二グラウンドと
して利用されています.
このグラウンドは、主にサッカ一部等の活動場所となっています。

四

間 アリーナ

間

間

間

吻e一年>dト...-

第一体育館1階平面図 第一体育館2階平面図

9.4 課外活動施設

・サークル共用施殴

この施設は、本学学生の課外活動を助成し、その効果を高めることを目的として設置された共用
施設ですo 3階建の建物で、施設内には、共用室、練習室等が設けられています.
使用に当たっては、使用顕在学生支援陣学生支揖係に提出して使用許可巷得て〈ださい.
この施置は、植数:0>サ-?Jレ団体が共用して使用しますので、使用上のルールを遵守して円滑に

サーヲル活動を行うよう期待しています。

-武道場
正課捜業のほか、主に剣道部、柔道部、空手都及び合気道部の活動場所となっています.

-屋外テニスコート

現在、軟式庭球、硬式庭球、合わせて5面のコートがあります.

-弓遭場

弓道場は体育館の横にあり、弓道部の活動場所となっています。
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-合宿研修施股
この施設は、合宿や研修の施設として利用されています.
内部には宿泊室、食堂、洗濯室、シャワ一室があります.なお、使用する場合は学生支援際学生

支援係に申し出て〈ださい.

-その他の課外活動施股

ヨット艇庫(小樽市祝津)、ポート艇庫(石狩市生援)の施設があります。

95 用具の貸出し

学生の行事、その他サ-'71レ活動等のため各種用具が準備されています。貸出しを希望する団体
は、学生支援課学生支援係まで申し込んで活用して〈ださい.
なお、土・日曜、祝日、年末年始には、貸出し・返却は行っていません。

-体育用具

野球用具各種、バレーポール、バスケットポール、卓球、ソフトポール、パドミ〉トシ(ただし、
シャトルコッヲは各自持参とする0)用具等を用意しています.
借用希望者I立所定の用紙に氏名、品名、個散を阻入して借用してください。
なお、受付I主、月曜日から金曜日の 10時から 14時までとなっています。貸出しについては体育

館事務室で行っています.

-その他(ビデオカメラ等)

ピデオカメラ、ハンドマイヲ等を借用したいときは、学生支援謀学生支援係に申し込んでくださ
い.本学HPに詳しく記噂していますo h世間目的剛刷0困問ーuc.ac.jp/studentlcircls_sys幅rnI

9.6 本学以外の施設
遭肉には、学生及び教職員がぜ呈やサ-'71レ等の合宿研修に利用できる合宿研修施設と青少年教

育施股が晶ります。詳細は、各施殴の照会先等に直接問い合わせて〈ださい。

-青少年教育施股

0国立太雪青少年交涜の家
所在地上川郡美瑛町字白金
照会先大雪青少年支流の家事業推進課

T且 (0166)94-3121 

。国立日高青少年自然の家
所在地:沙流郡日高町宇富岡
照会先:日高青少年自然の家事業課

T且 (01457)6・-2311
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|u 各施設の利用案内 I 

1 附属図書館
※新型コロナウイルス対策期間中は、開館時間やザーピスが変
更となる可能性がありますので、最新の情報は、図書館 HPで
碓毘鳳います.

附属図書館へょうこそ

11 はじめに

附属図書館は、キャンパスのほぼ中央に位
置しており、本学のシンボル的な存在です。

1911年の創立以来約 110年にわたり、人
文・社会科学系の資料を中心に収集し、現在
約48万冊の蔵書があります。
従来の個人閲覧席に加え、グループ向けの

座席や学習室を設けると共に全館無線 LAN

環境も完備し、滞在型の主体的な学びの拠点

として、さまざまな学習スタイルに応じた場
を提供するほか、各学年別にご案内を担当する職員=クラスライブラリアンを中心に、みなさんの
学習を支援する体制を整えていますので、大いに図書館を活用してください。

K.Maは『資本輸』初版

1.2 利用手続き

附属図書館は、本学の学生であれば誰でも利用できます。
学生証が図書館利用旧カードを兼ねていますので、図書館利用中

は、常時携帯願います。
また、 MyOPAC(詳細は図書館 HP参照)を利用すると、図書館外

でも、本学図書館蔵書検索画面から、ご自分の利用状況(貸出・予約・
複写依頼等)を確認することや図書購入リクエスト、他館への資料貸
借・複写依頼、貸出中の図書の予約申込み、グループ学習室予約等を
行うこともできます。

l'単
趨

なお、附属図書館では、地域住民の生涯学習に資するため、図書館の運用に支障のない範囲にお
いて学外の方にも蔵書を公開しています。

1.3 開館時間(令和 5年度)

平目、学部休日授業目

土曜日(学部授業日を除く)

授集・鼠験期間

8: 45-21 : 00 

10 : 00-17 : 00 

休業期間(夏・冬・春季)

8: 45-17 : 00 

10: 00-17 : 00 

日曜日，祝日(同上 10: 00-17 : 00 10: 00-17 : 00 

※平日夜間 (17時以降)、土・日曜日、祝日は、一部サーピスを休止しています。特殊資料(特殊
文庫・貴重図書・卒論・沿革資料等)の利用・予約、その他、詳細事項については、必ず事前(平
日17時迄)に図書館カウンターへお問い合わせください。
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休館目

・年末年始、その他、入学試験日等の臨時休館があります。

※臨時に休館する場合は、その都度お知らせします。掲示板や図書館 HPでご確認ください。

14 入退館

図書館に入るには、正面玄関(西側)と南玄関(車椅子対応・エレベーター設置)があります。

閲覧室(力ウンタ一等)への出入り口は2階にあります。

出入り口ゲートには図書の無断持出防止装置が設置されており、貸出等の手続きをせずに図書を

持ち出そうとするとブザーが鳴ります(その場合、持ち物を確認させていただきます)。

※ペースメーカをご使用の方へ

2階閲覧室の出入り口にあるゲートは電子商品監視 (EAS)機器です。

植込み型医用機器(ペースメーカ等)をご使用の方は、入退館の際、ゲート付近に長〈立ち止ま

ったり、ゲートに寄り掛からないでください。

15 閲覧・貸出等

・館内閲覧・資料情求

図書館の資料のうち参考図書、新聞は2階新聞・図書コーナーに、学生用図書は3階の書架また

は2階新着図書コーナーに、概ね2年以内に受け入れた圏内(和)雑誌は3階雑誌コーナーに配架

してあり、直接手に取って利用することができます(2階と 3階に配置の学生用図書の配置記号は、

先頭が rGJになっています)。

それ以外の資料は、 1階書庫、 3階の特殊資料室等に所蔵されています。書庫は自由に利用でき

ますが、職員の出納を希望する場合や 3階の特殊資料室等の資料を利用する場合は、『館内閲覧・

図書請求票』に必要事項(下記例)を記入のうえ、学生証を添えてカウンターに提出してください。

館内閲覧

小樽商科大学附属図書館 図書請求票 (記入例)

O 月 O 日 学生番号 2023900 I 氏名商大太郎

毘置 分類
書架番号 登録番号 書 名 (~t 名)

記号 記号

s 1/7 5956 257632 Japanese Business Leaders 巻号年

S 14/2 K 350911 圃際法外交雑誌 114-115巻号年

T 13/3 761 300461 賃金センサス平成 18年 3巻号年

※分類の 14/2は、雑誌扱いの配架資料で、書架番号は誌名を英語・ローマ字等で表した場合の先頭文字です。

図 書 閲 覧 土 ぬ 注 意 g
図 書 の配 置は、 背 表紙え乏ヘノレの番号で決まっています。

一
割

仁

正

室

と

再

開

一
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山内

番

且

置

費

バ

配
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口

ベ

の

巳

ラ

寄

れ
一
町

図

ぞ
一
番

:
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れ
架

Y

N
N

す

そ
一
審

ま

号

ま

、
、
い

配

し

は

れ

で

置

一不

審

か

ふ

配

を

図

分

並

配置場所が遣 うと、せっかく検雪有機で調べても図書が見つけられません

棚かち取 り出した本は、JL;の場所Lこ戻すか、図書返却棚Lこ置いてください

※ 雑 誌は、誌名吃工 二江 主 半 日聞に配置 してあ ります。

図書め配置記号と配置海南

記号 E 置 場 所

G 
3陪園田匡室

学彊斬生蓋着図用コ図書」ιナ書ー教、本員学街止定盛図祖書ι霊書種提本企画昆王展、示
2陪 閲覧室

国
3陪 閲覧室

文庫本コナー

四 教員箸f官童書

R 空3軍陪閲置車覧室室一一 寺参雪考国目録章一一一一一一一一一一一一一一一

s 書庫〈一位〉、 韓主主 新旬、有圃証券報告書、大聖本

1陪 書庫
書印IE庫Uー酒EC匝法係量悟資令宣制-明flJ倒ー 革計書〉

その他 3階 特殊資料室 時轟文庫、貴重図書ι沿革資朝、旧甚民種調悟資制筈

諜 rCJの記号を宮t;も副主、 『学生用医局書Jです.
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ます.複写にあたっては著作権法を遵守して〈ださい.詳しくは、掲示、 HPで確題して〈ださい.
図書館資料をコピーする場合にI主、著作権法で規定された範囲内でのコピーであるζ とを確認す

るため、必ず備え付けの「複写申込用紙』に植写肉容等を肥入してください.

1叩図書館にない文献の入手方法

必要な資料が本学図書館に所障されていない場合、他m図書館等から求める資料や複写鞠を取り
寄せることができますので、 MyOPACからオシラインで依頼またはカウン告ーに申込書を提出し
て〈ださい。送料・複写料等の実費は原田!として申込書負担となりますが、一定額まで大学が経費

を負担します.
また、他末学の図書館を直接動問し利用することもできますので、カウン事ーにお問い合わせく

ださい(原則として、肪閉館の所蔵資料の検索・利用が前提であり、自習目的の座席利用は不可)。

-目立国会図書館デジタル化資料送信サービス(印刷は有料)

目立国会図書館がデジ事Jレ化した資料を、図書館の専用 PCにおいて閲覧できます.印刷は図書
館職員が代行し有料となります.ご串l用の際はカウン事ーにお申込みくださいo (利用可能時間
平日 8:45-17:00)

・文献被写(有料〕

他の太学図書館、目立国会園書館、その他の複写サーピスができる圏内外の所蔵館に依頼して、
雑誌記事や論文等、必要な文献の複写帽を取り寄せることができます.

・図書貸借(有料)

他の大学図書館、国立国会図書館及び公共図書館等から、図書を借用することができます。

・市立小樽図書館との連携貸出サービス

本学の学生・教職員は、市立小樽図書館の図書査、本学図書館カウン事ーにて借用・返却するこ
とができます.

・他文学図書館等の事j用

北海道地区文学図書館協鴎会相互利用サービス加盟文学は直接肪問し、閲覧・複写等のサービス
を受けることができます(一部の園書館を除き図書を借りることもで曹ます)。その他の文学図書
館の利用を希望する場合は.紹介状や事前連絡が必要な場合もありますので、力ウン事ーにお聞い
合わせ〈ださい.ご串l用の際は、当骸館の掌外者串l用可能日時を事前確思し、必ず掌生匝(利用匝)
を携帯のうえ動問先の図書館の利用規程等をお守り〈ださい.

1刊 その他

・Twitler
図書館の最新情報はTwit恒rに随時投稿しています。
https:/l¥wit幅r回 m/OUC_Lib聞叩

・クラスライブラリアン

入学してから卒業するまで、各学年担当の図書館職員が皆さんの学習活動をサポートします.図
書館事l用に関するご不明な点などは、担当職員・力ウン事ーまでお気軽にお問い合わせください.
担当職員の氏名・連絡先等は図書館 HPでご確毘〈ださい.

・札幌サテライトでの複写物受領及び貸出・返却サービス

末学院生の方I主、札幌サテライトで、植写鞠受領・貸出・返却サ ピスを受けることができます.
札幌サテライトの職員が対応しますのでご利用〈ださい.
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-グループ学習室の利用について

2階ロビーに接してグループ学習室が 3部屋あります。 投影用プロジェヴ告とホワイトポ-t<
を備えており、勉強・発表会、ヲラフのミ一子イシグ等に剰用できます. 予約制で3人以上のグル
ープで利用で曹ますので、 MyOPACから申込みください。

-図書館利用車習

図書館では、館内をご案内するライブラリー・ツアーや、文献情報探索のための剰用講習会ほか、
卒業捕文執筆の学生向けに卒酋見学会等を開催していますので、是非ご，加〈ださい.実施時期、
内容については、掲示・図書館 HP• Twitler 怖でお知らせします.

図書館フロア配置園

巴己
プライペート単膏Zリア

•• 

-オプン..  スペス・グ凡，ープ'... 

...アトリ%， a鳳コーナー ・ロビー

・.幽.u.レファレシスカウシ4・-
.....コーナー

-・4・・・コーナー.・司コーナー

回

••• 
-図書館の資料は大学の太切な共有財産です.返却期限を守仏大事に扱いましょう。
・館内では、原員11 r飲食 喫煙・携帯電話の刷用」はできません.
.2階ロビー以件での飲食はご遠慮ください(ペットポトル等の曹闘できる容器の飲料は可).
.2階は学習のための会悟は可能なヱリア、 3階は集中して学習するために静粛に利用してもらう

エリアです.事l用にあたっては、他の利用者の迷惑にならないよう注意しましょう。

お問い合せ先:

附属図書館(学術情報課)刷用者支援係
TEL: 0134・27-6541，5273 
FAX: 0134-27-5275 

E-Mail: lib-uny。唖0冊曲。旭町ーuc.ac.jp

URL: hめs:lIIib悶『下。祖ru-uc.ac.jp
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2 言語センター

IJ、樹高園以来、本学I~北日本の文系高等敏宵のメッカのひとつだった
11、樽商大は前身の小樽高等商業学校以来、専門の商学は言うに及ぱず、教養教育と外国語教育に

おいても、北日本屈指の質を誇り、文系志望の学生を広〈全固から集めていました.実学志向の学
校であるにもかかわらず、小林幸喜=、伊藤聾という 20世紀を彩る作憲たちを輩出したのも、教
養教育の重視があったればこそで、とりわけ本学の外国語教育は、その充実ぷり晶、ら「北の外国語
学校』との異名をとるほどでした.

「冨踊セン事ー」股立
平成 3年、本学の外国語教育の伝統を末〈引き継ぎ、 21世紀に向けてさらなる飛躍を遂げるた

め、現在の「冒商セン事ー」が股置されました.以後、異文化支流研究をメイシテーマに、件国値
教授法や教材の開発、実換留学に向けた手ほど曹など、国際化を進める本学の推進力のひとつとし
て成果をよげてきました.最近では ICTを活用したe-IeamingやBlend剖 leaming(オンライン+
対面捜難)を推進し、先進的な語学教育を目指しています.

(1) r.槍能枝舎J(2号館)へどうぞ
言語セン事ーの施設は2号館の3、4、5階にあります。 4階に事務室およびマルチメディアラ

イフラリーがあり、 5階1:3階にそれぞれ語学用教重である LL1教室、 LL2教室がありますo LL 

はランゲージ・ラボラトリーの略ですoLL1教室および LL2教室は温常の捜業の他にゼミや研究発
表会などでも剰用されています.ただし、学生だけ(個人および団体)での LL1教室、 LL2教室の
利用はできません.

(2)マルチメディアライフラリーが皆さんを待っています
皆さんに利用して欲しいのは、マルチメディアライブラリーです.これは学生、教膚員が自由に

利用できる総合視聴覚施殴で、外国(悟)に関する豊富な資料をo AV橿器や PCを備えた個人フ
ースで視聴することができます。外国語の音声・画像教材、外国の映画作品、ラジオやテレピ講座、
英字新聞、事読用の洋書、そして TOEFL・TOEICを初めとする各種検定試験の問題集など、様々
な資料・教材を多数揃えておりますので、ぜひ積極的に活用して〈ださい.

-マルチメディアライブラリーの利用について

①利用時間
月~金 8目30-17目00 尚、都舎により聞童する場合もあります.

②入退出
事務室から入室L、利用者表に学生番号と入退室時聞を配入してもらいます.

③資料

DV口、 C口、書籍等をス事ッヲラシナー及びキャビネットに備えています.視聴希望の資料が晶
りましたら、そのまま取り出して利用して〈ださい。利用した資料は、各自、元の場所に戻して下
さい.室外への貸出を希望する場合は、事務室で貸出簿に学生番号と氏名を記入してもらいます。
④樋器

PC、DVDデッキ、 CDプレーヤーなどがブースに霞置されています.
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3 保健管理センター

3.1 保健管理センター

保健管理センターは、学生及び教職員の健康管理

に関する専門的業務を行い、健康の保持とその増進

及び疾病の予防・早期発見に努めることを目的とし

て設置されています。

学生の皆さんに、健康診断や健康相談、応急処置

等を行っていますので、積極的に利用して今後の学

生生活を心身ともに健康的に過ごしてください。自

分の健康を守るとともに、他の学生への健康に対す

る配慮が一人一人に求められています。是非、各人

が自分の健康に関心を持ち、学内で実施される健康
診断を必ず受けてください。また種々の健康教育活

動にも積極的に参加するよう努めてください。

また、本学 HPr保健管理センター」に、行事予

定や大切なお知らせを掲載しますので是非、確認し

てください。

h世ps:llwww.otaru-uc.ac.jp/hsc/

保健管理センターを利用するには、下記の利用日に受付窓口に来てください。

利 用日|開股時間|備 考

月~金 I_ __ ._ __ I 12・00-13:OC 
I 9: 00-17 : 00 I (休日を除く) I _. -- ... -- I 昼休みです。

※上記の時間以外にも緊急の時は随時対応します。

〈連絡先〉

TEL: 0134・27・5266(直通)

E-Mail: c_hoken@office.otaru-uc.ac.jp 

-健康相醸

自由な大学生活は、ともすると生活リズムを乱した

り、栄養の偏りが生じたりして、健康を害する場合が

あります。また、新入学生では、環境の変化から体調

を崩すこともあるようです。健康に不安があるとき、

身体の不調を感じるとき等に限らず、様々な健康上の

問題について相談に随時応じています。気軽に利用し

てください。

-こころの相醸

保健管理センターでは心の健康相談にも応じています。例えば、最近よく眠れない・食欲がない・

あるいは逆に食べ過ぎてしまう・何もやる気が起きないなどの不調や、学生生活を送るうえでの悩

みなど、様々な不安、心配事についてお話をお聞きします。状況によっては医療機関の紹介もして

います。一人で悩まず、まずは相談に来てください。
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-応急処置

授業中あるいは限外活動中怠どで具合が11<なったり.けがをしたときは応急処置を行います.
また.IH高室がlItけられていますので.短時間の体聾もできます.必要な方には積院の繍プトや.近
陽病院の情報を擾供します.

-救急箱師貸し出L

節活珊・タラフ活踊などで必要な場舎には..舗を貸し出します.鮮側lま保健管理センター竃ロ
で砲留して〈ださい.

-学生教育研寛災害情曹保院[通学中等傷害危険担保特約{通学特鈎)]
(学研lI!)・学研集付帯賠償責任保険(付帯賠責)

キャンパス肉や課外活動‘理学中@事故等で身体に.曹を受け保険金の支払いを求めるには、事
故が起きてから曲目以肉l乙事故報告をしなければなりません.けがの状視によっては保険金@支
払い対象にならない場合もあります.輔求に当たっては「掌生敏育研史策曹傷害保険のしおり」を
まずお臨み〈ださい.

-感染症または感最症を疑う症状で欠席する場合

!II騰等0)11染症を援ラ症事実がある場合I~. 畳後I~控えて〈ださい.
また、虚像症と・・断された椙舎の眉出、"告Aぴ感鎗壷を11ラ症状で欠席する場合@報告につい

ては.街宣ヨロナウイルス盛緯症の感調除去ょの分a目安更に伴"Il更が予定されています.
最翫@情報については、 manabaの掌肉掲示板及び本学HPにE・しますのでご棺寵〈ださい.

-モ由他

アルコールパヲテテストや‘骨'度.体組成などを測定しています.(詳し〈は本掌 HP又は掲
示でお知らせします.l

3.2 健康惨断

・学生定期.康齢断

E掌園生活の4.1r定期健康診断」に詳しい毘・がありますが、学核保健安全底等に1;づき毎年
春に実施しますので.すペての学生が必ず毎年史跡して〈ださい.実施についての詳細l志、掲示や
本学HPr保値管理センター」でお知らせします

4 情報総合センター

鮮舗については随時、情報.合センターHPを確思して〈ださい.

htIpI::/1v剛 W曲山唱団c.jpll曲 n凶
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情報・B合センターには‘ 4つの察官室〈パソョンルーム)がE置されており.授禽・ゼミナール
学生個々のパνコン制用など.多面的に活用されています.
情報健合センターが漣供するサービスとして肱‘

①'"学WEB~ールの刷用
哩珊帽憶合センター実習室PCの利用
喧学肉銅銭LAN(学肉WI-FDの利用
④SSL-VPN (学外から『掌肉限定ページ』や『学事情報システムC8mpu・SquareJなどへアクセ
スするためのツル〉の擾供
母 LL(ランゲージ・ラボラトリー}教室PCの利用のためのネットワーク系旧およびネットワー
ク系パスワ ドの提供

などがあψます.

4唱 利用手続きについて

情11・合センタ が提供するサ ピスを利用するためには、『情報総合センタ 利用規程」およ
び『情報セキュリティーマナー」について‘その肉容を'降臨して.了承するζ とが前鍵となります.
ζれをふまえ、『情報・合センター利用申請書』を担出して〈犯さい.

-情報徳合センター制用娘幅
hHp.蜘W剛咽剛山a叫F畑町旭川げ'00<副蝿p胡町，dI

-情帳セキユリ子イーマナー
h也ps-J/v剛W.O也刷 uc.ac.jp/I曲川町r/do曲litmanner.凶f

これらは、入学手鏡曹時に指定された各種書煩の擾聞によ切修象年限までそのまま利用で曹ます.
(学部学生最太4年聞大学院学生最末2年間=れ以外の所属学生量大1年間〉なお、温

年次になったときには‘別途利用申情書@提出航必要となります.

4.2 実官室(パソコシルーム)の施設E置園について

.，実- 筒健制'8
センター
事荷重

2号館2F

.3_ .4鍵-

2号館3F
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4.3 実習室(パソコンルーム)の利用のための注意事項について

1)実習室の開放は、原園IJr捜業自の 08:30から 17:00までの時間帯』のみです。ただし、「授
業目の 17:00から 21:00までの時間帯』について、実習室の開放をおこなうことがありますが、
詳細は、情報総合セン事ーHPで確認して〈ださい.
2)実習室のパソコンを個人で串l用したいときは、『①授業日であることJr②開放時間帯であるこ
とJr③捜業やゼミナールなどで利用中ではないことJr④開放の対象となっている実習室であるこ
と』の4つの条件をすべて満たすことが前提です.
3)実習室エリ7では、「周囲の迷惑になる言動(私語、会話を含む)J r食事Jr携帯電話の通商Jrゴ
ミの放置」を厳し〈禁止しています.
4)末学等で指示された感提症対策をおこなって〈ださい。
5)実習室では、学内ネットワ-'Jを利用Lての以下の行通が可能となっています.

(1) rZOOM等によるリアル告イム配備授業の受購(音声の発出も可能)J。
(2) rオンデマンド捜業の動画ファイル教材のザウンロードおよびストリーミングJo

6)着席禁止、使用禁止、なEの表示が施された机・帽子・備品、なEの利用は厳禁です。
7)各種ルール等を遵守されないときは、規程にもとづ昔、利用停止等の処分巷課す三とがありま
す。

4.4 情報総合セン告一事務室について

開設時間平日授業日(原則 9: 00-17 : 00 (12: 00-13 : 00を除()
TEL: (0134) 27-5263 
E-Mail 司@o而田 0国間ーuc.ac.JP
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"'~ 学則及び関係諸規程

学部学生に、特に確認しておいていただきたい関係諸規程は、以下のとおりです。
ここでは掲載していないものも含め、本学 HPr北海道国立大学機構規程集」から確認することが
できます。

ホーム〉小樽商科大学について〉法人情報〉規程集について〉北海道国立大学機構規程集

国立大学法人

因子育届副叩回

一一… 一
話百:::-lli5.'1<田駅
:"':1 ・.....唱.".~曙』掴守‘

E・....・."'='!I.・F雫""'"ι::J・ 1:....-::........開.."正副

北海道国立大学機構規則集
令平田年10月日日内容現在

- 新規制定 題名横量 | ][亙1 ~:lIt~n l
ロ 北瀕!国立大学機梅

ロ 小幅砲科大字 新規創定

目 帯広畜産大字

ロ 北見士業大字
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・l<Ií担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・lIiiJ阿壷ヨ..~~刻冨宮古笥・・・・・・・・・E品."・-
小4車商科大学における短期留芋プログラムコ ディネ

令和4年10.月17日施行
者ーについての申合せ

新規制定

帯広畜産大学防犯力メラの篭埋及u.適用に関する取扱い
令和4年3月22日 新規制定

要項

帯広畜産大学パイアウト制度実施要項

小4曹商科大字における内部質保証に閉する方針

北海道凪立大学機構

第1糧組鼠!tc海営

第1章通則

令和4隼3月16日

令車例年4月1目施行

新規制定

4司書簡科
大字企画

総務課

.佐担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E司併症ヨat:~;I却-話量4・・・・・・・・E祉事2・・
h 

北海道国

国立大学法人~t~海道国立大芋磁極組織逼嘗垣則 制日4年4月1日樹髄則第1号 立大学機

構総務課
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1 学則等

1.1 小樽商科大学学則

1.2 小樽商科大学研究生規則

1.3 小樽商科大学科目等履修生規則

1.4 小樽商科大学特別聴講学生規則

1.5 小樽商科大学ギャップイヤープログラ

ム履修生規則

1.6 小樽商科大学学生の旧姓使用の取扱い

等に関する要項

田昌骨団出~回

一
明~了百円柑::':""'HI早

-E・E厄..... 官.~'・'"........

一

国語臨晶型回

一-
L'V':・哩竺型量当'-"杢I'!'I-.'
T日む喧E両，~.~

回F坦:・担荘

離
一
鰯
鰍
一
欄
麟
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2 授業料等関係

2.1 北海道国立大学機構授業料等の費用に

関する規程

2.2 小樽商科大学入学料免除及び徴収猶予

取扱規則

2.3 小樽商科大学授業料免除及び徴収猶予

取扱規則

2.4授業料滞納を理由とする除籍に関する|

申合せ

3 国際交流関係

3.1 小樽商科大学学生の派遣留学に関する

規程

議襲
回国~回

凹 τ即時匝署R

議選

護霊

囲 網 臨 明 田

ー

を~喧h両:=:"'.~

回F量・ー担荘
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3.2 小樽商科大学国際交流科目規程

3.3 小樽商科大学外国人留学生規則

4 賞罰関係

4.1 小樽商科大学学生懲戒規程

4.2 小樽商科大学学生表彰規程

5 その他

5.1 小樽商科大学構内交通規制に関する実

施要項

回揖輪団岩~回

-
~τ11':匝?可~

回F盟産品提置

国語臨串型回

一-
=喧E両::.~.~

回P坦忌担荘

国語臨臨型回

一-
~喧E両:r.~.~

回F置:・担荘

回星闘閣岩~回

一
宵ニ且ご官官I':~.).I早

田宮島田事旺
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I学生自治会 目

1 学生自治会組織

小樽商科大学学生自治会は、毎年5月下旬に行われる学生文舎を最高意思決定樋聞とする昼間部
学生自治会各組織と、総会を最高意思決定梅聞とする夜間主学生自治会各組織とで構成されており
ます.さらに、昼間部学生自治会は、執行部を機軸に、体育会、音楽文化団体連合会(以下音文連)、
緑E祭(太学祭)実行委員会の各外局団体及びゼミナール協隆会により構成されており、また、夜
間主学生自治会は、執行部委員会を機軸に録宵祭(文学祭)実行聾員会、夜間連合会により構成さ

れております。

2 学生自治会費

入学時に納入頂いた自治会費は、学生生活の発展・向上を目的として様々な場面で活用されてお
ります.主な使途I弘①執行部活動費、②体育会/音文運活動費及びその傘下団体への活動補助、
③緑丘祭/緑宵祭実行聾員会活動費、④体育会、音文連非加盟団体への補助、⑤ゼミナール協踏会
活動費です。納入頂いた自治会費の内訳は、以下の通りです。

昼間・夜間共、入学時に一括納入

3 主要行事

?ラス制の存在Lない本学においては各種行事やサーヲル活動等への積極的参加により、交友関
係の広まりやより有意鶴な学園生活を送ることが期待できます.

4月 新入生歓迎イベント 学生自治会が中心となって、自治会オリエンテ ション・サ
?Iレ合同脱明会などを実施します.

自治会主一子ィング 自治会事務局と各外局団体が商太の現状と今後の動向につい
て互いに且識を深めるため討論を行います。

5月 掌生大会・学生総会 前年度活動総括及び決算報告や新年度活動方針及び予算等に
ついて審臨します.

6月 緑丘祭・練宵祭 緑丘祭実行委員会・録宵祭実行聾員会が趣向をこらした様々な
(大学祭) 企画で学生のみならず書〈の人遣を楽しませてくれます.

12月 インナーぜミナール文書 各ゼミナールが自らの論文を発表し討論しあう、より実越的な
学聞の唱です.

LA(Leader志向嗣mb切} 各部活の首脳陣を集め、リ-~ーとしての指導法等在学ぶため
に行われています.

2月 受験生応援活動 受験生の合格を祈願し、全力を出しきれるよう応援します。
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4 学生自治会組織図

(最高・*・闘}
ゼミナール協強会

学生大会

執行部 事務局

置棺サ-1])レ連合会

〈外局}

体育会

音嘉文化団体連合会

緑E祭実行委員会

夜間主

学生自治会執行部
執行部畏員会

総会 緑宵祭実行委員会

夜間連合会
代蹟員会
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5 小樽商科大学自治会会則等

5. 1 小樽商科大学学生自治会会則

箪一軍信田l
第1条本舎はIJ、樟商科大学学生自治会と称す。

間和国年5月29日施行

平成27年6月1日改正

.2条本会は小樽商科大学学生の自治と団結により、学園の民主化、学聞の自由な発展及び学生

生活の向上を図る事を目的とする.

.3条 本会l立昼間部及び夜間主コースの全学生によって構成される.

2 本会会員たる資格I立本学入学により取得し、卒業、転学及び退学によってのみこれを失う.

第4条本会はその本部を小樽商科大学内に置<.

第5条本会は以下の組織によって成り立つ。 (~IJ園参照)

傭ニ章昼間曹関係会員IJ

第一 節 組織

第一敏学生夫会

第6条学生大会(以下、文会という)は本会昼間部の最高踏訣樋闘である。

第7条定期大会は、毎年一回これを開催する..8条執行部は臨時大会を召集する事ができる.

2 次の各号のいずれかに醸当する場合に、執行部はその意思に関わらず、臨時大会を招集しなけ

ればならない.

① 昼間部会員のうち、百名の署名による要求があった場合.

② 協議会の要求があった場合。

第9条大会は昼間部会員の五分のニ以上の出席をもって成立する。

Z 大会の開催前までに委任状を執行部に提出した会員は出席とみなす.

算 101農大会の諸事及び軍曹は韓長が行う.

2 臓畏の量出は立候補又は執行部の指名により、大会の都度、他の全ての案件に先立って行う.

s 大会の肥録l立事務局から遅出された書阻がこれを成す。

第 11条文会の議事は、本闘係会則に特別の定めがある場合を除いては、出席会員の過半数でこ

れを訣す.

2 委任状を提出した会員は、前項の揖決に加えない.

第二放ぜ昌ナール協鴎会

第 12条ゼミナール協踏会(以下、協障会)は、以下に掲げる事業在行う.

① 大会の決議に基づく重要事項の協議及び執行梅閣の監査

② 本会の目的に添った学術文化の向上を図るための諸活動

E 協蟻会は執行部及び自治会会長に対して、その訣援をもって勧告を行うことができる.

第 13条協韓会は三年次のゼミナール幹事及び四年次のゼミナール幹事からなる協韓員でζれを

組織する.

2 協議会が必要と認める場合、前項の規定に闘わらず、本会会員を協議員とすることができる。

第 14条協議員の任期は六月 目から翌年五月末固までとし再任は妨げない。但し、任期が満了

するも新任者が決まらない場合は引き続きその職務を行う.

第 15条協臨会に、陣:lIltぴ会計一名をおき、随員の互還によって定める。

2 協踏会が必要と眼めると昔、前項に定めるIま晶、に、副路長をお〈こと又は会計の定員をニ名と

することができる.
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a 次の各号のいずれかに醸当する者は、韓長又は会計であることができない.

(1) 自治会役員

(2)事務局員
(3) 外局に所属する者

第 16条協議会は議長の召集又は執行部の要請により聞かれる。
第 17条協議会は総員の過半数の出席がなければ議事を開曹議決する事はできない。

第 18条協誠会は内部規律について規約を定める権限を有する.但l...本規約に反してはならな

い.
第 19条 (平成七年削除)

第三叡航行部

第20!条執行部は大会の訣識に従い、会務を執行する。
2 全会員の過半数の署名により解散簡求があった場合、執行部l主解散しなければならない.

第 21条執行部は以下に掲げる自治会役員によって構成される.

(1)自治会会長 1名
α)自治会副会長 1名

(3)自治会会計 若干名
(4)各外局の長たる者 3名

Z 自治会会長は全会員から公募し、執行部により選出し、大舎の承認を得るものとする.
3 自治会副会長及び会計は、執行部によって遅出された自治会会長予定者が指名し、大会の承認

を得るものとする.

4 次の各骨のいずれかに該当する者は、自治会会豊、副会畢又は会計であることができない.
(1)現に協議員である者

(2)現に外局に所属する者

(3) 過去に一年以上、外局に所属していた者
第 21条の2 自治会会長は本舎を代表し、以下の各号に掲げる聴務豊行う。

① 本会に関わる業務を総理すること.
② 執行部会を招集し、議事進行を行うこと。

③ 事務局の軍首を行うこと.
④ その他、本関係会則に定めがあること.

E 自治会副会長は、以下の各号に定める職務を行う.

① 自治会会長在補佐すること.
② 自治会会畢が欠けた時、任期満了までその責務を代行すること.

③ その他、本聞係会則に定めのあること。
3 昼間部全会員の肉、二分のーの署名による要求があった場合、自治会会長は辞職しなければな

らない。

第 21条の3 執行部会は、月に一度自治会会長が定例会を招集する.但し、長期休業中華除<.

2 前項に定めるほか、以下の各号に掲げる場合、自治会会長は臨時会を招集しなくてはならない。

① 自治会役員の三分の一以上の要求があった場合。
② 協議会議長の要求があった場合。

③ その他、本関係会則の定めによって、速やかに執行部会で諮らな〈てはならない議案が生

じた場合.
3 執行部会は役員の四分の三以上の出席がなければ櫨事を聞き櫨決する事はできない.

4 執行部会での櫨事は、本規則とその他関係規剛に特別の定めがある場合を除いては、出席役員

の過半数でこれをt証する。ただし、可否問散の場合は、自治会会長の決するところによる.

第22条 自治会会長、同副会長、間会計の任期は六月一目から翌年五月末固までとし、再任は妨
げない。但し、任期が満了しても新たに役員が選出されるまでは、引き続きその職務を行う。

第 23条 (平成ニ+五年削除)
第 24条執行部に会務の執行樋聞として事務局在置ける.
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2 事務局の組織と運営に関わることは、 ~IJに定曲る.

第四11:外周
第25条執行部の下に以下の外局を置〈。

① 体育会

② 音楽文化団体連合会

③ 緑丘祭実行委員会

④ (平成十年削除)
⑤ (平成七年削除)

2 件局の長たる者は、自外局の構成員に増減が生じたとき又は責任者、副責任者若し〈は会計責

任者に変更が生じたときは、速やかに件局役員変更届及び外局員名簿を自治会会長に提出しなけれ

ばならない.

第 26条体育会は本学体育系の部によって構成される。
2 体育会は内部規律について規約を定める権限を有する。但し、本規約に反してはならない。

第 27条音楽文化団体連合会は本学音義・文化系の部によって構成される。
Z 音楽文化団体連合会は内部規律について規約を定める権限を有する.但し、本規約に反しては

ならない.

第28条 緑E祭実行委員会は有志によって構成され、緑E祭等行事の企画運曽豊通して、本会の

目的達成を助成するための筒活動を行う.

第 29条 (平成十年削除)
第 30!条 (平成七年削除)

第二節遅章
第 31条本会は自治会会長が文会で承題されなかった場合にのみ選挙を行う.

第 32条量挙は全会員の三分のーの投票をもって成立する.
2 有効投頭数の最多敏を得たものをもって当選人とする。

第 33条投票が定散を超えない場合は、執行部が決定権を有する.

算 34条選挙に関わる運営の一切は、協援会がこれを威す.

第三節会計

第 35条本会の会計は、文会の決議に従い、自治会会計が管理する.

2 会計については、 ~IJに定める.
第36条執行部に、本会の予算等、会計に関わる事項に闘して審議調整を図るため、予算要員会

を設ける.
2 予算委員会の組織、運営に関わることは別に定める。

第 37条本会の収入支出の決算は全て会計監査人が監査し、自治会会計は次の年度に、その横査

報告とともに、夫会に慢出して承認を得なければならない.
第四条会計監査人はニ名とし、協議会から選出する。

Z 任期は一年とし、再任は妨げない。

1139条会員は自治会費を納入する轟務を有する.

2 自治会賓の納入に闘する事項については、別に定める.
第 39条の2 自治会会計制度に閲する重要事項を聞査審議し、実施運営するため、執行部に会計

フレームワーヲ検討聾員会を置c
2 会計フレームワーヲ検討要員会は、自治会会長、副会長及び会計をもって組織する。

3 会計フレームワ-'.7検討委員会の識長は、自治会会長をもって充てる。
4 本会則の定めるほか、会計フレ ムワ ウ横肘委員会に関わる事項については、執行部会で定

める。
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第 四節補.'J
1140条本関係会則の改廃は大会における三分のニ以上の賛成を必要とする.

附則(平成ニ+穴年穴周一目)

本関係会則は平成二十六年六月一目より改正施行する.
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節三軍夜間主聞係会員IJ

第一節組織

第41条総会は夜間における最高決議栂闘である.
Z 次に掲げる事項は総会の決識によらなければならない.
(1)本関係会則の改廃

α)毎年度の活動方針及び財政方針の決定
(3)代議員の慣佳

(4)その他重要な事項
第42条定期総会は毎年一回これを開催する

2 執行部I孟臨時会の招集を決定するζ とができる.但し、以下の場合に執行部I孟臨時総会を招集

しなければならない.

(1)夜間会員の四分の一以上の署名による要求があった場合.

α)代議員会の要求があった場合。
第43条総会は休学者を除〈全会員の三分の一以上の出席をもって成立する。

Z 総会の開催前までに委任状を執行部に提出したものは出席したものとみなす.

第44条総会はその都度執行部役員を除<-=名よりなる語長団を遭出し、韓事を運営する.
2 総会の担保は執行部総務部がこれをなす.

第45条総会の議決は本細則がこれを別に定める場合を除いては、出席会員の決するところによ
る。

第46条費任状は前項の議決に加えない.
第47条代韓員会は、総会に告ぐ韓決暢闘であり、総会の決韓に基づき重要事項の協揖及び執行

機関の監督を行う槍闘である.

2 代臨員は主として次のことを行う。

(1)本会の活動方針と財政方針を横酎確限l...さらに一層の進展をはかる。

α)執行部曇員会の報告を審議し、その当否を確認する。
(3)執行部委員会の褒明する収入、支出の決算報告を監査し、監査報告を行う.

(4)執行委員会の承認、並びに執行委員会の編成に関する事項。
1148条代韓員の定数l立+-=名とし浬出に当たっては執行部委員会がζれを行い、定例健全で信
任を受ける.

第49条代議員の任期は一年とし、六月一目から翌年五月三十一日までとする。但し、新たに代
議員が選出されるまで、任期が満了するも引き続きその職務を行う.

第 50!条代議員会に次の役員を置く.
(1)陣長 1名
α)副櫨長 1名

(3)書肥 1名

(4)会計監査要員 2名

Z 代議員の議長は互選により、副議長、書記及び会計監査委員は議長の指名により選出される。
算51条代識員会は、一月と総会開催+日以前のニ固を定例とし、議長の招集により開〈ものと

する.
2 代踏員の三分の一以上の要求があった場合、執行部委員長の要輔があった場合、臨時の代鴎員

会を聞かなければならない.

第 52条代議員会は、代議員の二分の一以上の出席がなければ、議事を聞き、議決することがで
きない。但し、執行委員長の承認、並びに執行要員会の編成に関する事項については、代議員の

三分のニ以上の出席を必要とする。

2 代踏員の.事は、特定の規定ある場合を除き出席者の過半数でこれを決する.

第 53条 緊急事態が発生l...総会開催が不可能と臨められたときには、代腫員会が総会幸代行す

ることができる。但し、この場合においての鴎事は、代随員の出席が四分の三以上でかつ、出席

議員の四分の三以上の書散による議決を必要とする.
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2 前項、但し書きの緊急集会においてとられた処置は、次回の健全において事後承昆を得なけれ

ばならない.

s 総会が正規の手続きを経て召集されたにもかかわらず、流会となったときには、再度代随員会

を開催l...その~.を持って総会の代行とすることができる。但し、この場合の膳事については、
第1項の規定を準用する.

4 前項に基づ〈代識且会での決定は、一週間以内に掲示されなければならない。

5 前3項に基づ〈決定に闘して異韓ある夜間会員は、掲示後二週間以内に第 43条1項の(3)によ

る臨時総会開催の手続きを取らなければならない.異揖申し立てがなければ、その決定は確立し

たものとなる.

第54条代議員がその職を辞すると曹、代行者を立てることができる.
Z 前項の行2島を行うためには、全代議員の四分の三以上の賛成を要する.

第55条夜間執行部は総会および代議員会の決議に従い会務を執行する.
2 夜間執行部委員会は主として次のことを行う。

(1)本会の夜間における活動方針と財政方針については、代随員会且ぴ総会に提案又は報告する

こと.
(2)総会の決定及び奥行。

(3)本会の夜間における財政を管理すること.

(4) その他重要な事項.

第56条 夜間執行部委員会は夜間執行部委員長一名、同副委員長一者及び問委員十名以内によっ

て構成される.その錨成については、夜間執行部委員長が責任をもってこれを任命し総会の承毘
を得なければならない。

Z 夜間連盟会の長は執行部要員を兼ね、代議員による承認は必要としない.
3 執行部要員会による会務の執行を促進するため、以下の組織を設ける.

(1)総務部
(2)会計

(3)施股担当部

(4)事業運営陣

第57条夜間執行部役員の任期は、六月 目から翌年五月三+ 固までとする。但し、新たに各

委員が選出されるまでは任期が溝了するも引き続きその職務を行う。

第四条夜間執行部委員長は本会の全夜間会員巷代表する。

2 夜間執行部委員畏に事故ある場合は、同副委員長がその任期満了までその責務幸代行する.

第四条夜間執行部委員会は次期夜間執行部委員長の選考を行う.

Z 前項に闘する事項の告示は四月とする.

3 夜間執行部要員で最多数を得たものは、五月の総会で承認されることにより、夜間執行部要員

長としての職務を得ることができるものとする。

第印象全夜間会員の二分の一以上の署名により解散請求があった場合、夜間執行部委員会は解

散しなければならない.
Z 前項の事態が起こった場合は、現夜間執行部聾員長が責任をもって新たに夜間執行部要員長を

任命するものとする.
第 61!畢夜間執行部の下に以下の組織を設ける。

(1)緑宵祭実行委員会

(2)夜間主連盟会

(3) (平成穴年削除)

第 62条 緑宵祭実行嚢員会は緑宵祭行事の充実を園り、その筒活動を通して本会の目的達成を助
成する.

第 63条 夜間主連盟会は本学夜間ヲラフによって構成され、その内部規律について規約を定める
権限を有する.

第 64条 (平成六年削除)
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第二節会計

算 65条 (平成六年削除)

第 66条夜間における会計年度は四月一日から翌年三月末固までとする.

篇三節補圃l
第 67条本関係会則の覗廃は総会において三分のニ以上の賛成を必要とする。
算 68条学生会館における掲示は夜間執行部の叩を必要とする.

附則(平成十六年六月一日}
第1条本関係会則は平成十六年六月一目より施行する。

第2条平成四年六月一目より施行されていた本闘係会則はこれを廃止する。

篇 四軍捕JJ
第 69条本会員IJ第1章及び算4章の改廃I立、第2章且Ts算s章で定める学生夫会並びに総会にお

けるS分の2以上の賛成を必要とする.
2 本会則第2章及び第s章の改鹿は、各章の補則に定める.
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5.2 小樽商科大学体育会規約

錨1軍 鎗則
第1条 (名称)本舎は小樽商科太学体育会と称する.
第2条本会は本学体育会郁によって構成される.
第3条 (目的)本舎は小樽商科大学における加盟国体の歳技力向上及びスポーツを通しての本学

生の観煙を困ることを目的とする。
114条本会は前条の目的を遺成するために次の事業豊行う.

一 書運動部の対外鼠合の把握、その情報発信
ニ学肉スポーツ文会
三 学肉体育の振興に闘する事業
四その他必要な事業

第5条本会は事業所を小樽商科太学構内に置く.

112章 体育'
第6条本会に次の運動部を置c

男子バスケットポール部、女子バスケットボール部、
男子川レ一部、女干ハ〉ドポール部、男子ハ〉ドポール部、

トランポリン競技都、剣道陣、柔道部、空手道部、合気道部、
弓道師、硬式野球部、.硬式野球師、ラグビー部、サッカ一部、
慮掻圏、陸上競技部、硬式庭車部、軟式庭球部、漕艇部、ヨット部
水泳部、ゴルフ部、基礎スキ一部、ワン苦ーフォーゲル部、ラヲロス部
車球部、パトミントン部
一 各運動部は本会の目的にしたがって正規ゆ活動・練習を行わなければならない.
ニ 各運動部は本部に部員名簿、年間活動予定、結果報告会計報告またその他本部が必要

に応じて開示を求める情報、結果査報告しなければならない.
第7条各運動部は内規を定めることができるが、その肉規は本会規制に反しないかっ社会通念上

及び道徳上適当で晶るものでなければならない.また肉規の肉容に凝誌が生じた場合は体
育会本部がこれを調査し、各都に対し、改正及び廃止要求をすることができる..8条加盟部は次の事項を行った場合本部の決議により部としての資格を停止されることがあ
る.
一本会規約に違反した場合
二本学の名誉を棄損した場合

三 部としての活動が不可能になった場合
第9条軍動部の本会への新規加入は体育会本部の決識を経て決定されるものとする.規則は別途

定める.
第 10条本会所属の運動部は主将会踏の決踏を軽て脱会、除名することができる.

篇3章主将禽鴎
第 11条本会は主将会騒を本会の最高意思決定機関とする.

1 本会障の構成員は、体育会会長、副会長、会計、その他体育会役員、各部主将とする.
2 本会は全体の3分のZ以上の出席をもって成立するものとする。

第 12条本会は議長 1名を必ず置く.議長は毎回構成員より選出する.
第 13条体育会本部会識は次の事項の決識を行う機闘である.

1 会長、副会長、会計のその他体育会役員の承認
2 会長、 IIJ会長、会計の解任要求
3 運動郁の脱退、加盟、除名の審査及び決定
4 本会議長の選任
5 その他必要と恩われる事項

算 14条本会は丹 1回全畏が召集する.
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1 ただし、会長が召集の必要性を認めたと曹、各部主将の3分の 1以上の要求があった
際はこれを招集しなければならない.

第 15条本会踏の構成員の任期は1年聞であるが、体育会事部の人員不足等会磁の成立自体が危
慎される状混であればこの限りではない。

錨4章体育会本部
第 16条体育会本部Iま本会の算4条で定めた会務執行のために設け、体育会会長体育会副会長、

体育会会計、その他体育会役員で構成される。
第 17条本会の業務は以下の通りとする。

1 調整会識の招集、運営
2 リーダーズアッセシブリ一、著者合宿の企画、運営
3 本会以外の団体との渉外
4 スポーツ大会の宣伝、企画、運営
5 その他本会の会務執行に必要な業務

.6章会酔
第 18条本会の経費は次のものをこれに充てる.

1 自治会の割り当て分
Z 事業収入
a 寄付金

4 その他収入
第四条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年s月31日に絡わるものとする。
第20!条体育会本部会計の業務は次の通りとする

1 各部の会計監査
2 自治会からの備品整備補助金の各部への分E
S 金銭の出納
4 体育会費の徴収

第21条各運動部は期末に会計報告書を本部会計に提出し監査を受けなければならない.
第22条本会の会計監査人は協誠会の議決を経て、自治会執行部委員長が監査人を委託する..6章楠田l
第23条本会規約の改正には、体育会本師会議において、構成員の過半数の承認を必要とする。
第24条本会の加盟団体の新規加入、脱退については目l途定める.

附則

1991年4月 18日施行の全規約及び、組員'1は2017年度祖国の主将会躍において廃止し、本規約を
主将会議翌日より施行する.

5.3 会長・副会長及び体育会本部役員の承認に関する細則

.1条会長・副会長・会計は年度初めの主将会醸において構成員の、2/3以上の賛成をもって承
躍される.

第2条 常任要員に対する解任請求は、体育聾且の総数の 1/3以上の要請をもって醸畏が体育聾員
会を招集し、要員総数の2/3以上の賛成をもって解任請求の成立とする。これをもって、
韓長が当該常任委員を解任する.

5.4 会長・副会長・会計及び体育会本部役員の解任請求に関する細則

第1条会長・副会長・会計に対する解任請求は主将会議構成員の総数の過半数をもって識長が主
将金曜を招集し、主将金量において構成員の 3/4以上の賛成をもって韓皇購求の成立
とする。これをもって鴎畏が当融会長及び副会長を解任する.
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第2条 その他体育会本部役員に対する解任請求は主将会識構成員の能散の 1/3以上の要請
をもって路長が主将会障を招集し、構成員総数の三分のニ以上の賛成をもって解任問求の
成立とする.これをもって腫長が当肢体育会本部役員を解任する.

5.5 音楽・文化連合会規約

前文
韓々 は、 IJ、樽商科大学において音畿を初めとする文化的活動を行う各所属団体の活動と発展を

支援し、興隆の唱を提供して会員相互の親瞳をはかるものである.また、小樽商科大学の学生と
しての自覚を尊重し、学肉はもちろん小樽市の文化活動の活性化に貢献するものである.

箪 1寧信田l
第1条本会は小樽商科大学音楽・文化連合会とする。.2条本会の前文の精神を、その目的とする。
第3条本会l主音楽系、文化系，ID団体をもって形成する。
第4条本会はその本部を小樽商科大学内に置き活動の起点とする。

箪E章会員
第5条本会は小樽商科大学肉における音楽系及び文化系の団体を会員の対象とする.
算e条本金曜D加盟団体は次のとおりである.但し、新規加盟も臨める.
(本加盟国体)

演劇職線

軽音楽部エコーズ
室内管弦楽団
ジャズ研究会

フオーヲソング部OPUS
プレヲトラム・ 7:-サンプル
アカベラサーウル AJRS
期楽舞

IJ、樽笑庖

第7条 (平成二十五年削除)
第B条加盟国体の活動が停止した場合、成いは本会の目的にそう活動ができな〈なった場合、代

表者会識の4分のs以上の同意でその団体を除名することができる.この場合その団体の割当金
は、原則として臨められない.

第9条再』日盟については第7条に基づき、問機に行う.但し、除名と同じ年度肉はこれを認めな
い。

.3章代表者会鴎
第 10条代表者会構I立本会の最高崎決樋闘であって、各加盟国体より代表者1名が金峰に参加す

るものとする。

第 11条代表者の中から会長を選出する.選出は代表者会識で立候補、もし〈は推麗により行う。
第 12条代表者会識は次の場合に会長がこれを招集する。

(1)定例会腫 年 2圃 4月 12月
α)臨時会構 ・加盟国体の4分の 1以上の要請があった場合

-会長がこれを認めた場合

第 13条代表者会識は加盟国体の4分の3以上の出席で成立する.
第 14条代表者会議における決議成立は、出席者の過半数とし、可否同教の場合は会長が決する

ところとする.

篇4章活動組織
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第 15条代表者会識は本会の活動の基盤となり、必要に応じて会員のなかから人員を確保する。
算 16条本会の活動のために、会長のほかに代表者のなかから次の係を設ける.

(1)会計
α)副会計
(3)広報
(4)企画

第 17条会長は本舎を代表し、前文に基づ〈本会の活動を推進する.また、本会における全責任
を負う.

第 18条会長は第 12条に基づき代表者会議を開き議長を務める。
第 19条会計は本会における会計実務を行う。
11120条副会計は会計を補佐し、会計が不在の場合にはその職務幸代行する.
第 21条広報は本会における広報活動、及び加盟団体の宣伝活動の支援を行う.
第 22条企画は本会の活動の企画・運営などを、代表者会議において提案し実行する.
第 23条第16条に示した各係は、会長の任命によって決定する。
第 24条本会の活動の轟に、会長の許可する範囲内において会員以外の協力者を昆める.

箪5寧会計
第 25条本会の経費は原則として自治会費割当金および寄付金をもってこれにあてる.
第 26条本会の会計年度は、 5月1目より翌年の4月30固までとする.
第 27条本会の運営予算、及び各加盟国体の自治会費割当金については、 4月に行われる定例会
鴎で決定する.

第 28条本会の会計監査は、各加盟国体の会計と本会の会計とで構成される監査要員会で行う。
第 29条監査要員会の要員長は、本会の会計が務める。

第30条会計監査は現金収支に基づ〈会計帳簿が適正であるか杏かについてなされるものとする。
算 31条監査委員会は、監査報告を代表者会韓に提出し承認を受けなければならない.

第e寧補陣l
第 32条本会規制の改:iEI主、第 12条に基づ〈代表者会識を開き加盟国体の4分の3以上の賛成を

必要とする。
第33条本会の代替わりは 12月の定例会踏から進められ、 3月までに各係の任務とともに完了す

るものとする.但l...会計は会計年度をその任期とする.

附則

1994年5月27日より本規制を施行する。

5.6 小樽商科大学昼間部学生自治会 自治会費納入に関する規約

平成26年6月1日施行
(趣旨)

第1条 この規約は、会則の規定に基づき、自治会賓の納入に聞する事項について定めるものであ
る.
(用語の定義)

算2条 この規制において、未納者とは定められた期固までに所定の自治会費を納入しなかった会
員をいう.
(自治会費)

第3条 自治会費は、入会金と年会費からなる。
2 入会金及び年会費の額は、下記のとおりとする.

(1)入会金 4，000円
α)年会費 4，000円(年組)
(会費の納入)
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第4条本会会員は、入学時に入会金及び4年分の年会費を、自治会会計が定める期固までに執行
部に一括して納入しなければならない.

2 前項の規定に関わらず、 3年次に.入学したる会員は、入学時に入会金及び2年分の年会費を、
自治会会計が定める期固までに執行部に一括して納入しなければならない。

3 会員が、 4年を超えて在学したときであっても、 4年を超えた部分について年会費は徴収しな

い.
4 納付された入会金I立、返還しない.

(会費の年割分納)
第E条前条第 1項の規定に闘わらず、経済的理由により支払期限までに自治会費の納入が困難な
会員については、年割分納を認めることがある.

2 年寄l分納を希望する会員は、自治会費年割分納申開書(別阻様式第 1号)に必要書類を添えて、
執行部に提出しなければならない。

3 年割分納を認められた会員は、毎年4月末固までに当該年度の年会費を執行部に直擁納入しな
ければならない。
(会費の返還)

算8条本学をs年未満の在学期間で卒業、転学又は退学する会員に対しては、当陵会費を納付し
た者からの申し出に基づき、年会費を返還するものとする.

2 年会賓の返還を希望する会員は、自治会費返還請求書 (~IJIi!様式第 2骨)に必要書類を添えて、
自治会会計に提出しなければならない.

a 休学期間は、前項に定める在学期間に算入しない。但し、休学期聞をE明する書煩を提出しな
い場合にI主、この限りでない.

4 返還額は、下表のとおりとする.

(督促)

在学期間
1年未満

1年以上2年来満

2年以上3年未満

金額

1色旦旦旦E
8.000円

4.000円

算7条会員が定められた期固までに所定の自治会費を納入しなかった場合、自治会会計は下院に
掲げる方法によって、督促を行うことができる.
(1)未納者の学生番号を公示すること。
但)未納者に対して、督促状を送付すること。
(未納者に対する罰則)

1118条 自治会会計I孟未納者に対して、下記に掲げる処分をするζ とができる.
(1)補助予算申暗を却下すること.
α)事務局、外局又は協議会が主催する行事への参加を制限すること.
(3)自治会が管理する備品の使用を制限すること.

2 未納者が学生団体又は外局に所属したる場合、自治会会計は当醸学生団体に対して、前項に掲
げるほか、下胞に掲げる処分をすることができる.
(1)学外活動補助金及び備晶整理補助金の支給額を削滋又は支給しないこと.
但)自治舎の許可を必要とする新入生歓迎活動への参加を制限すること.

3 未納者が件周に所属したる場合、自治会会計は当該件周から提出された特定事業補助予算の申
帽を受理しないζ とができる.
(協力義務)

第9条外局、外局に所属したる学生団体及びゼミナール協議会は、未納者の督促に協力しなけれ
ばならない.
(本規制の車廃)

第， 0条本規約の改廃手観音I立、自治会会則の改廃手続きに準ずる.
(本規制の施行に必要な事項)

第， ，条 この規約に定めるほか、自治会賓の納入及び返還について必要な事項は、自治会会計が
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これを定める.

附則
第 1条 この規約は、平成27年6月1目から施行する。

第2条本則第5条で定める年割分納の申し出の審査については、当面の問、自治会会計が行うも

のとする.
2 自治会執行部は年割分納の申し出の審査に関わる事項についての鴎怖を行い、 2017年度学

生大会までに本則に明文化するよう努めなければならない.

3 ~IJ記様式第 1 号については、当面の問、自治会会計が定める様式を代えて用いる。

5. 7 小樽商科大学昼間部学生自治会 執行部直轄サークル制度運営規

程

算一章健闘l
{趣旨)

平成周年6月1日施行

第1条 己の規程は、小樽商科大学学生自治会会.'Jの規定に基づき、昼間部学生自治会執行部置轄

サーヲル制度の軍首に闘し、必要な事項を定めるものとする.

箪=寧組織
第2条 自治会執行部に、置轄サ-1)1レ連合会(以下、連合会とする)を置〈。

(構成)

113条連合会は、以下の各号に掲げる自治会役員と会員によって構成される.

①自治会会長

②自治会副会長

③自治会会計

④各加盟団体の郁長、主将、又はそれに準ずる加盟国体の代表(以下、これらを総称して代表

者とする)

⑤各加盟団体の会計責任者

(役員とその職務)

第4条 自治会会長は連合会を総理し、以下に掲げる業務在行う.

①直轄サーヲル連絡会議を招集すること.

②必要に応じて、加盟国体の代表あるいは会計を招集すること。

③その他、規約や規買IJに定めのあること.

2 自治会副会長は、自治会会長を補佐する.

3 自治会会計は、各加盟国体の会計監査を行う.

(直轄サ-1)1レ連絡会臓)

第5条事務局と各地日盟国体との聞で協議・連絡を行うために、置輔サーヲル連絡会融(以下、連

絡会)を開会する.

2 連絡会は、自治会会長が必要と認めた場合に開会する.

3 加盟国体の代表者と会計は、必ず連絡会に，加しなければならない.但し、事前に事務局が欠

席酔可を与えた場合I立、この限りでない.

算三軍加盟手鏡

(加盟申請)

第6条新たに体育会又は音楽文化団体連合会への加盟を希望する郁・サーヴル(以下、加盟希望

団体)は、事務局に申情書を提出しなければならない。

2 申情書の様式は、事務局が別に定める.
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3 申請書の締切日時は事務局が定める.但し、 12月中に設定しなけれIまならない.

(加盟審査)

1P条事務局は提出された申胃書巷元に、第8条に定める条件巷満たしているか審査を行う.

2 事務局I主審査に必要な場合、加盟希望団体に対して以下の各号に掲げる聞査への協力を求める

ことがで曹る.
①事務局が指定する追加資料の提出

②当該団体の構成員に対する聞き取り調査
③会合、糠雷、その他活動への事務局員の立ち合い

3 事務局が入金条件を満たしていると包めた場合、自治会会長は執行部会で当骸加盟希望団体の

加盟について発臆する.
4 事務局は入会条件を満たしていないと判断した場合、不認可理由を当該加盟希望団体に通知し、

審査に用いた資料を返却する。
(審査項目)

算自条事務局が加盟希望団体又は加盟団体に行う審査の項目を以下の各号に定める。

①定期的な練習、又l立定期的な会合があること.

②一般に公開された発衰の場、又は公式の太会への参加ができること.

③反社会的な活動を行っていないこと。

④明文化された規約によって.以下に掲げる内容について定められ、実際に運用されているこ

と.
イ役職(少なくとも代表者・会計が定められていること)
口会計に関する手続き

ハ構成員の加盟・脱退に関する手続き
⑤構成員を新規に受け入れ、長期継続的に組織として活動する意思のあること。

⑥学生大会に出席していること。
⑦大学当局に団体届を提出し、受理されているζ と.
(加盟決櫨)

第9条執行部会における自治会役員の四分の三以上の賛成により、当肢加盟希望団体の加盟を毘

める。

Z 前項の決議は、 3月末固までに当該加盟希望団体に通知する。
3 加盟国Iま4月1固とする.但し、執行部会で変更が寵められた場合はこの限りではない.

節回章加E団体
(仮加盟国体の定議)

第 10条仮加盟国体とは、前条の規定によって本会への入会が認められた団体をいう.
(加盟国体の構務)

第 11条加盟国体は、以下に掲げる書績を四月末固までに事務局へ提出しなければならない.
①団体聞査書

②年間活動計画書

③予算
2 加盟国体は、以下に掲げる書類を二月末固までに事務局へ提出しなければならない。

①年間活動報告書
②年間決算報告書

③会計帳簿

3 前ニ項の各号に掲げる書類の様式は、事務局が別に定める.
4 加盟国体は、代表者又は会計が交代した場合、速やかに事務局へ届け出なければならない.

(加盟国体の除名)
第 12条事務局は以下の各号に掲げる場合、加盟団体を本会より除名することができる.

①活動監察の結果、監察項目を満たしていないことが判明した場合
②会計監査の結果、不適切な会計処理が判明した場合
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③本規程及びその他の規則に定める加盟団体の義務を怠った場合

④執行部会で自治会役員の過半数が、当骸加盟団体の除名に同意した場合

⑤加盟から=年聞を経過してもなお、準加盟への昇格が認められない場合

⑥提出された書頬の肥歳に虚偽があった場合

(除名処分に対する異議申立)
第 13条前条の規定によって除名処分を受けた団体は、協議会に対して処分取消を求めることが

できる.
2 協議会は、除名処分が不適切であると判断した場合に、自治会会長と事務局に対して、処分取

消壷勧告することができる.この場合、自治会会長は執行部会で勧告について検酎しなければな

らない。
(加盟国体の脱退)

第 14条加盟国体は自らの意思において、連合会を脱退することができる。
E 脱退を希望する加盟団体は、脱退届を事務局に提出しなければならない。

3 準加盟団体がE分金壷受け取っている場合、受け取った配分金の全額を脱退と同時に事務局へ

返還しなければならない。
(準加盟への昇格)

第 15条仮加盟国体は、加盟国から起算して二年以内に、執行部によって単加盟が認められな〈

てはならない.

2 準加盟昇格審査は、第 11条第2項の定めに基づいて提出された書類を元に事務局が行い、審
査の後、執行部会で当醸仮加盟団体の準加盟への昇格について発損する。

3 執行部会で仮加盟団体の昇格が包められた場合、当骸仮加盟国体は4月より準加盟国体に昇格

する。
(準加盟国体の所属)

第 16条準加盟国体は、連合会に加えて、体育会、又は音量文化団体連合会(以下、総称して外
局とする)に所属する.

2 所属する外局は、自治会会長、外局の畏たる者、及び当肢加盟国体の代表者が協躍の上、準加

盟国体に移行するまでに決定する。
s 準加盟団体は、所属する外局の意思決定に関わることができない.

{準加盟国体のE分金)

第 17条事務局は準加盟団体に対して、学生自治会執行部補助予算よりサーヲル配分金壷分Eす

る.
(準加盟国体の会計監査)

第 18条準加盟国体は、自治会会計と所属外局の会計による会計監査を受ける.

2 会計年度は、毎年4月1目に始まり、翌年3月31目に終わる.
(本加盟への昇格)

第四条準加盟国体は、準加盟団体昇格目から起算して二年以内に、執行部によって本加盟が認

められなくてはならない。

2 本加盟昇格審査は、以下に掲げる資料を元に事務局と外局の長たる者が行い、審査の後、執行

部会で当該準加盟国体の本加盟への昇格について発櫨する.
①第 11条第2項の定的に基づいて提出された書類

②算 17条の定めに革づいてなされた会計監査の結果

a 執行部会で仮加盟団体の昇格が認められた場合、当醸準加盟団体は4月より本加盟国体に昇格

する.
(本加盟昇格後の取り扱い)

第20条本加盟への昇格が認められた団体は、連合会を除籍される.

2 本加盟への昇格が認められた団体は、所属する外局が定める規約に従わなければならない。

3 外局が定める規約によって降格、又は除名された団体が本制度によって外局に再加盟すること

はできない.
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附 則
(本規程の故正)

.1条本規程の改正I立、執行部会において役員の四分の三以上の賛成によってζれを行う.

(関連規則の制定)
第2条 自治会会長は、本規程の運営に闘し必要な規則を定めることがで曹る.但し、本規程に反

する条文は効力を有しない。
{本規程の解釈)

第3条本規程の適用・解釈に疑義がある場合は、個別の事案に闘して、執行部の識決によりこれ

を決する.
2 前項の規程による醸訣に異臓がある場合は、鴎決後十四日以肉に全会員のE十分の一以上の署

名によって、協議会に当該事案の規約への適否の判断を付託することができる.
(闘連規則の廊止)

算4条体育会規制第 10!最及び算 18条第5号はこれを廃止する。

2 運動団体の新規加入に関する細則はζれを廃止する。
3 音楽・文化連合会規約第7条はこれを廃止する.

(本規程の施行)
第5条 この規程は、平成25年6月1目から施行する。

5.8 小樽商科大学昼間部学生自治会 学生団体の飲酒に関する規約

前文

平成26年3月1日施行
平成27年6月1目改E

平成24年E月7日に発生したアメリカンフットポール部の飲酒事故は、合計9唱の部員が救

急車で搬送され、肉 1唱の新入生が搬送先の病院で死亡するという重大な結果を引き起こした。
撮送された学生のうち 7名が未成年者であったことからも分かる通り、未成年者飲酒は法律で禁

止されているだけでなく、非常に危険な行為であると冨える.二度と悲惨な事故を発生させない
ために、また未成年者の飲酒を防止するために、学生自治会はここに郁・サーヲルでの飲酒に闘

する自主規約を制定する。

(趣旨).1条 この規約は、学生団体による飲酒事故を防止するために必要な事項を定めるものとする.
(定義)

.Ui: ;:の規約で「学生団体」とは、本会に団体畳録巷行った部、サ ヴル、:&びその他団体を
いう.
(注意喚起義務)

.3象学生団体は、未成年者が出席する場に酒煩を持ち込む、若し〈は酒煩を注文する前に、 7
ルコールハラスメント、及び未成年者の飲酒が薫止されていることを示すパンフレツトを同席者
に提示して注意を促さなくてはならない.

E 前項に定めるパンフレツトは、昼間部学生自治会事務局が指定するものとする.
(未成年者飲酒の防止積務).4象学生団体が集会を催すと昔、本学の学生は次に掲げる行為をしてはならない.
(1)同席する来成年者に飲酒壷勧めるζ と
位)同席する未成年者の飲酒量制止しないこと
(新入生歓迎時期の例外規定)

算5条 前Z条の規定にかかわらず、新入生歓迎時期に学生団体が集会を催す場合において、未成
年者が同席すると曹、本学の学生は次に掲げる行掲をしてはならない。
(1)会場に酒類を持ち込むこと
α)会場で酒類を注文すること
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(司会場で酒顕在飲用すること

2 前項に規定する場合において、本学の学生でない者が当敵集会に'加するときは、本学の学生
でない者に対して文書にて協力を求めなければならない.

s 前項に定める文書は、昼間部学生自治会事務局が指定するものとする。.6条新入生歓迎時期の開始固と終了目は、学生自治会事務局が定めるところによる.
2 自治会執行部は、前項に定める期聞が始まる少なくとも三+目前までに、新入生歓迎時期の開

始固と終了日華公示しなければならない.
(罰則)

篇7条 次のいずれかに該当する者が所属する学生団体は、昼間部学生自治会執行部が定める年度
の新入生勧誘に関わる一切の活動禁止、若し〈は自治会サ-?Jレ配分金壷無期限停止とし、又は
ζれを併科する.但し、昼間部学生自治会執行部又は文学当局に発覚する前に申告したときは、
その罰を減軽することができる。
(1)第4条の規定に違反した者

α)第5条第 1項の規定に違反した書
2 自治会会長は、執行部会の識を経て、当醸学生団体の処分を決定する.

.Ui: 次のいずれかに融当する者が所属する学生団体I主、厳重注注意処分とする。
(1)第s条第 1項の規定に反してパシフレットを揖示Lなかった者
α)第5条第Z項の規定に反して協力を求めなかった者

附lIJ
算1条 この規約は、平成27年6月1日から施行する。

第2条本規約の改鹿手続曹は、自治会会I'Jの改鹿手続きに準ずる。
2 この規約の改廃について、前項の承認を得たときは、執行部が直ちにこれを公布する。

5.9 小樽商科大学昼間部学生自治会 自治会会計基本規約

平成27年6月1日施行

第一章 総則

(目的)

算 1条小樽商科大学昼間部学生自治会の予算、決算及びその他会計の基本に聞してI立、この規制

の定めると ζろによる.

(定基)

第2条 この規約において、次の各骨に掲げる用語の意‘は、当該各骨に定めるところによる.
(1)歳入 会計年度における切の収入

(2)歳出 一会計年度における一切の支出

Z この規約において、各機関の会計責任者とは、下記に定めるところによる.
( ， )事務局 自治会会計

(2)体育会体育会会計
(3)音楽文化団体連合会音楽文化団体連合会規約第， 6条に定めのある会計

(4)緑丘祭実行聾員会 緑丘祭実行要員会より互還によって選出された財務担当者
(5)ぜミナール協語会 自治会会則算， 5条に定めのある会計

3 外局の畢たる者は前項箪2号から箪4号に定める会計責任者を変更した際は、速やかに外局役

員変更届を自治会会長に提出しなければならない.

(歳出財源)

第3条本会の浬曽に闘わる経費は、自治会費、前期締越金及びその他の収入で支弁する.
(財産の保護)

第4条本会の財産は、規則や太会の決定に基づく場合を除幸、これを交換しその他支払手段とし

て使用し、又はこれを臨濯し若し〈は貸し付けてはならない.
2 本会の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的
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に、これを運営しなければならない。

第三軍 会計区分

第一節総 則
(会計年度)

第5条本会の会計年度は、毎年四月一目に始まり、翌年三月末目に終わるものとする。
2 各会計年度における経費は、その年度内の収入をもって、これを支弁しなければならない。

(会計区分)

第6条本会の会計は一般会計及び補助金計とする.

第二節一般会計
(般会計の性質)

第7条一般会計は、執行部及び協瞳会の活動に当てる。

情E分金の性質)

第8条執行部及び協聴会の活動に当てるために、一般会計からE布する予算を配分金という.

2 配分金在、以下のように区分する。
(1)事務局運営費毘分金

(2)共益費相当E分金

(3)互助費相当E分金

(4)裁量企画費相当配分金
(5)特掠配分金

(6)予備費

(ii!分金の金額)
第9条執行部各機関に対して、一会計年度内に昆布するE分金の限度額l主、下衰のとおりとする。

第 10条協鵬会に対して、一会計年度肉に配布する配分金の限度額は、 170，000円とする.
(予備費)

第 11条予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を一般会計予算に設ける。
E 予備費は、 200，000円とする.

(予備費の管理及び使用)
第 12条予備費は、自治会会計が管理する.
2 各機闘の会計責任者は、予備費の使用を必要と認めるときは、予備費使用申請書に理由、金額
及び積算の革礎を明らかにした資料を添えて、これを自治会会計に送付しなければならない.

3 自治会会計は、前項の要求豊岡査し、己れが妥当なものと包めるときは、予算委員会の決定を
求めなければならない.

4 予備費使用申請書が決定したときは、当該申請書に掲げる経費については、第25条の規定に

より、予算のE布があったものとみなす.
{予備費使用報告書)

第 13条 予備費を以て支弁した金頓については、各櫨聞の会計責任者は、予備費使用報告書に使
用実績を明らかにした資料を添えて、決算報告書とともにこれを自治会会計に送付しなければな
らない.

2 自治会会計は、予備費使用報告書に基づ昔、予備費を以て支#した金額について取りまとめた
文書を作成し、大会に提出して、その承障を求めなければならない.
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第三節補助会計

(補助金酎の性質)
第 14条補助会計は下配に掲げる補助予算制度を通して、学生団体及び自治会各様閣の活動補助

にあてるものとし、その規定は別に定める。
(1)学外活動補助制度
α)備品整備補助制度
(3)遠征費補助制度
(4)特定事業補助制度
(補助予算制度の最低金額)

第 15条前条に定める各制度に対して、一会計年度肉に補助金計からE布する金額I主、下褒の下

第四節財産鑑持基金
(財産維持墨金の管理)

第 16条会計の健全を確保するため、財産維持基金壷設置する。
2 基金として積み立てる金額I主、予算上措置された頓及び決算上生じた剰余金の必要頓とする.
3 基金の運用品、ら生ずる収益は、一般会計決算に計上するものとする.
4 基金は、文会で認められた場合に限り、基金の全部又は一部について、一般会計又は補助会計
の財源に充てることができる.

5 本会則に定めるほか、財産維持轟金の管理運営について必要な事項は、自治会会計がこれを定
める.

第三章予算

第一節予算の編成
(歳入歳出予算)

第 17条歳入歳出は、すべて、これを予算に鏑入しなければならない.
(歳入歳出の見積もり)

.18条 各様聞の会計責任者は、毎会計年度、その責任下にある機関にかかわる収入、支出の見
積もりに関する書類豊作成し、これを予算の統合間整に供するため、予算委員会に提出しなけれ
ばならない.

2 前項に定める書績の様式は、自治会会計が定める.
3 各機関の会計責任者は、予算委員会に出席し、前ニ項に定める書績の内容について説明しなけ
ればならない.
(歳入歳出等の概算)

第 19条 自治会会計は、前条の見積もりを検酎して必要な調整を行い、本会の収入、支出の概算
を記草した予算.を作成し、予算委員会の決定を経なければならない.
{歳入予算の肉容)

算20条旗入予算I主、下肥より構成する.
(1)前期繰越金
但)前年度3月末固までに納入された新入生自治会費

2 前項第1号車ぴ第2号の合算額が、第9条に規定する執行部各機関及び第 10条に規定する協
醸会に対するE分金の限度額の合算額、第 11条に規定する予備費並びに箪 15条に規定する補
助予算制度の下限額の合算額に満たない場合、財産鑑持基金よりその不足分を取り崩したうえで、
歳入予算に繰り入れることとする.
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(歳出予算の内容と区分)
第21条旗出予算I主、下記より構成する.

(1)一般会計
α)補助金計
(3)財産維持基金繰出金

2 一般会計の歳出予算にあっては、その支出に関係のある機関などの別に区分し、補助会計の歳
出予算にあっては、制度の別に区分しなければならない.
(予算の太会への提出)

第22条 自治会会計は、毎会計年度の予算を、予算要員会の審議を経たうえで、当議会計年度の
大会に提出しなければならない.
(予算添付書類)

第23条文会に提出する予算には、参考のための書類を添付しなければならない.
2 前項の書類は、 ~IJに定める。

(暫定予算)
算24条各様聞の会計責任者は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を
作成して、予算委員会に提出することができる.

2 暫定予算に基づいて支出できる慣は、第9条の表中及び第 10条に定める各機関に対する配分
金の限度額の3割を超えない範囲とする.

3 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づ〈支出又
はこれに轟づ〈債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に轟づいてなしたものとみなす。

第二節予算の執行
(予算の払い出し)

算25条 予算が成立したときは、自治会会計は、大会の議決したところに従い、各機関の会計責
任者に対し、その執行の責に任ずべき配分金を払い出す.
(予算の目的外使用の麓止)

第26条 各機関の会計責任者は、 E分企及び補助金を規約及び大会の議決の定める目的の外に使
用することができない.
{領収書の管理)

第27条各櫨閣の会計責任者I立、配分金より支出したと昔、適当に記載された領収書を受け取り、
これを適切に保管しなければならない.
(帳簿の管理)

第28条各機関の会計責任者は、毘分金より支出したと昔、支払った金額と残高に関して帳簿に
阻職して、 ζれを適切に保管しなければならない.
(領収書及び帳簿の公開)

第29条 各様閣の会計責任者は、自治会会計の要求があると曹、保管した領収書及び会計帳簿を
公開しなければならない。

2 自治会会計は各犠聞における領収書の保管状混や帳簿の管理状況を定期的に監査し、必要に応
じて各機関の会計責任者に対し、適切な指噂と助曹を行わなければならない.

第四章決算

(決算の作成)
第30条各様閣の会計責任者は、毎会計年度、自治会会計の定めるところにより、その責任下に

ある機関にかかわる歳入車ぴ歳出の決算報告書を作成し、これを自治会会計に送付しなければな
らない。

2 自治会会計I主、前項の決算報告書に基づいて、予算案と問ーの区分により、歳入歳出の決算
吾作成しなければならない.
(決算の監査)

第31条 自治会会計は決算に闘連書類を添付して、協議会より選出されたる会計監査人の監査を

受けなければならない.
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{決算上の剰余の翌年度繰入れ)
第32条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の蔵

入に繰り入れるものとする.

第五章雑則

{会計書類の公開)
第33条 自治会会計は会員からの要求があった場合には、会計書績を公開しなければならない.

(本規約の改廃)
第 34条本規約の改廃手続曹は、自治会会則の改廃手続きに準ずる.

{本規約の施行に必要な事項)

第35条本規約の施行に闘し必要な事項は、自治会会計がこれを定める。

附 1'1
算1条本規制は、平成30年6月1日から改正施行する.
算2条 (平成二十八年度削除)

第3条 (平成二十八年度削除)
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はじめに

近年、学生が巻き込まれる事件・事故等が増加しています.これらに対

応するには、学生自身が事件・事故をlIf.知・回避し、万が一遭遇した場合に

おいても、迅速かっ適切に対処する必要があります.

学生の皆さんが事件・事故についての正しい知臓をもち、安全な学生生

活をおくる一助とすべく「学生生活安全マ=ュアル」を作成しましたので

活用してください.

また、大学では、防災削練、疾病予防のための講演会等、予防のための
各種研修等を準備していますので、学生の皆さんはこれらに積極的に参加

してください。

目次
I 関連緊急連絡先ー覧

E 飲酒

III. ドラッグ

IV. 事 件

V. 事故

VI. 学外での活動

VII 災 害 等

VIII感染症、食中毒

IX ハラスメント

X. 恵徳商法

XI ブラックバイト

XII ;!JIレト集団

XIII インターネット利用マナー

z 
3 

自
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自

14 

15 

16 

18 

19 

21 

21 

22 
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1. 関連緊急連絡先一覧
学内で事件、事故、災害等に遭った場合又は努見した場合には、必要に応巴て警察や消防署に速噛をするk同

時に大学の下記郁暑に連絡してください。

なお、土・日・視H等大学職員が不在の場合は、大学正門入口左横の警務員室に連絡してください.

警務員から大学の関係部暑に連絡が行きます.

区分 官・・t; 電信書骨 連.肉..

消防署 3同防署 119 消防車、救急車を呼ぶ場合

警察 書事署 110 事件・事故.

.1侵略聞
病院 IJ'.市夜間急病センター 0134-22-4818 午後B時m 翌日年前7時まで.

(聖目が目 視目の朝I~'F-前 8 時まで)

潟費者 小槍・北しりペし
0134-2:3ト7851 相眠時間〈平日 8時-17時}

セン，- 3問畳者センタ

学生支撮陳 0134-27-5245 学生田係事件・事故、火災等提書

企画総務課 0134-27.ー盟国 学生園係以外の事件・事散

国際安施重 0134-27-5260 海外徳行中の事故
大学

保健管理センター 0134-27-国蝿 .書・食中毒等疾病に関すること

0134-2下52掴 土・日・祝日等文学職員が不在の場合
警務員室

090-2699ド7939 警務員室に曹務員が不在の場合[衝帯〉

ハラスメント梱眼室
0134-2下副67 ハラスメントに闘するζ~.

【専用ダイヤル) ートm緬1:hara剖m・n曲@r・'.0悩ru-uc.ac.jp

文学の 憎み事なんでも.
各種相談室

掌生何でも相模重
(休集期間.視日を除〈毎週月曜日の

0134-27-52041 14:剖叶7:30‘水曜日の 13:30....17:目、
(3号館4階〉

金曜日の 13:回目17:凹)

..m剖I: soudan唖offIce.o園町-uc.ac.j
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11.飲酒
平成 26(2014)年e月 1日にアルコール健康障害対策基本法が施行されました.この法律により、アルコー

ル健康障害の発生、進行および再発の防止のために、固や姐方公共団体の責薦、販売量者や圃民等の努力義務が
明文化されました.本学では、平成 24(2012)年 5月7日に起きたアメリカンフットポール部における飲酒事
故を呈付、大学構内を全面的に飲酒禁止としています。学外で飲酒する場合であっても、過度の飲酒イッキ飲
みを「しない」、 『させない」、未成年者飲酒を『しないI、 『させないIことを徹底してください。また、以
下の事項を熟能し、よ〈理解しておいて〈ださい。

1アルコー ル の 代 謝について

① 日本人の約半数は飲めない体質

お酒に『強いJ r弱いIは体質によって決まります. "本人の駒半数近くは、遺伝的にお酒に弱い体質だと
いわれています.その内数パーセントにアルコールをまった〈受けつけない人がいます。その場合、飲酒はで
きません.残りの約半数は、アルコ}ノレを分解する酵素の働きが十分ありますが、自分の町謝能力を超える量
のアルコールを急放に摂取した場合、急性アルコール中毒は起きます。また、飲めるからど言って長期にわた
って適量を越えるアルコールを摂取し融けると、アルコール依存症や内臓疾患にかかる可能性があります.

② ア ルコールパッチテスト

アルコールパッチテストで自分の体質を知るととができます.また、アルコールの代謝が遅い、あるいはま
った〈酒が飲めない体質の人がいるというととも知っておかなければなりません.本学の保健管理センターで
は、毎年 6月頃にアルコールパッチテストを実施していますので、必ず受けてください。(実施予定について
は掲示等を確認してください)。

③ 飲 酒 に よ る 体 の 変 化

アルコールは、摂取すると精神的緊援を解き放し、気分をPラックスさせ、食欲を精進させる等の作用を持
ちますが、 方、飲み方や量を間違える"急性アルコール中毒を起こし、隣町して正常な判断や骨動が取れな
〈なり、事故の原因kなります。アルコールの容を十分認徹して、節度ある飲酒を心がけるこkが大切です。

〈酔いのメカニズム4段階〉

~ほろ酔い気持ちがほぐれる . 

アルロールの作用で大圏新皮置がマヒし理性の抑制が位ずれる.一方で、気企がほぐれ、 9ラヲタス

している.酔ヮていないと思いがちだがとの段階でも遇措は犯罪.麟のマヒは既に抽まっている杭舗.

開 町田がふらつく 圃
大圃辺緑漏にマヒが且び、 噌字。ぽらい』状箇.岡巴穏を操り返す.隣の人にからむ.ロレツが固らない.

足元がふらつく.こんな兆候が出たら、故むのはストップ.周りの人肱飲ませないよラに.

~ごとか61X:a盆アルコール槽騨~ lli!lTe蝉雌'-AT:'れ
一番多いcιt1lK6.A.

③泥 酔 酔いつぶれる . 

マヒは大圃全体に広がり、脳幹や脊慣にも及r1始める. rllTいつぶれ」状飽.吐いたものをつまらせて
竃息する晶障がある.絶対に一人にしない.健かが付き添って病院に連れて行<.

@昏睡→死何をしても起きない . 

マヒ陪圃幹、脊置から、呼吸中枢のあるE姐に至る.ととがやられてしまうと、あ"除夜のみ.
たたいてもつねっても反応がなかったら、生死に圃わる淘聞な執・、すぐに象車車を呼ぶこ".

出典イッキ飲み防止連絡協議会のホームページより

2.アルコールで命や健康を脅かさないために

・アルハラをしな』、.させない.

• 20歳未満の鯵d曹をし如、させな川
・イッキ飲角、無茶飲みをしない。させない。
・ 口でも飲んだら運転はしなu、.運転するなら 口も飲まなb、.
・体調がすぐれない時、スポーツや入相時には飲酒しなu、
・適量を守る. 臼通常のアルコール分解能力がある人の適度な飲酒は蝿アルコールで1日2旬以下)
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① アノレハラとは

アルハラとは、アルコール・ハラスメントの略で、鯵d置にまつわる人権侵害.場合によっては命を奪うこと
もあります.具品的には、イッキ飲み、阜欽み続争・罰ゲーム等により、上下関係で飲酒を強要する、飲めと
はやしたてる、大量に飲ませて酔いつぶす、酔ってからむ等の人権侵害です.これにより被害者は、命を失う
ケースもあり、傷害なEの犯罪に発展する可能性のあるきわめて悪質かつ危険な行為です.

7ルハラの定.5項目

飲ま

.早倉支みも「イッキ』

〈ための鍵やパケツ、「つぶれ部屋』

飲めないことをからかったり侮辱する‘な

飲み会主催者・参加者の r5つの責任』
・アルハラをな〈すこと，飲酒にまつわる嫌がらせ・人権侵害をしない.飲めない人への配慮として、ノ

ンアルコール飲料を用意すること・吐く人を出さないこと. r吐けば大丈夫」という考え方は非常に危険であると認識する.限界以上に飲
ませないよう心がけること.・酔いつぶれた人が出たら、介抱し、保'要すること.決して放ったらかしにしてはいけない.救急医療に
連絡するなrの対処をとること.・20歳未満の人に飲酒させないこeo 20歳未満の飲酒は、法律で禁止されていることはもちろん、身体
が未発達であることから、 E踏の養輔、アルコール依存症、胸惜陣容などの危脆性が高まる。・寧を運転する予定の人に飲酒させないこL 飲酒した人はもちろん、勧めた人も法的に罰せられる.飲
酒運転が惨劇を生み出すこkを渥U解するこ 10.

イッキ飲みをさせることは犯罪行為
短時間に大量のアルコールを摂取すると、アルコール漫度の高い血液が脳に流れ、太脳全体が廊揮し、

「急性アルコール中毒」になります.

『急性アルコール中毒』による司匹敵の多〈は、コンパなど多人敷で植を飲む場合、特に「イッキ飲み」

をしたときに起こっています.サークル等のコンパで、半強制約に「イッキ飲み』をやらされ、死Ic至っ
たケースも多〈あります.

『イッキ飲み』は、血娘中のアルロール量産が色調止に上昇するため、降っているという自置なしに泥酔
.昏睡杭.に陣り死障室ることもある大変危険な行為?す.
組対にしないことはもちろん周囲で『イッキ飲み」を閏.した場合陰、必ず止めて〈ださー、

イヲキ飲みなE、飲酒を強要した・合、強裏JII・害保、保置費在者遺秦致死陣、画書現揚助鱒揮、温
失画書揮、過失毅耳障.の刑事慣に問われるだ万でな〈民嘩上の損害賠償として真大な金曹を鱒求される
こともあります.

自分が被害者にならない、また、加害者にならないように十分注意してください.
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② 20歳未満の飲酒は厳禁

20歳未満は飲酒できません.

r20歳未満の者の飲掴の禁止に関する法律』という法律で禁止されていますが、それは発達段階にある身

体に、アルコールが危険なものだからです.

lま.より強〈ア).

20.宋舗の者の飲酒の薫止に闘する法律

未成年者の親権者や監酎t市者は、未成年者の飲酒を制止する義務がある. (第 1条2項)

とれに違反した場合は科料(第s条2項)

酒販発腐は、消20歳未満の者が飲酒するこどを知りながら酒類を販売してはいけない. (第1条3項)

これに違反したら 50万円以下の罰金{第s条 1項)

この場合、違反者だけでなく責任者も処罰される(第4条)

酒販売腐は、繍20歳未満の者の飲酒防止の為年齢確圃等を行うこ， (第1条4項}

湖 20歳未満の者が飲用のために持っている酒類等を行政処分として没収・廃棄できる[第2条)

③もしも酔いつぶれるような人がでたら

1 絶対に一人にしない。

2 衣服をゆるめて楽にする.
3 体温低下を防ぐために毛布な2を掛けて暖かくする。

4 吐物による窒息を防ぐために、横向きに寝かせる。

5 吐きそうになったら無理に起こさずに横向きのまま吐治吐る.

6 自分で吐けない場合は無理に吐かせない.

7 皇盆主量生主主主ι水やスポーツドPンクな2で水分を補給する.

こんな症状はすぐに救急車を l

大いびきをかいて痛覚l!Ji般に反応しない.
・ゆすっても、呼びかけても反応がない.

全身が冷え切っている.
・倒れて口から泊を吐いている.

呼吸がゆっ〈りで途切れたり、浅〈て早い.
.意識がな〈失禁している.
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III.ドラッグ

1.薬物乱用
薬物乱用とは、遊びやおもしろ半分で薬物等を不正に使用したり、悪用したりすることをいいます。また、

医薬品を本来の目的から逸脱した用法や用量で使用することも乱用になります.

薬物を乱用すると、精神障害を発症するなど脳に探刻なダメージを与えるほか、内臓にも悪膨響を与え様々な

睡康問題を引き起こします.また依存性も強〈、薬物を手に入れるために窃輩、強盗、売春、さらには殺人など

の犯罪を欝尭L、軍庭崩壊、社会秩序の破壊などの要因にもなっています.

2.主な薬物

①覚せい剤(スピード、エス、アイス、クリスタノレ、やせ薬)

党せい剤は、主に麻黄という植物から抽出され士エフz ドリン等を原料として、化学前に合成して製造された

もので「覚せい剤取締法」で規制されています.

依存性出強く、乱用を続けると「覚せい剤精神病」となり、壁の染みが人の顔に見える、みんなが自分を見て

悪口を言っている、警察に追われている、誰かが自分を量しに来るなI'~いった幻覚や妄想が現れるほか、時に
は錯乱状態になって発作的に他人に轟行を加えたり、殺害したりすることがあります.

乱用を止めても睡眠不足や過労、ストレス、飲酒をきっかけに、突然、幻置や妄想などの精神障害出現れるフ

ラッシュパック(再燃現象)が起こることがあります.この現象は、半永久的に続きます.

また、大量の世せい弗Jを摂取すると急性中毒により、全身けいれんを起こし宜障を失い量笹には脳出血で死亡

することもあります。

②大麻(グラス、チョコ、ハッパ、マリファナ、クサ、ジョイント)

大麻とはアサ軒町一年草である大麻草とその製品をいい、 「大麻取締法」で規制されています白

乱用すると、一般的には気分が快活、腸蝿になり、よくしゃべるようになると言われていますが、その一方で視

輩、瞳賞、味覚、触置などの感覚前過敏になり、産調を来したり、思考が分裂し、感情が不安定になったりしま

す.このため、興奮状態に陥って暴力や挑発的な行為を行うことがあります.また、幻覚や妄想なEに襲われる

ようになります。

過去に大麻事犯で逮捕された大学生の多くはいわゆる軽いノリで薬物に手を出したことがきっかけです。

薬物には、強い依存性があるので一度手を染めると止められなくなり、必然的に使用量も増え依存症、中毒にな

りますa

③危険ドラッグ

平成26(2014)年 12月 17日に法樟 図1
(議員立法)が改正され、危院ドラッグの

取り締まりが強化されました.(図1参照)

危険ドラyグは心身への影響が強く、

幻覚・幻輔、吐いたり、意識を央ったり、

轟れたりなど樺々な症状が出現し、最悪の

場合は亮に至ってしまうこともあります.

また、自分の意志では止められなくな
る"依存"や、使用量が増えていく"耐性..~

いう悪循環が生じます.そのような事態

になれほ、家族や友人を失ったり、将来

世閉ざされ、法け出すには長い期間にわ

たって治揮が必要になります.

危険ドラッグは、ハープ、アロマオイ

ル、パスツルトなI'~称して売られてい
ることが多く、一見、無害に思われがち

ですが、大聖危険で有害です.友人に欝

われてー固くらいならといった軽い気持

ちから手をだすこkがないよう十分に注

意してください.

一一…町一一一J~~-rflif'Jli i'Gl"'J_
Il'C二二予掛詮4F百個医動氏細野

「一一一一志百一一

医到E擬惜ふ l
製温""粛梶使用、広告司院を

禁止直E

匝蚕豆亙亘亘亙]

後萱命令+

臨眠恥 惨 止 命 令 也 霊 童F

改正後(施行日平成，o事"月H日)

厚生労働省ホームベータより
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④ MDMA等錠剤型合成麻薬

MDMA、MDA等は、覚せい剤と似た化学構造を有する合成麻東の一種で『麻業及び向精神薬取締法」で規制

されています.MDMAは別名『エタスタνー」、 『パツ』、 「ラプドラッグ』、 『タマJ1:呼ばれています.

乱用により不安や不眠、さらに輯乱品鎗に陥るととがあるほか、腎・肝障害や記憶陣容の症状が現れることもあ

ります.

⑤ コカイン(コー夕、クラッ夕、スノー)

コカインは、南米原産のコカの業を原料とした薬物で「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されています。

乱用により、幻喧等の精神障害が現れ、大量に摂取すると呼吸困難により死亡することがあります。

⑥ マジックマッシュノレーム

いわゆる「マジックマツシzルーム』は、麻薬成分であるサイロシン、サイロシピンを含有するキノコ類の俗

称です.乱用により、幻覚作用が現れることがあります.平成 14(2田，2)年6月に I麻薬及び向精神裏取蹄法』

の麻発E原料植物として指定され、その栽培、輸入、圃波、圃愛、所持、使用等が禁止されました.

⑦ シンナー(アンパン)

シンナーとは、量料を塗るために使用される有機溶剤のことをいい、トルエン、接着剤、充てん剤とともに『毒

物及び劇物取締法」により、その乱用が規制されています.

乱用により、集中力、判断カが低下し、何事も無気力になるほか、幻覚や妄想などの糟神障害が現れます固特

に磁ろしいのは、乱用によって大胆が委縮し、一度硲噂された脳の働きは設して元には戻らないことです.

⑧ 向精神薬

向精神薬は、中継神経に作用して精神機飽に影審を及ぼす物質で、その業高作用によって鎮静系と興奮系に大

別されます.

また、ほとんどが医薬品として疏通していますが、医師の指示によらず乱用するとI!It曹が不安定になる、判断

力が鈍くなる、歩行失聞になるなど、心身に陣容をもたらすため、その不正な取り引きは「麻薬及び向精神薬取

締法Iにより規制されています.

IV.事件
大学構内は様々な人が出入りし、車費量事件が多発しているため、構内だからといって決して袖断せず、自分の

身の回りの物に関しては都心の注意を払うことが大切です.

また、学生が窃壷等の事件を起した場合には、刑事罰を畳けて社会的問識を畳けると同時に大学からも懲戒処

分を受けることになります.事件を起さないことは無輸のこと、事件に巻き込まれないように注意して充実した

学生生活を送ってください.

安易なアルバイトが犯罪になることが'

「援り込め詐欺』に加担した大学生が逮捕される事件が全国で後を輯ちません。
被害者から直接現金を受け取る I受け子』や、口座から現金を引き出す「出し子』だけでな〈、そ

れど知らずに加担してしまうこkもあります。

例え日『預金口座を作ってくれたらO万円で買うよJ1:か「君の名義で携帯電話を契約して〈れた

らO万円払うよJ1:いった誘いをアルバイト感覚で安易に受けてしまうケースです.それはあなたの

知らないkころで詐欺に悪用されるのです。またそれが自分の弱みJどなり家族まで巻き込まれます。

そのような曹を持ちかけられても、絶対に引き受けないで〈ださい.

授業料を使い込むな目こより苦しくなり、振り込め詐欺に加担する例もあるようです.

生活の乱品は学業不振につながります。その恵循環から抜け出せずに、自ら犯罪に近寄ってい〈恐

れがあります。最低限のモラルを身に付け、大学生請を全うしてください.
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1盗難

①予防策

講義室、体育館等にパッグを置いたまま、トイレ等に行かない.ロッカーは必子施錠する、貴重品(現金

・クレジットカード等}は机上に置かない等、盗厳被害に遭わないよう十分注意すること。
課外活動施珊等の利用に当たっては、室内の整理整頓に努めるとともに、出入り口の施錠の徹底を困るこ

と。また、.曜の管理については、厳格に行うこと。

②事件発生時の対応

盗難にあった場合は、直ちに被害状況を学生支援楳学生支援係(職員が不在の場合は警務員室)に報告す

ること.

必要に応じて、警察署に通報すること. (嘗察への被害届提出は本人が行うこと.) 

警察の現場検証が行われる場合は、必ず学生支援際学生支担係(警務員室)に連絡し、職員を立ち会わせ

るとともに、被害状況報告を明確に行うこと園

2.傷害事件等

①予防策

学内での秩序維持に努めるとともに、大学人としての自覚を持ち、事件を未然に防ぐよう配慮すること.

②事件発生時の対応

事件が，密生した場合は、発見者は直ちに学生支援練学生支援係(警務員室}、必要に広己て保健管理セン

ターに連絡するこL 状況によっては、直接消防署(救急車)又は警察署に速噛すること.

3学生の懲戒

大学では、学校の規律ないしは秩序を鰻持し、その教育園標を達成するため、本学の規則に違反し、又は学

生の本功にEする行為があった学生に対して懲戒処分を行います。

学生が学外で起こした悪質な交通事故、刑事事件等についても、社会的な法的処分oは別に教育的措噂の観

点から、大学の懲戒抽分を行いますので、くれぐれも事件・事故等を起さないよう十分注意してくださu、. (鮮

し〈は、小格商科大学学則第拍車小樽商科大学学生態戒規程等を参照.) 

①懲戒処分の具体的対象行為

[ア)定期世験等における不正滑為

[イ)悪質な交通事故・交通違反

[ク)刑事甚上の処罰の対象となる行為

[エ)アルコール・ハラスメントの対象となる行為
[オ)その他、本学咽規則に違反し、又は学生の本分に著し〈反する行為

②懲戒処分の種類と内容

(ア)退学学生としての身分を奪い、放学すること.

[イ)停学無期又は有期とし、この聞の登学を禁止すること.

(!7)馴骨注意を与え、将来を戒めること.

V.事故

1正課活動中における事故
インターンシップ、教育実習等正保活動中は本学学生として責任ある行動をするとともに、事故防止につい

て十分注置し、対外的に迷惑をかけぬよう万全を期して〈だきし、

もし、事故が起きてしまった場合には、大学、また先方への連絡を怠らぬよう注意し、事後処理に蹴躍を持

って当たるととが必要です.
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①インター ンシ ップ ・教 育実 習・ 介護体験

一般的留意事項
「学生教育研宵災害傷害保険{学研災)J及び『学研組付帯賠償責任保険(付帯賠責)J等の保晴に加

入するこL
守秘畿務を守ること.期間中に得た情報をみだりに社外に揖洩してはならなし、。勝手に資料を=ピーし

たり、許可無く資料を持ち出してはならなー、

事故等の防止
-通勤途よでの事故等の防止

研修・実習先までの通勤瞳ょにおける事故防止に努めるとと.特に自家用車を使用する場合は、道路交

通法等の法規を遵守し、安全運転に心がけるとと。
期間中の事故等の防止

畳入企業・受入校の就業規則・校則・安全規貝u等を十分理解し、細心の注意を払い、業蕩遂行に努める

こと.よ司の命令に従い、職蕩実習に専念するとと.

事故等が起曹た時の対応
事故等が発生した場合は、まず安全を確保するととを第一に考え、しかるべき措置を取るとともに、研

修先企業・畳入校の担当者及び本学に事故の状況を報告すること.

② ゼ ミ ナ ー ル 合 宿 旅 行 ・ 現 地 調 査

一般的留意事項
『学生教育研究災害噛害保険(学研災)J及び I学研見付帯賠償責任樹険(付帯賠責)J等の保融に加

入すること。楽併し〈は、学生生活安全マニュアル:VIQ)Sを参照して〈ださい.

事故等の防止
目的地までの事故等の防止

目的地までの移動に当たっては、公共交通機関を利用し、自家用車での移動は避けること.やむを得fに
自家用車を使用する場合は、道路交通法等の法規を遵守し、安全運転に心がけること。

・期間中の事故等の防止

指導教員、相手先企業の担当者等の掲示に従い、細心の注意を払うこと.

事故等が起きた時の対応
事故等が発生した場合は、まず安全を確保することを第一に考え、しかるべき措置を取るとともに、学

生文撞課{職員が不在の場合は轡務員室)に事故の状況を報告すること.

2.課外活動中における事故
課外活動は、サークル等の自主的な運営 o構成する学生の自覚k責任において行われるものです。

各サークル等が各種の符事を企画する場合には、日頃の練曹活動を踏まえたうえで、次の留意事項を遵守し、

事故防止について十分検射を加え、万全を期してくださし、。

①一般的留意事項

-サークル等が行事を実施したり、あるいは大会等へ参加する場合は、必ず事前10学外情動届文は学内行事

届を学生支撞隈に提出すること.

・体力の消耗の激しいスポーツ等の大会に参加する場合l立、事前に健康診断を畳け保険に加入すること.

特にサークル等のリーグーは、参加者の健康診断結果を確認するとともに、少しでも身体に異常のある者

は大会等には参加させないこと.

-サークル等が主管して大会等を行う場舎は、救急措窟病院を事前に確認してお〈こと.

②登山を行う際の留意事項

-登山を行う揚合は、事前10限外活動届[登山許画書)に地図等を添付して、顧問教員の了承を畳げて、学

生支援保に提出すること固
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山符のリーグーは、畳寄りの響袋署に畳山酔画書{入山届)を後幽すること.
・強.、修繕.. 具、厳益優なEは事前にチェックし、非常食を拠貯ずること.

'属念時の逮修三手段として、 a降格電話、無線槍等をa略行すること.
・入山附、入山中は気象11:況を制官時杷握し、行動中に気象状況が急費したa・合Ii.陰舗に対応し‘危険の回
速に局長笹を尿〈すこL
・山岳保険に加入するこ~.
・下山した時は、11:もに無事下山した旨.学生支檀環{職員が不在の.舎は.1Il咽雀}に届出るこ~.

③水 上鱗伎を行う場合の留意事項

・習 ~トli.びポートを水面に出す婦舎は、事前に鍵 (貌助篠を含む. )傘体にわたりチヨ民ヲクし、諸般備の
安全性を棺・8するこ~.ヨットについては、艇のエアバッグの点綾且びライフジャケツトの婚周を雌守す
ること.

・鍛錬鎗の実施前には‘気象状宜を的曜に把握し、鍍銭等中に気象状況が忽置・暖化した場合には、直ちに
.篠崎を中止し、安全な場所に避難すること.
.1極(救助・6を含む.)の叡朝、装備に担傷などがあることを発見した時は、 ilちに学生支握倶に報告する

こと.

④事故が発生した場合の対応

.人命の安全安島優先に対応すること.
・事故等の状況や状.を碓包L、学生支彊課(職貝が不在の栂舎は'窃貝盆).保健管理センター、顧問教

員・に連絡すること.
・鳴忽を要する溢舎は、消防署(教倉庫 119番)に通報すること.
・事U~車には、lII!"晴の事情をよ〈知っている部員等が闘乗し.経過を学金支援震に維告するこ L
・通修復には、事故縄告書をさ学生支援後八提出すること.

飲酒に関する注意

学外で飲酒を伴う行事等を開催する場合、サークル等のリ ーダーは未成年が飲酒す

ることがないよう十分注意してください.また、成年であっても過度の飲酒や強制的

な飲酒が行われることがないようしっかり監督して下さい.

a海 外旅行中における事故

本学ば国際交沈が盛んで、長期、短期にかかわらず、毎年多〈の学生が海外に術学します.
しかし、附今の=.".......スにも見られるように、日本人留学生が事件、事紘に巻き込まれるケ}スは後を絶ち

ません.留学に限らず.海外に渡航する場合には、必ず現旭の情報を収集し、風習慣習等を学び、且主主且盆
視が事今こ t噴い翰ど霊堂雀1. 細川「の狩章砕私。で行動しでと炉支い

①旅行前の留意事項

十分な情総収集を行い、危険地帯への旅行は避けること.

..限外1Il省海外安全HPChtゆ8:/1_岨皿且且rua.lO.jp)
電話(領事サーピスセンター(海外安全担当) 回出01-81回}

・在外公館リ只トは外渡省 HPから ch悦担:/1www且 ola.go.jp'mo制lind個 html)

「たびレジ』傭外線行隻.システム】に墾録すること.(1，，，，，，""開W岨・旬u.mof.a.oo.耐tabire同
ピザの要否、パスポートの有効期聞の擁aを行うこと.

・パスポートを紛失した時のために.パスポートのカラーコピーをm_し、持っていくこL
-万ーの時に・えて.梅外線行保険に加入するこ~.
・旅行スケヅョ&ールを日本の窓簾に穫してお〈と~.
-万ーの時に・えて.夢岨で助けを求めることができる人物等の速絡先を.保しておくこと.

②旅行中の留意事項

-パスポート、航空券、クレジットカード、現金等の貴重品は各自が責任をも。て管慶するとと.
・手荷物除、床、机.椅子等に置かないようにし、特に観光客が集まる編所では乎から障さないこと.
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-道を歩〈際には、なるべく車道を避け、また荷物は車道側の手に持たないこと.

ホテルの室内では必ず鍵を掛けること。
・その他、次の事項に心がけること。

O甜険地帯には絶対立ち入らない.

O多額の現金は持ち歩かず、宝石等は必要以上に身につけない。
O 目立つ服装、援る舞いをしない.

O夜間の一人歩きは絶対にしない.
O見知らぬ人に自分の写真を撮らせない.

O見知らぬ人に勧められた飲食物を口にしない。
O治安のよくない場所では、地図を開かない。

O大麻等日本で禁止されているドラッグには決して手を出さない。

-生水、生物の飲食は控えて、衛生面に十分注意すること.具合が懸ければ、まず休養を取り、揚合によっ

ては、現地の病院、医師に相岐し、加入している海外旅行傷害保険のアシスタンス・サービスを利用する

などして健康の回噛に努めること.

その国の法令や規則、その土地の人々の風俗習慣や国民性を理解すること.

③事故等が発生した場合

-万一直難にあったり、トラプルに巻き込まれたりした場合は、速やかに現地の警察等に通報し、被害届を

提出して、証明書(ポPスレポート)をもらい、近くの日本大使館・領事館に連絡後、家族、大学に報告す

ること.

文学窓口
国際交流室(電話)+引ー叩4同7司5262 メールアドレス)Inljlmu画offIce.o畑町 uc.ac.jp

職員不在の場合
警務員室(電話)+81-134-27-5228 携帯)+81-90-2699-7田8

4 交通事故
大学唱学中に、自動車・パイクの免許を取得し実際に運転する人も多いと恩いますが、運転の際には安全運

転10十分努めて〈ださい.そして、必干枠世保・に加λしでぐ樫"'¥，¥.

なお、大学への自家用車での通学は、学生入構許可証を持っている学生しか認められていません.もL、違
反して自家用車で大学へ来た場合には、車に違反カードが貼られ、違反が累積した場合は、懲戒処分を受ける

こともあります.
また、悪質な交通違反、交通事故構免許運転、酒気構ぴ運転等)を起こした場合には、学生の懲戒処分の

対象となります. (学生の懲戒処分については、小樽商科大学学則第 43条、小樽商科大学学生懲戒規曜を参

照.) 

①予防策

-お酒を飲んだ時は、絶対に運転しない.

・自動車運転の際はシートベルトを必ず装着する.

.パイク運転の際はへルメットを必ず装着する.

・スピードダワンを心掛ける園

②事故発生時の対応

-加害者を確認する。(運転者の氏名、住所、電話番号、免許証番号、車の持ち主及び車の登韓番号等)

自動車損害賠償責但2保険番号を碓穂する. (保険会制端、証明書番号、加入年月 H等)

・小さな事故でも必ず警察署に届け、事故征明をとる. (事故征明は、後日、示直長や損害賠償を筒求する左

きに必要)

・軽い怪我でも医師の診断を受ける.摘院の領収書は保管しておく. (事故後、後遺症が強生するととがあ

るため)

・示肢は専門の機関や保険会社等の担当者とよ〈相官長をしてから行う.

E救急処置

学内で事故が起きたり急病人が出た時は、あわてずに状況を的晴に判断し、治療が必要ど判断される場合に
は応急処置を育った上で、できるだけ速やかに学内の保健管理センターへ急行してくださし、.なお、時間外の
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場合は、小樽市夜間急病センタ-(TEL0134-22-4割問を利用してください，土 日 祝日は当番晴院が指定さ

れていますので、確認の上、畳診してください. (，検察先小樽市医師会 ht旬"'"附W油田d.or.jp)

緊急度・重症度が高い場合は救急車を呼んで、保健管理センターヱは学生支彊際[職員が不在の場合は嘗務

員室)へ連絡してください.

①一般的な応急処置

-患者を寝かせる(ショッタで倒れるのを肪ぐ).顔が紅潮している時は覇を少し上げ、唖吐の可能性があ

る時は、顔を横に向ける園

・出血、熱傷、骨折などのケガや容姐の租度を調べる.

・被服類を除去する必要があるときは、無理に脱がせることなく、被服を切り取る固

・本人、特に量症者には負傷箇所を見せないようにし、 H患者をいたわり、やさしく元気づける.また、見物

人を遠ざける.

・患者の扱いは安静第ーにして、むやみに動かさない。また、毛布などをか吋て患者の保温に努める.

・意織不明の者の口に水な2を注入しない(気管に入り危険です)。

②ケガの応急処置

切り傷・蟻り侮
〈比較的軽い擦り傷や切り傷の場合〉

・基本的に、応急処置の段階で消毒はせず、何か汚れたもので切ってしまった場合は、水道水でよく託い流

してください.

・傷口は乾燥させないように保ちます.ガーゼの付いていない、乾燥を防ぐための幹創膏が市販されていま

すが、なければラップで被って外れないようにテープ留めします。ラップに白色ヲセリンを塗って覆うこ

とも有効です.
〈需い切り傷の場合〉

患部をきれいなハンカチやガーゼ等で圧迫止血しながら病院に行きます.

動侮(やけど}
カップラーメンのお湯やへアアイロンを使用して受傷するケースが時々見られます園日頃から安全に留意

し、万が一の時の適切な処置を心得ておきましょう。
くやけどの分類>

・燃傷の2重傷度は、その様さによって I度からE度に分けられます.

I度は皮膚表面(表皮)のみが損傷を受けた状鱈で、赤みを帯rJチリチリ<痛みます。

・表皮の下の真皮にまで損傷が及ぷと E度になり、水ぷ〈れができて普段しく痛みます.化腺しやす〈なるの

で、清潔に保つことが大切です.

.m度になると、損傷は皮下組織や筋肉にまで及び、巌死を起こし、痛みその他の如置を失います.この段

階では植皮治療が必要となります.n度以上のやけどを広範囲に負うと危険な状態となり、命にも関わる

重篤な事簡を相〈こともあります.

く応急手当について〉

まず、受傷部位を冷やすこどが大切です.衣服の上から受傷した場合は無理に脱がせず、まず流水で冷や

します。冷やすこkで痛みがやわらぎ、やけ2が深〈進行するのが抑えられます.

I度のやけどで小範囲の紅斑だけの場合は、冷やすだけで袷ります.水植ができた場合は、できるだけ破

ったり取り除かないようにします。きれいな水抱腹は数日間もとの皮膚の替わりに働き、水分の保持、痛

みの恒輔、感提予肪などに役立ちます.

• n度以上の熱傷は軟膏や創部被橿材、悔の感染状況によっては抗生物質なEが必要になりますので、皮膚

科なEを畳診しましょう.

.m度のやけどの場合、とくに広範囲熱傷や重症熱傷の場合は、総合病院ですぐに救命治療を開始する必要

があります.速やかに救急車を呼世、その際は、落ち着いて「種が、いつ、どこで、どのような物で、 E
の部位をやけどしたIのかを伝えましょう.

骨折・脱臼・捻撞
通常はアイシングを行います.一般的には氷獲で患部を冷却します.その後必要に応己て、弾性包帯で圧迫

を行い、";/-ネな!;で固定をして由ICE処置)応急処置とします。骨折や且日を疑われる場合は、その後速

やかに医療機関を受診して〈ださい。

-RICE処置についてM

ケガの回復は適切な応急処置を行えるかがカギです。

官 ICE処置'が応急処置として太きな効果を発揮します.
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REST 安静

ケガをした場合、患部を動かすとさらに症状を悪化させてしまう恐れがありますので、極力安静にしてくださ
し、。

I田冷却

患部を冷却することにより組織の代謝が下がり、思部の腫れや痛みを抑えて、ダメージを最小限に食い止める

ことができます。

Compression 圧迫

適度に圧迫することで、愚部への血液やリンパ液などの流入を防ぎ、腫れを抑えることができます。

Elevation 挙上

ケガによる腫れを防いだり、腫れを早く引かせるために、できるだけ息部を心臓よりも高い位置に上げてくだ

さい。

頭部外傷
く脳の損傷〉

頭部外傷で重要なことは、脳の損傷の有無です。まず、ケガ人の意識を確かめます。大声で呼んでも眼を開け

ず会話することができなければ、意識がないと判断して脳の損傷を疑います。この際、大きく体を揺さぶって

はいけません。このほか何回も吐いたり、けいれん発作(手足をがくがく動かす、あるいは手足をピーンと突

っ張り、この聞は呼びかけても反応がない)が起こったときも脳の損傷を疑います。脳の損傷が疑われた場合

はすぐに救急車を呼びます。

く頭部から出血している場合〉

頭皮は血管に富んでいるため、手足の傷に比べると出血が多い傾向にあります。

あわてずに清潔なハンカチやタオルを当て、圧迫止血を行います。

傷の深さ、程度によっては縫合等の処置が必要になりますので、止血しながら外科などを受診します。

く頭部打撲の場合〉

意識がはっきりしていて出血もなければ、頚部に損傷が無いことを確認します。

.両手足に力が入るか。

-両手足にしびれがないか。

.首の痛みがないか。

以上の 3っとも問題がなければ、打撲部位の冷却等の処置をしながら安静にして様子を観察します。ただし、

一つでも異常があれば動かさないようにして救急車を呼びます。

③ AED (自動体外式除細動器)について

AED (自動体外式除細動器)とは電気ショックが必要

な心臓の状態を判断できる心臓電気ショックの器械です。

AEDは除細動が必要かを判断し、救命の手順を音声に

て指示します。 AEDは除細動を含めた救命行為が簡単

に出来るように作られています。

もし、倒れている人を発見し、意識がない場合は、すぐ

に11 9番通報をし、 AEDを準備して、救急車が到着

するまでの聞に除細動及び心肺蘇生を行ってください。

大学構内のAED設置箇所は右図のとおりです。この他

に学生センター(学生支援課学生支援係)にてAEDの
貸出を行っています。

回市町E耳目日

=1 1~t r 
構内童8箇所にAEDを陵置しています.
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VI.学外での活動

1.ボランティアその他の社会・経済活動に際して
近年、学生諸君が、大学を出て、ボランティア、街おこし、商唐街活性化のためのイベント企画、会社建立な

Eの社会的・経済的情動を行ラケースが増えています.

この場合、本学の車生同土で、あるいは他大学の学生と一緒にサークルなどを立ち上げたり、すでにある組踊
や団体に参加するなど様々ですが、いずれも、正購の授業や大学公認の団体としてではな〈、自主的に行うもの

です。
本学は、このような活動は、本学の教育理念である「実学」の精神に合致し、線題に取り組む意欲や積極性を

育て、コミュエケーシヨン能力を高める効果があると考えています.

(自己責任の原則)
しかしながら、このような荷動は、学生諸君が個人の立場で自主的に行うものですから、そこには当然に自己

責在がともないます.指動の過程では、自分自身が身体的・経済的な損害を受け、あるいは他人を傷つけたり、
経済的な損害を与えてしまうという事態が起こりえます。

その場合、原則的には、諸君自身が責任を負うことになります.したがって、活動に際しては、このことを十
分認織したうえで行動してください。

(注意すること)
事故や事件に巻き込まれないように特に以下のことに注置してください.

d冶険[安全性に問題がある、犯罪につながりやすいなど}な活動には参加しないとと.

岳活動において爾査などを行う婚は、事前に十分掌備をし、対応に気をつけること園

骨企業が外部に知られた〈ない秘密や個人情報に接した場合は、取り扱いに注意すること.

友人であっても外部に漏らすべきではない場舎があることに注意すること.

2ボランティア活動保険
ボランティア活動中に、なんらか咽事故を起こしたり、巻き込まれたりする可能性が考えられます.

基本的に、ボランティア活動は、個人の任意かっ自主的な活動ですので、その責任も個人が負うことになりま

す.
ボランティア活動中の事故で、過失があれば酒害賠償を求められたり、訴訟の対象となる場合もあります.

そういう事簡を想定し、万が一事故が起きたときのためにもポラ〉ティア活動保険へ加入するなど、ボランテ

ィアの依頼主若しくは、主催者へ事前に碓胞をしてお〈こJどが重要です.

また、サ}クル等により学外のボランティア活動に参加する場合は、 s目前までにボランティア活動届を学生

支援際学生支撞係に提出してくださb、、 岡田:/IWY附 αtaru-uc.ac.jplstud聞 Ua凶e_system

B保険への加入
これから、活動をしようとする諸君は、万が一の事故に備えて各自が必ず保険に入っておくようにして〈ださ

u、。
本学では、万ーのケガや病気、他人への賠償事故なEに備え、以下の補償制度の加入を強〈推奨しています。

その保険には次のようなものがあります.

保険制度の概要について

①学研災(学生教育研究災害傷害保険)

国内外における本学の教育研究活動中の急滋かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合の補償

正銀中前義実験実習なE
・大学行事中 大学の主催する入学式、オリエンテーションなど

キャンパス内休み時間中など

・限外情動中 大学施設内外で行われる大学が承認した部活動やサークル活動

・通学中 住居と学校施般との往復中

学校施設等相互聞の移動教育研究活動中の趨枝問移動
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②付帯賠責(学研災付帯賠償責任保険)

園内外において正幌、学校行事又は県外活動インターンシップ、ボランティア及びその往復で他人にケガを

させたり、他人の財物を破損したととによる法律上の賠償責任を補償

③付帯学総(学研災付帯学生生活総合保険)

学校活動中、活動外にかかわらず、 2.時間事故によるケガや病気の治療費、賠償事故への補償

※これらの保険については、学生支援練学生支援係でパンフレットの配布を行っています。

VII.災害等

1.火災
鴛義室や研究室Eびぜミ室等で起きる良害で、最も被害が大きいのは火提です.普段から一人ひとりが火提防

止に努めることはもちろんですが、もし、火提が発生した場合には、適切、的確な行動がとれるよう、避難盤

路、消火器の位置を確認しておく等、万全の噂備をしておくととが大切です.消火器の設置場所、避難経路につ

いては、各教室、ぜミ室等に掲示されている『避難経路固』を確認してください.

①防火対策

-熱源の近<10引火性、可燃性の物置を置かない.

・火気使用総具は、不燃台の上に置く.

・電気コード等は、規格品を周いる.また、床に垂れ下がるli!i線やたこ足配線をしない.

.ゼミ室等の重理・滑掃を日頃から心がける.

・ゼミ室等では、全員が避難できるよう物品等の配置に考慮し、常に安全な出口を確保する。

なお、ゼミ室等の暢義室では、火気(器)を使用しないこと.

・防火覇、消火栓の周辺、廊下、非常階段等には障害物を置かない.

②火災発生に直面した時の対応

-火良を発見した場合は、 『火事だ!Jと叫rJ，近〈の人に知らせる.火誕の規模によっては、感知器が働き、

火員報知器のベルが鳴る.

・出火の状担を見て、初期消火が可飽か2うか判断し、学生、教閣員と協力して近〈に備え付けの消火器によ

り、消火活動を行う.

・初期満火が不可能な場合は、廊下等に設置されている屋内摘火栓の非常ボタンを押して非常ベルを鳴らす.

119番通報するとともに学内の開園部署に連絡する.また、負傷者がいる場合は、救急車を依頼するととも

に保健管理センターにも連絡すること.

・余裕がある場合は、電調を切ったり、ガスを止めたり、危険物を火元から遠ざけるなどの処置をする.

・衣服に火が付いたときは、あわてずに人を呼んで摘してもらうか、転がって消す.

0連絡先

学h生支握際学生支援係 013<ド2字国崎

保健管理センター 0134-2下52師

0土， s・祝日等太学職直が不在舟場合の連絡先

警務且室町制-27-5226
警務且室に警務員が不在四場合は、警湯且携帯 悦叫，2699-7939

③避難に当たっての心得

-炎が天井に透する大きさになったり、煙の努生なl'で手に負えないk判断したら直ちに避難する。

・服装や持ち物にこだわらず、できるだけ早く湿揮する.

・部屋から遭摩する際には、ガス源、電気、危険物等の処理を骨った後、内部に人のいないことを確隠し、退
出時には出入り口の扉や窓は閉める。

・エレベーターは使用Lない.

-廊下における遊雇経路の選択は、煙の流れと反対方向に逃げる.

・姿勢はできるだけ低くして、濡らしたタオルやハンカチなどで口や鼻を覆う.

・廊下の肪火扉は、内側に人のいないことを確認してから閉める固



��

2.地震
地震は突然起こり、地震の揺れによる家具の転倒、物品の落下・転倒、建築物の郁分的破損から倒壊など物的

な被害とそれに基づく人的な被害を生じます.また地震が原固となって発生する火虫、危横物の流出、拡散、剣暴

発などの二次災害が地震良容を大き〈します.

これら地震による災害を最小限にするためには、事前の地震に対する備えが必要であるととはいうまでもあり

ませんが、同時に不意の地震に対する「心の噂傭』も大切です.

①地震対策

-室内の棚や衝立類の転倒防止、内容物の幕下肪止策を講ずる.重い物は高いところに置かない固

・室内の整理整頓に努める.机の下は一時避鷺場所となるので、物を置かず十分なスペースを空けておく.

・非常口、防火扉付近には物を置かない.

②地震発生時の対応

-火元の始末をすること。

・扉を開けるなどLて脱出経路を確保する. (扉や窓が開かなくなる可能性あり)

.揺れが収まるまで机の下等に霊園陸する.

・揺れが収まったら、頭部を保護(本なEでも効果あり)し、転倒物、落下物、ガラス憲な1'10注意しなが

ら安全な場所に避難する.余震の可能性があるので十分に注意.

・避難する際はエレベーターを使用しない.

| 詳し〈は巻末の、地震対応(初動マZユアル}を参照してください。

VIII. 感染症、食中毒
今や性感染症 (SoxualIyT<.岨a皿悦.dInfi副io田町])は特別な病気ではありません.性行為には必ずつきま

どう Pスタ!:考えて良いでしょう。他、結核やインフルエンザ等、集団生活で特に注意すべき病気について取り

上げましたので普段からこれらの病気について知織を蓄えて予防してください。

L性感染症 (8官)とエイズ

①性感染症 (8官)とは

クヲミジア感染症、性器へルベス、淋菌感染症、梅毒、トリコモナス腫炎などセックスで感晶する病気の総称

です.
原因はウイルスや細菌など様々で、たった一回のセッタスでも感染してしまう可能性があります。

決して他人事ではありません。中でもクラミジア感染症の橿患が多く、患者数の年齢群jJTJ割合は .0怠-24歳

が最も多くなっています。

② 自TIとエイズの深い関係

エイズウイルスに感染した rHIV感染症」も STIのひとつです。しかもクラミジアなど、他の STIに宿って

いるとエイズウイルスに感染する危険率が高くなってしまいます。ですから、 S宜の予防はそのまま HIV感染

症の予防につながります。

③予防策

STIについて正しい知臓を持つ
manabaの学内掲示板に感染症 HANDBQOK(目立大学保健管理施設協織会エイズ・感染症特別委員会発行)

を掲載しています.また保健管理センターにも様々なハンフレット等を用意していますので、目を遇して理解を

深めてください.

コンドームを使う
ピルではzイズを含む犠々な性感染症を防ぐととはできません.コンドームを正しく使うととでかなりの性感

染症を予防できます.
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.鞠I主絶対に手を出さない
薬物依存症の問題だけでなく、性犯罪に巻き込まれるケースも増えています.薬物は性感晶症やzイズと無関

係ではありません.

2インフルエンザ

①インフルエンザとは?

インフルエンザには、数十年間隔で宛生する I新型』と毎年流府を繰り返す I季節性』の2つの種類がありま

す.季節性インフルエンザでは園内で多い停には約 10田万人が感晶し、うち一万人の方が関連して亡〈なって

いると首われています園新型、季節性、どちらも、個人でできる感染予防策は共通です.正しい知識を身に付け、

適切な予防と対策で流行の拡大を朝えてくださし、

②予防策

1) 擁肝前のヲタチン鋪曜

インフルエンザのワクチンは、感染後に努病する可能性を低減させる効果主、インフルエンザにかかった場

合の重症化防止に有効kされています.

2) 岐エチケット

咳が出たら他の人にうっさないためにマスクを着用しましょう.マスクは I不織布製』が効果的です。

3) 外出後の手揖いの園行
手にはインフルエンザウイルスが付着している可能性が高〈、その手で目や鼻、 . 目 目

白 を触ることで感染します- 1 1 b凶作7ルエンザ|

せっけんと流水による手和、で手に付着したワイルスを和、流すことが出来ます.1 IIO~主ヱ主主 l 
また、アルコールによる消毒も効果があります
4)適宜な温度の保持

空気が乾燥すると、気道粘膜の防御が低下しインフルエンザにかかりやす

〈なります.室内は適切な温度 (50.....曲%)を保つことも効果的です.

5)十分な休着陸とパヲンスのとれた栄養輯取

体の抵抗カを高めるために、十分な休養とパランスのとれた栄費摂取を日

ごろから心掛けましょう.
自)人混みを透ける

病原体であるウイルスを寄せ付けないようにしましょう.特に大事な行事を

控えている時には混雑している場所を避けるなどの対策が望まれます.

3.結核

①結核とは。

登佼を控え、早期に受診し按養して〈
ださい.その際「感染直登校許可匪明
書』に医療樽闘で証明を貰い、登校が
可飽になってから保健管理センタ}
に拠出して〈ださい.メールに極付し
ての提出も可能です.用紙は履修の字
引舎にあります.保健管理センターの
HPからもダウンロードできます.

結核は、排薗しているE患者の咳、くしゃみ、会話なEによって空気中に潔う結核首の飛沫を肺内に吸い込

むととにより感染します.主な病巣は腕です.感染者の 10-15%の人が発病しますが定期障康診断を受けて

いれば初期の段階での発見が可能です。発病すると初めは無症状ですが、やがて咳や疲、微熱が出現します.

その他、体重の減少や全身の倦怠感(だるさ)、寝汗、胸痛などの症状があります，

H本は欧米先進国に比ぺまだまだ植る人が多く、「中まん延国」とされています。予防の第一歩は結核を知る

こkです。そして早期強見早期治療は本人の重症化を防ぐだけでなく、大切な家篠や大学での感染の拡大を

防ぐためにも重要です.

②予防策

正しい知隙をもっ
王しい知織が結核予防の第一歩です.感染すなわち発病ではありません.また、発病したからといってすべ

ての発病者が他人に感染させる危険性を持っているわけでもありません.もし、味や療が2週間以上続いたり、

良くなったり感〈なったりを総り返すような時にはきちんと医療機関を畳診しましょう.そうすれば、早期発

見で病気も治りやす〈、周りの人にうっす恐れも低くなります.
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定期健康惨断を畏惨する
初めは無症状のことも多〈、健診診断を受ける事で初期の段階で発見できます.

免痩力量低下させない
規且U正しい生活を心がけて〈ださい。栄養パランスのとれた食事や十分な睡眠、適度な運動などが大切です。

4.食中毒

①食中毒とは。

食中毒の原固となる細菌やウイルスが付着した食品や有害有毒な物置が含まれた食品を食べることによ

って起こる健康被害をいいます。多くの場舎、幅止、腹痛、下痢などの急性の胃脹陣容を起こします。食中

毒は原因物質によって、微生物{細菌、ウイルスなど)によるもの、化学物質によるもの、自然毒によるも

の及びその他に大別されます.

②予防策

食中毒予防の三原則は、食中毒菌を『付けない、増やさない、殺す』です固次のポイントを守って食中毒

を予防して下さい.

・トイレの後や、食事の前、調理の前や調理中もこまめに手をしっかり洗いましょう.

・生鮮食品は購入後、常温放置はせずに、すぐに冷蔵保存しましょう.

・包丁やまな板、ボクル、ザル、などの調理器具はしっかり貌枠し、定期的10アルコール消毒や加都車薗し

て下さい圃

・聞理した食べ物は原(.I{Uとして早〈食ペるようにし、冷蔵庫を過信しないようにしましょう.

・生で食ペる野菜などは水道水で十分に洗浄し、加熱鴨理が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょ

う.
・ちょっとでも怪しいと恩ったら、食べずに捨てましょう.口に入れるのは、やめましょう.

手に化脹Lている怪我があるときには、その手で直捜査品に触れるのは、やめましょう.

・舎宿所等、学内における自炊、大学祭等での食品加工に際しては、開理を担当する者の健康管理や衛生管

理を徹底してください.

その他、詳細な情報を知りたい場合は厚生労働省HPを参照して下さい.
https:f!www.mhlw.go.jpl_l.Ih四曲d岡田Jh0331"1.html

5.新型コロナウィルス感染症
新型コロナタイルス感染症の情報は日々更新されています.厚生労働省HPを参考に正しい情報を入手し、

適切な感染予防行動をとってください.
httpo:fj岬ww.mhlw.go.jp俗世嗣ioakuni却uitelbunyalOOOO16470唱，_OOOl1.h国 1

IX.ノ、ラスメント
ハラスメント kは、相手の意に反した言動により、相手の尊般を傷つける人権侵害符為です.ハラスメント

に該当するか杏かは、革本的に言動の受け手がそれを不快に.!II1Oたか2うかによって決まります.

大学内で起こりがちなハラスメントには、主に下記のようなハラスメントがあります。

①ハラスメントの種類

セヲシュアル・ハラスメント
歓迎されない性的言動または行為により、 (相手に)屈辱や精神的骨痛を感じさせたり、不快な恩いを

させたりすること、また、性的な首動または行為によって相手方の望まない行為を要求し、これを拒んだ者

に対し、職業、教育の揚で人事上の不利益を与えるなどの嫌がらせに且ぶことを言います.

ある言動がセクシュアル・ハラスメントにあたるかどうかは、あくまでも相手の受けとめ方(r不快」と感
じるかどうか)によるのであって、その言動を行う者の感覚で判断されるものではないことに注意してくだ

さい.

7カデ星 ，'J・ハラスメント
教職員又は学生等による、その職務上の地位又は権国更を不当に利用して他の教職員又は学生等に対して行

う研究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動であり、本学の砿学上又は職務上の関係において行われる

ものです.
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②ハラスメントの具体例

授業・ゼミで
単位認定や卒論指導を取引条件にして、不適切な要求をする.

正当な理由なく単位を与えない.

卑Z慢な緯酷をわざと見せる.
教員研究室や事務室で PCのディスプレイに卑漫な画像を表示する。

文献・図書・機器開質を使わせない.

コンパ・宴会の腐で

③ハラスメントの対応策

あなたがハラスメントを受けたと感じたら・.. 
・加害者にその言動が不快であること、すぐにやめてもらいたいことをはっきりと缶えてください.

また、空けたハラスメントについて、いつ、 Eこで、何があったのかを記録Lておくことも大切です.

・ひとりで抱え込まずに、信頼できる友人に相談したり、ハラスメント相後室に相模するなどの方法により、必

要な救済あるいは解暁の方法を見いだすことが大切です.

あなたがハラスメントを見たら・.. 
・不快な場面を同事したら、すぐ加害者に注意してください.

・必要であれば、ハラスメントが生じたことについて証人になってあげて〈ださい.

・被害者の相談に応じ、内容によっては精神的な主えになってあげて〈ださい.

・ハラスメント相談室に相談するように勧めたり、一緒に相械に行ってあげて〈ださい。

もちろん、あなたが直接ハラスメント相後室に相畿通報することもできます.

X.悪徳商法

本学ハラスメント相談室
e-mail: hsra副 mo町旬盛岡包O旭川 UC.8C.JP

ここ数年、マルチ商法をはじめ学生を狙った悪徳商法による被害が全国で多発しています。

悪質な手口に引っかからないためには、まず、悪質商法の手口を知るこkが大切です。

若年周が陥りやすい泊費者トラフル事例(鍾済庫鍵省HPより)

1.アポイントメントセーノレス、キャッチセーノレス
電摘で「あなたが特別に温ばれました.00を取りに来て〈ださい』なEと言って販売目的を告げずに事務所

なEに瞬い出し、商品やサーピス等の勝入の契約をさせるアポイントメントセールス。駅前や路上で呼び止めて

営業所などに遮れていき、商品やサーピス等を販売するキャッチセールス.

ここがポイント E

・どちらの商法も事業者の営業所な町三連れて行かれ、長時聞にわたり勧隠し契約を迫ってきます.

「タグJI~*.Iられて、簡単について行かないことが肝心です.
・不要な商品の販売には、叡然ど断りましょう.

2マルチ商法
個人を商品等の販売員kして敏脅し、次の販売員を勧誘すれば収入になる k、組織を連鎖的に拡大する商法九

ここがポイント l
・悪質なマルチ商陪は、一部の成功例を強調し、あたかも全員が成功するかのように勧誘してくるこkがありま

す. r必ず儲かる」クマイ祷はありません.
・多量の商品を勝入しても屈ったように売れf、売れ高りの商品や借金を抱えてしまうリスクもあります。

• SNS QJNE、インスタグラム等)で友人やアルバイト先の同僚を働瞬することが多いため、信頼を失ったり



��

人岡田幌を壊すととになりかねません.

なお、商品が介在しない、いわゆる「ねずみ暢」は「無限連鎖禽の防止に関する法律Iで禁止されています.

3.デート(恋人)商法
言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ、それにつけ込んでアクセサ刃ーなど高額な商品を販売する商法.

ここがポイント E

恋震感情を巧みに釆J周し、契約へ瞬導するのが目的です.

・一度買ってしまうと、また購入してもらえると恩われ、次々に商品をせがまれることがあります.
出会いのきっかけが携帯電話の Iメル友』や出会い系サイトの場合は要注意です。

4.迷惑メールがきっかけの不当請求

パソコンや鴨帯電荷へ届いた『出会い系サイト」や「アダルト系サイト』の広告メールにうっかり接輯してし

まったら、利用料金の輔求がきてしまった.

ここがポイント 1
-サービスを利用(契約)しようとして接続したわけでなければ支払いの義務はありません.

事業者に返信し、自分の名前や電話番号などを数えると、次の被害につながることがあるので、個人情報は絶

対に数えないとと。

身に覚えのないメールの URLには興味本位で接調しないととが第 です.

・迷惑メールを畳備しないために、文字数が多〈複U維なメールアドレスにしたり、各種サーピス{フィルタリン

グ機能)を活用しましょう園

・脅迫されたら警察へ.

5.資格商法
自宅や磁場に電話をかけてきて、資格取得のために講座の畳鱒や教材の鵬入契約をさせる商法固

ここがポイント E

I結構ですJ rはい1まい』といった暖除な返事はトラブルのもと。口約束でも契約は成立します.契約の意志

がなければはっきり断りまLょう。
過去に類似の資格講座を受講していた人に、まだ韓躍の契約は親いていると嘘を言い、更新費用の支払いを求

める手口も横滑しています.過去の講座が既に終了している場合は、取りあわずきっぱり断りましょう。

6.オンラインショッピング
インターネット上で契約の申込み等を行うインターホット通信販売(ネット通販)が普及し、自宅で手軽に買

い物ができるようになりましたが回目.

ここがポイント 1
-出品者と落礼者双方が個人の場合、取引は自己責任となります. ネット通娠を含め、通信販売はタ~9 ング・
オフできません.申込はじっくり考えてから.

・支払う前に、販売者の連絡先、申込画面などプリントアウトしておきましょう.

出品者と落札者を仲介する(有料)サービスを利用する手段もあります.

7.クーリング・オフ制度
特定商取引法では、一定期間内であれま無条件で契約の解除ができることを昔包めています.

クーリング・オフの期聞は、契勅書面を畳け取った日から、その日を含めて

8日間 電管働瞬販売、特定継植的役務提供~訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む)
20日関 連鎖販売取引(マルチ商法)、業務糧供瞬引販売取引(内職商法)

よ記の期間内に、書面{ハガキ等Jで販売会社に通知します.通知は簡易書留扱いで出しましょう.

原則として、五革った内金北全額返金されますが、遇措販売は、ターリング・オフできません.

8.相談窓口

小槍・北しりベL消費者セン事一
開 般日平日

開殴時間 8時-17時

場 所小樽市花園 2丁目 12-1 小樽市役所別館 5階
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電話 0134-23-78日

参考にしてください， r消費生活安心ガイド(経済産業省)J 
法律の解釈、消費者トラブル事例、クーリングオフの手続方法、各地の消費者相鮫窓口の速絡先等をわか

りやす〈紹介しています.
http://www.no-b沼uble.gロlP緋旬p

XI.ブ、ラックノ〈イト

近年、労働基準関係法令に反した環境で働かされる、いわゆる『プラックバイト」が問題となっています.具体

的な例としては、労働条件の明示が適切になされなかった、残業代が支払われなかった、採用時に合意した以上

のシフトを入れられた、試験期間中にシフトを入れられた、などさまざまですが、学童どの両立が擬われるもの

もあります.

文部科学省と厚生労働省は連携して、学生アルバイトの多い業界団体に向けて自主的な点検の実施{労働基準関

係法令の遵守、シフト設定)を要脅しました.労働基種法においては、正社員、契約社且、アルバイトといった区

別はな〈、これらはすペて「労働者』にあたります.大学生になって、アルバイトを始める人も多いと恩いますが、

その際には、労働条件を正確に把握するため、雇用主から、適切な税明を受付て〈ださい.また、労働基準法に

反した対応がなされた場合は、ひとりで悩まずに、ハローワークや労働基猶監督署、弁護士の無料相談サーピス

等を利用し、すぐに相後するようにして〈ださい固

XII.カルト集団
近年、全国の太学で宗教団体の勧瞬にまつわるトラプルが費生しています。そのなかには、カルト集団と目さ

れる団体もあります。後らは正体を隠して、ボランティアサークル等のダミーサークルを名乗り、純真な学生に

巧みに近づいてきます。本人は気がつかないうちにマインドコントロールされ、団体の活動に生活の中心が移り、

学生生活が次第に破綻していきます。

怪しいと恩われる団体の働穏を受けたときは、はっきりと断ること、トラプルを防ぐには絶対に個人情報を

教えないことが大切です.そして、 「おかしいJ r怪しい」と恩ったら大学[学生何でも相談室、学生支哩標)

に阜めに相談・問合せをして〈ださい園

1カノレトとは

特定の殺祖や教務を撚在的に信巴る小集団.
その中でも、代表者又は特定の主義主張に絶対的に服従するよう、メンパーやメンパー候補者の思考能力を

停止や減退させて、目的のためには違品行為も操り返して行う集団を『破織的カルトJ!:称している(日本

脱カルト協会 JSCPR)。

2. ;bノレトのタイプ

① 宗教型

主に宗教的強迫{巣り・悪哩・湿依呪い来世・・・)の恐怖をもって迫る.

→ Iこれがあれば幸せこれがなければ不幸せ」

② 商業型

常略的には「あり得ない』儲け話(ー捜千金・未知の商法・無眠連鎖)
→『このチャンスを遣すな』 ・ 『考えずに行動しろ」

③ 心理・教育型

穫もが持つ「向上心Iにつけ込み、架空の「潜在飽カ」を線認させる。

→『今以上の飽カを指揮できる今のままではダメI

④ 政治型

I社会的問題」に対する憂慮を燭り立て、破織活動を正当化する.

→『世の中は間違っている差是々のみが正しい」
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s 勧誘の手口・特に入学時や新学期、新しい環境に慣れないとき、その不安を利用する・バーチャルな生活、様々な体験が少ない、パランス感置が弱い学生が担われキ寸い・駅前や書盾等でもアンケート等と声かけしたり、実際の名称を隠しヨーガや勉強会、サークルを韮う・自分さがし、一層成長したいとの想いを利用しセミナー、アンケート、占い等を使う・『友だちになろう」、 『ー鮪にパーティーに行こう」等から段階的に深い集会h 瞬う・メール、 SNSでの交流を巧みに利用する・食事や相談にのる関係から親密になり、電話番号、住所等の個人情報を聞き出す.また、断りにくい状
況をつくる

4.おかしいと思ったら
勧誘者を人間的に魅力的であるo感じるこkも少なくありません。

しかし、以下のようなこkをされた場合、破旋的カルト団体である可能性が高いといえます.

おかしいo感じたらはっきり断りましょう.また、すぐに大学に相後してくださ"，・宗教的な簡をされた・ピデオ教育をされた・『他の人に話してはいけない』など情報規制をされた・『新聞、テレピの情報は虚で、自分たちの言うことが正しいIなどの話をされた

XIIL インターネット利用マナー
近年、インターネットを介したトラプルや咽罪が非常に潮えています.それを未然に防ぐため、またインター

ネットを裂し〈安全に利用するために、以下のマナーやルールを守りましょう.

① 自分・他人のプライパシーや個人情報を流さない

SNB (プェイスプッ夕、ツイッター、インスタグラムな1')、プログなどインターネット上で個人情報を安

易に書き込んだりしないように注宜しましょう.また、自分だけでなし家族や友人の個人情報も書き込ん

だりしないようにしましょう.

②インターネットを使って、他人を中傷・非難してはいけない

プログや掲示板やSNSなど、インターネットを使って絶対に他人を中傷非難してはいけません.

相手を傷付けないように、恩いやりの気持ちを持って利用しまLょう.

③著作権や肖像権に注意する

著作権とは、著作物を作った人だげが利用できる権利です.

肖像機とは、自分が写った写真なEをむやみに公開されないようにする権利です.

他人が書いた文章やWebサイト上での画像なEの著作物を無断で掲載するととはやめまLょう.

④電子メールの使用の仕方について気をつける

メールを珪る前には、必ず宛先や内容を碓穂してから遭ってください。また、信頼できる人以外には、住所や

連絡先などの個人情報を教えないよう、十分注意してください。

⑤インターネット上に出した情報は取り消せない

自分の書き込みを見ているのは、仲間内だけではありません.世界中の人が見ています。

書き込みをする前に、書き込みの内容が社会的な規範を逸脱していないか、また、仲間以外の稚かに務まれ
たら困らないかよく考え、十分注意した上でインターネットを利用しましょう.

小樽商科大学学生生活安全マニzアル

編集・発行小樽商科大学学生支彊課学生支亜係
2023年 4Jl発特
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地震対 応
(初動マニュアル)

血畠li!J山且rJa岨A由也

小樽商科
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1 まず.自分の身を守る 1

・敏童，建物向にいる場合はI 慌てて件へ飛び出さない.

-揺れが収まるまで机白下などに滑る，パッゲ・衣類などで珊垂直うなどしてI 落下物から現在保霞する.

窟や棚，ガラスなど，割れたり中由も由が飛び出しそうなも白から離れる.

-広場やゲラシドなどI 落下物がない場所にいる場合101:.その場で座り込み，揺れが収まるのを待つ.

2.素早〈火元を確思する!

・ガス由元栓壷締めるなどにより，此1陸自発生を防ぐ.

3.脱出口を確保 1

・余裕が晶れl;t非常口やドアを聞lするなど，脱出口を確保する.

業なお九捜業，tpt..l:.:近王1主教理豊島1望日員場責院んまmt署長信君主管動L主4友義弘

-・~~'l ， l:;;lニ ~j】 I i' .1・・

1 火災が発生した場合 l

・文書な声で『此事だ 』と叫ぴ，付近白人に知らせI 屋内湘此桂由非常ポタシを押して非常ベJレを鳴らす.

自分自身が安全な範囲で，周囲の協力豊得ながら初期消虫に協力する.

Z 負傷者の救助 1

・負傷者がいる場合は，速やかに教職員へ連絡1...かつ，安全な範囲で，周囲の協力を得ながら

応急手当を特う.

-Eτ穿・T曹軍事.

， .周囲が安全なら待視する l

2 周囲が危険なら指定された避腫場所へ移動する E

-指露骨可能性に留意しながら，倒れやすい備品や窓ガラスから離れ，地面白亀裂や陥没に注意して

移動する.移動にエレベーターを使わない(地震時にはエレベーターは緊亀停止します).

3. .族との安否確橿を行う 1

業なお，震度6以上田地震が発生した場合.r安否確寵システム」により，安否確認メールが送信されます

由で，受信したら，必ず遅惜してください.楽「安否確隠システム』由畳録については、3ページ目をご覧〈

ださい.

4 帰宅又1;1:置擁所管で待様 l

-帰宅又は待梅田判断は，教職員の指示に従ってください。

(構内緊急放送によりアナウンスを行う場合が晶ります)
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1 .学生の場合

O教務課教務企画係

Te I : 0134-27-5236 fax: 0134-27-5243 

E-mail k-kikaku@office.otaru-uc.ac.jp 

または，

O学生支援課学生支援係

Te I : 0134-27-5245 fax: 0134-27-5243 

E-ma i I g-sh i en@office. otaru-uc. ac. jp 

2. 留学生の場合

O学生支援課国際交流室

Te I : 0134-27-5262 fax: 0134-27-5264 

E-mail inljimu@office.otaru-uc.ac.jp 

3. その他の連絡先

O警務員室

Tel: 0134-27-5226 

4. 災害用伝冒ダイヤル 171 

NTTの災害用伝言ダイヤルは災害時に使

用できます。

利用にあたっては，予め家族と確認しておき

ましょう。

なお，携帯電話各社でも災害発生時に「災害

伝言板」等の利用ができますので，確認して

おいてください。

-...~g:n主主置E辻YFJ~j冒・

※ 本学の緊急時避難所(避難建物〉は，第1体育館及び第2体育館です。

野壇場

/ρ 

- 凶鈎 3・4凶 s・ 日脚

NG
引
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安否確認/

一斉通報システム
本学では，地震等の太規模災害リスクに対応するため. r安否確認/一斉通報システム」

を導入しています。

本システムでは、震度6以上の地震等の災害が発生した際に、事前に登録された携帯電

話等のメールアドレスに本学から安否確認メールを配信し、受信者が本人の状況を返信す

ることで、在籍している学生の安否状況を把握します。

学生の皆さんは，災害発生時における安否確認の重要性を認識して，災害時もしくは防

災訓練実施時に本システムから安否確認メールが来た場合には，必ず返信をしてください。

メールの返信ができない場合は，直接，以下の連絡先に自分の安否を伝えてください。

なお，安否確認メールに対して返信がない場合には，繰り返し，本システムから安否確認

メールが送信されます。

【緊急時連絡先】

O学生支援陣学生支援係 Tel:0134-27-5245 

また，連絡先を変更した際に本システムの登録情報を更新していない場合，安否確認メ

ールが届きませんので，連絡先を変更した場合には下記の手続きにより登録情報の更新を

お願いします。

1 .安否確認/一斉通報システムの概要について

〈例 〉安否確認メーJレへの回答方法

件名北海道国立大学機滑からのお知らせ

安否状況を回答します。
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(1)学生の皆さんは，入学手続き書頬に記載したメールアドレスが本システムに畳録さ

れています。

(2)札幌市及びIJ嶋市で璽塵皇単主の地震が発生した場合，安否確認システムから，安

否確認メールが送信されます固

(3)メールを受信した方は，システムの指示に従い，自分自身の安否情報を送信しま

す。

(4)システム管理者は，学生，教職員の安否状況を確認し目必要に応じて，一斉通報シ

ステムによる今後の指示等を行います。

2.本システムの登録メールアドレスの変更方法について

登録メールアドレスを変更する場合、新しいメールアドレスにて、新規登録を行う必要

があります。

※古いメールアドレスの畳録情報が削除され、新しいメールアドレスに変更されます。

以下の画像の手続きに従って、メールアドレスの新規登録を行ってください。

【宇生用萱録マニュアル】①メ ルアドレスの萱録手順(携帯電話 PCスマートフォン共通)
メールアドレスの童相ま空メールを送る方法とメールアトレヌを直箆}力する方/主力二通りがあります。

空メ ルを送信します

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
登
録

州
国
産
寄

る
川
窃
蹴
閣

m
叫
回
与
回

箆

挑

む

一明

町

砧

先

↓川

広
川

宛

川

右

川

町

4

寸

山
VI
旧

メ

同
ヌ
Q
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② メールアドレスの登録手 順 (携帯電話、 PC、スマートフォン共通)

畳録受付メールを受信する

畳録受付メールが送られてきます。
携帯の迷惑メール対策で、指定受信設定をされる際のご注意

受信設定の際は.必ずanDi.mailds旧のドメイン指定受信をお願いします

件名北毎道国立大学機情事務局からのお知らせ

1ヒ毎遵国立大学磯市精 否確霊ノステムのご季l周 単結受付けまはこ。
以下のURl'をク')ッタJ 本登録を行ってくfこさ"

登録受付メールを開いて、記載さ

れているURLをヲ'Jツヴします。

※本メル(ま送惜専用アドLノスとなります。このメッセ ンに返惜しな
いよ三お原.:t¥L¥たします。

各大学rc'L¥合わせ究
IJ'41手商科大学学生支領明 g-shien@offke.otaru-u阻 aqp

帯広畜産大学学生支領官 sien@obihiro.ac.jp

北見工業大学学務課 sien@desk.kitami比aqp

③ メールアドレスの登録手 順 (携帯電話、 PC、スマートフォン共通)

仁亙三コ

学生番号、パスワードを入力し、

「次へ」ボヲンを押下します。

学生番号、パスワードlこついて
第三者による登録を防止するため学生

雷号とパスワ ドによる認証を行います。
パスワードは 男11途お知らせします。

以下の情報を入力しでくださl'0 ('11必 貫入力
2曹目です}

安否石宣伝基礎デ タ

(StudentID) 
叩

.保Z筆者アドレス
(ParentsMailaddre，，) 

一.ハスワ ド

(P."w匂'"り

-保護者へ転送を希望される場合は、保護者

アドレスを入力してください。(任意)

01'¥スワードを変更する場合、新しいパスワード

を入力します。
新しいパスワードは忘れないように管理して

ください。
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④メールアドレスの登録手順 (携帯電話、 PC、スマートフォン共通)

宣録を骨ナイサけました。

入力情報を確t乱 でくだきい。 ブ ラ ウ ザ を閉 じてください e

ー メーJレアドレス (Registration was completed 
1学M創生h番oo号『 四) O O@O O  Please close a brow日 ，，)

1保5川理崎筆者Mアmド}レ阻ス間

o1PMoeeMoBMo 創lac!dr四 }

パスワード

IP''''Nord) 1234 

」ー ー
"力圭主主l直主i&u)

|上E町内宮で壷謀薄荷山H・.， ， 

件 名 北 海道国立大学機構事務局力1らのお安田うせ 件名 北 海道国立 大 学 機構 事 務局

北海道目立大学機構安否直認シスァムへの畳設が完 」のメ Jレは北海道目立大学機構刀吾大学"在籍する学生が「北海道国
了しましTこ， 立大学機構安否直12システム」に保E聖者のメーJレアドレスオE畳緑きれた場合、

保障者の方に萱緑完HIヨ知らせするために£岩Jしています。

こ下の"メまーでJごレに直£結'Cい高たただりきがまなすいよ場う£合理は職1お"手た数しまですす。が
畳誌を£こなった学生のメールアドレスrOO@OOJIこj)'Lあたりがない場

古は£手数ですが下"までご直結いただきますよう" 臥，'，たします。
謀本メーJレは送曙専用アドレスとなります。このメッセー

シーに返{曹しないよう£朋" いたします。 謀本メーJレは送曙専用アドレスとなります。このメッセーシーに返曙しないよう£

I!!!!(，¥l¥t，こします。
吾大学F固." 古わせ先

4輔 商科大学学生1i:t重課g-，h剛 @ofhce.otaru-uc.ac.jp 吾大学F固." 古わせ先
帯広畜産大学学生1i:t垂摂 田n@obihiro.ac.jp 小樽商科大学学生支揖摂 g-sh剛 @o昨日.otaru-uc.ac.jp
北見工業大学学務課 田n@de，k.krtam同 aC.IP 帯広畜産大学学生1i:t垂摂sien@obihiro.ac.jp

北見工準大学学務課 日間@desk.kitami匝 ac.1P
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